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平成19年第１回嬉野市議会定例会議事日程 

平成19年３月14日（水）  

本会議第４日目   

午前10時 開 議   

日程第１  一般質問 

順次 通 告 者 質 問 の 事 項 

１ 太 田 重 喜 １．茶業問題について 

２．獣被害対策について 

３．大木の保護 

４．学校給食 

２ 山 田 伊佐男 １．政治の浄化について 

２．入札制度等の見直しについて 

３．嘱託・臨時職員の取り扱い等について 

４．地域新エネルギービジョンについて 

５．教育問題について 

３ 野 副 道 夫 １．減少し続けている人口に歯止めをする必要があるが、その

 対策は 

２．地域ぐるみの子育てというが一過性のものとなっていないか

  また、美言に隠れて全体のものになっていないのではないか

４ 芦 塚 典 子 １．子育て支援事業について 

５ 西 村 信 夫 １．環境対策事業について 

２．九州新幹線西九州ルートについて 

３．新教育長の教育行政について 

４．農業集落排水事業について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（山口 要君） 

 皆さんおはようございます。連日大変お疲れさまでございます。また、傍聴者の方には早

朝よりの傍聴、まことにありがとうございます。 

 本日は全員出席であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 
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 日程第１．一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。12番太田重喜議員の発言を許します。 

○12番（太田重喜君） 

 おはようございます。12番議員の太田重喜です。議長のお許しを得ましたので、質問を行

います。傍聴の皆さん、連日早朝より御苦労でございます。ありがとうございます。 

 通告書の順番によって質問いたしますが、最初に茶業問題についてお尋ねします。 

 まず、リーディング事業の茶業研修センターについてお尋ねします。 

 何のためにこの茶業センターをつくられるのかを、いま一度明確にお示し願いたいという

考えからの質問でございます。 

 18年12月議会の文化遺産としての茶業関連機器の保存展示についての質問の答弁書では、

これは市長答弁書を後日いただいた分でございますが、「茶業の発達とともに製茶方法も変

遷し、それに合わせて製茶機械も大きく変化してまいりました。現在ではコンピューターを

内蔵した機械として加工技術の進歩や生産性の高い方法として評価されています。茶業の歴

史を知る上では、時々の機械を収集し展示することが重要ですが、古い機械が散逸している

のは事実であると認識しております。ただ、保存展示となると、歴史的価値のある機械の把

握や保管スペースの問題がありますので、茶業研修施設の建設後に資料館の建設とあわせて

検討したいと思います」とありました。 

 この答弁を聞けば、茶業センターと併設しての茶業資料館の設置かともうかがえますが、

今回提案された場所で、その規模にもよりますが、果たしてその用地の確保ができるのか。

この茶業に関する資料館については、嬉野町時代から再三にわたり議会でも質問してまいっ

たわけですが、いつの間にか研修施設の話となったと感じられ、地域産業で特産である茶業

の振興と観光資源としての施設をとの提言から大きく離れてきたと思われるのです。何事も

温故知新と申しますが、これまでの歩みを知り、新たな技術開発の刷新を取り組まねばなり

ません。それを忘れたら立ちおくれてしまうのです。 

 また、各種の施設がばらばらの場所での施設では、利用者や視察、あるいは観光の方々の

利便性が薄れ、利用されにくい施設となると思われます。今回の平成の合併で生まれた多く

の行政施設の分散化による事務の非効率化と、市民の利便性の低下に見られる不満の声を知

らねばなりません。これには、きょうまでずっと連載されていた「夕張破綻」からこっちの

毎日新聞の特集記事も読めば、さらにはっきりわかるものと思います。もし提案の場所、い

わゆる嬉野町の上岩屋の日守地区、ＪＡの米の低温倉庫の裏に茶業センターがつくられたら、

それ以上のものをつくるスペースもなさそうな場所であり、何か隠れた場所にある施設との

感がすると思われるのです。さらに、今からあそこの場所に来年度に向けてつくるというこ

とであれば、あの場所は農振地の中でございます。農振除外をやって農地転用をやってつく

るということで、時間的余裕も果たしてあそこであるのかなという感じがするわけです。 
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 次に、これまでは運営は直営とお聞きしてまいりましたが、行政のスリム化を言いながら、

どのような運営、管理をお考えか、お知らせ願いたいと思うんです。 

 先日の政務調査で訪れた四国、土佐清水市では、市の持つ財団法人の国民宿舎の支配人は

全国公募で求められ、大変な反響の中で人材を得られ、現在はきちんと業績を上げられてい

ることを知りました。広く大きな視野での人材を求め、新たな視点での茶業センターの運営

管理を求めるべきと思いますが、これにつきまして市長の見解を求めたいと思います。 

 この後の質問は質問席からお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 12番太田重喜議員のお尋ねについて、お答えを申し上げます。 

 茶業研修所についてということでございます。長年、多くの方々から要望されてまいりま

した茶業研修所につきましては、委員会を設置していただき御検討をいただいたところでご

ざいます。現在の嬉野市内では嬉野地区、塩田地区に茶畑が点在し、茶農家のそれぞれが稼

業として引き継いだ手法により製造されてまいりました。しかしながら、生産履歴の普及に

見られますように、嬉野茶としての統一したブランドによる拡大を図るためには一定の技術

の水準が求められます。 

 また、市民が市を代表する産業を施設内で学ぶことにより交流が活性化され、観光施設の

一つとしても将来的な整備拠点の一つとしても考えていければと期待をしているところでご

ざいます。 

 施設の内容についてでございますが、場所につきましては今後嬉野市全体の産業振興の拠

点となればと期待しておりますので、茶発祥地が理解できる不動山地区の入り口で、また近

年、茶産業が拡大しています岩屋川内地区の入り口であり、将来の観光施設としてのことも

見込み、岩屋川内地区の入り口を予定しているところでございます。敷地につきましては、

最初の取り組みといたしましては20アール程度を予定しているところでございます。運営に

つきましては、当面は直営で行うことと考えています。また管理者につきましては、以前か

ら茶業振興室の体制について技術者による指導を要望されてまいりましたので、考慮いたし

まして、茶業振興室の充実を考慮しながら決定したいと思っておるところでございます。 

 以上で太田重喜議員のお尋ねについて、お答えとさせていただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 確かにあの場所は不動山にも近いと思いますけど、直営でやる茶業振興室の充実を図ると

いうふうなことでございますが、先ほど申しましたように、あそこにあの施設をぽつんとつ
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くったときに、果たしてどのくらいのランニングコストがかかるのか。恐らく試算はされて

いると思いますが、大体どのくらいの、施設をつくるのはつくっても、後の運営経費の面で、

私はあそこの場所よりも、勝手でございますが、場所を言えば、ＪＡの大型製茶工場の近く

か、あるいは流通センターのそばの空き地か、一番いいと思うのは茶業試験場内であろうか

と思うわけでございます。そうせにゃ、どうしても運営費が大きくなり、私も茶生産者の一

人でございます。そういう観点から申しますと、お茶のためにこれだけ毎年毎年多くの金を

投入せにゃならんのかという一般市民からの批判の声が出るのを懸念するわけでございます。

確かにありがたいことでございます、こういう施設をつくっていただくのは。しかしながら、

これがただ単に品評会のお茶をつくるためだけの施設という感覚でだったら、あそこの場所

で十分だろうと思うわけでございますが、観光資源とし、あるいは研修施設として活用する

ときに、あそこにその施設をぽつんとつくったのがそんなに大事なのかと。先ほど申しまし

たように、あそこの場所は、道一方の方だったら農振除外地であるわけですが、あの場所は

農振地でもあります。その点も加味された上での決定なのかどうか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 委員会でも場所につきましては数カ所挙げて御検討をいただいたところでございます。そ

ういう中で、さまざまな御意見が出てまいりましたけれども、先ほど当面と申し上げました

けれども、私が現在考えているところにつきましては、将来総合的な施設整備ができればと

いうふうに考えておるところでございまして、今後地権者の方に御了解いただければ、年次

を決めて拡大をさせていただきたいというふうに希望を持っておるところでございます。こ

れはまた地権者の方のいろんな御意見もあられますので、順調に行くとは考えておりません

けれども、ぜひこれからの嬉野市の将来のことを考えて御理解をいただければというふうに

考えております。 

 まず一つの施設として、茶業の生産者の方が集っていただき、嬉野、塩田地区全体の産業

振興のことを考えていただく、そういう施設をまずつくっていきたいというふうに考えてお

るところでございまして、将来的には、以前もお答え申しておりましたが、現在いろんな方

から御寄附等もいただいております民具等の展示とか、また観光のお客様が集っていただけ

るような、そういう施設もつくっていきたいと考えております。 

 なぜあそこを選んで決定されたことについて私が賛成をしたかと申し上げますと、先ほど

申し上げましたように、一つのお茶の歴史的な背景ということ、また、これからの嬉野市の

全体の産業の配置ということを考えていったときに、私は最適の地を選んでいただいたとい



- 233 - 

うふうに考えておるところでございますので、そういう点で地権者の方の御理解をこれから

いただいてまいりたいなというふうに思っておるところでございます。 

 まだ農振除外等の課題もありますので、そこは専門的に担当部署で対応してお願いをして

いくというふうに考えておるところでございます。そういうことで、議員御発言のように、

当面は１カ所の整備になるわけでございますけども、総合的な形を考えていけば、私は場所

としては適地ではないかなというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。（「ランニングコストについては」と呼ぶ者あり） 

 お答え申し上げます。ランニングコストにつきましては、当面は直営でということでお話

申し上げましたように、私どもの茶業振興室の経費的な形で今組んでいるわけでございます

が、その程度で一応まずスタートさせたいというふうに考えております。 

 そして稼働時期につきましては、別途、実質のコストがかかろうと思いますけれども、そ

れはそれで御負担をお願いするという形になっていくというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 それでは現在、最近の品評会に出品の点数と、予想される利用者といいますか、出品茶加

工者の人数、それに利用料金、１点当たり、または生葉１キロ当たりどのくらいを想定され

ておりますか。 

○議長（山口 要君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（井上新一郎君） 

 お答えをいたします。 

 18年度に茶の共進会に出品されました点数等につきましては、（「出品総数でいいです」

と呼ぶ者あり）ここに入賞点数は控えておりますが、（「出品点数」と呼ぶ者あり）出品点

数についてはちょっと資料を持ち合わせておりませんので、出品点数につきましては、入賞

につきましては、県の共進会に６点ですね、また別に釜炒り茶で３点、それと茶園共進会に

３点ということで出品いただいております。 

 出品総点数につきましては今資料を持ち合わせておりませんが、相当数あったかと思いま

すが、茶の研修施設の今後の利用につきましては、もちろん出品点数をふやすことも望んで

おりますし、また茶の研修施設の運営につきましては、現在検討委員会の中でも有効活用に

つきまして、どういうふうな活用をしていくのか、年間を通じてどのような意義のある利用

の仕方をしていくのか、現在委員会等につきましても皆様方の御意見を聞いておりますので、

年間を通じて利用ができるようにしてまいりたいと思います。 
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 それと、この茶業施設の使用料ということでございますが、まだ加工茶に対する使用料等

についての具体的な検討にまでは入っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 最近の出品点数もはっきりつかんでいない、利用見込みも立てていない、加工料金も設定

していない、それでよう提案できるね。これについて市長どう思いますか、これでいいと思

いますか。その点だけまず伺います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今回の研修所につきましては、私も以前から考えておったところでございまして、そうい

う点で委員会の方もいろんな御意見をいただいて、今資料を持ち合わせておりませんけれど

も、出品点数等の課題も考えながら検討してきたところでございます。 

 歴史的なことをお話し申し上げますと、以前から嬉野の茶業の本当の振興がとられてなか

ったという御意見がいろいろあったわけでございまして、特に現在の70代の茶業の経営者の

方からお聞きをいたしますところ、当初の第１回目の全国お茶まつりがあったわけでござい

ますが、非常に熱心に取り組みをされて、この嬉野のお茶というのが全国的に名前を売るこ

とができたということでございました。しかし、その後、行政、団体ともにそれにあぐらを

かいたというふうなことがありまして、一番大切な茶業大会以降の20年間について本当に振

興策がとられてなかったというふうなことをずっと聞いてきたわけでございまして、そうい

う中で、じゃ何が必要なのかということを考えたときに、私の責任といたしまして、今回、

議員御承知のように、いろんな若い後継者の方が今茶業の後継者として帰ってきていただい

ているわけでございまして、そういう人の熱意を何とか無にしないで、これから10年、20年

後に嬉野で頑張っていてよかったと、お茶をつくっていてよかったと、そういう方々が集っ

ていただき、将来の嬉野茶の形というものをつくっていただく施設として、ぜひつくりたい

というふうに考えておるところでございます。 

 今お話のランニングコストとか、そういうことにつきましては現在の一応の形ができてお

りますので、おのずから必要経費等については積算できるというふうに考えておるところで

ございまして、できるだけ効率的な運営については委員会でも話が出ておりますので、そこ

らを踏まえながらしっかりやってまいりたいと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（山口 要君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（井上新一郎君） 

 先ほど品評会の出品点数についてお尋ねがありましたが、資料が手元にございましたので

お答えいたします。 

 18年度に全国の茶品評会に出点されましたのが、これが蒸し製の玉緑茶で14点出品、それ

と釜炒り茶の玉緑茶で全国に９点出品でございます。それとは別に佐賀県での共進会に出品

された点数でございますが、蒸し製玉緑茶で18件、釜炒り製玉緑茶で16件、また別に茶園の

部ということで５件が出点をされております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 全国と県とは重複していないんですか、重複しているでしょう。出品点数を聞いているん

だから、きちんと答えてくださいよ。総点数幾らという形で。そうじゃなくちゃ数字出てこ

んでしょうが。いいです。 

 例えば、現在、４月１日の茶ミットを目指して一生懸命頑張っている茶業青年会の連中に、

どうなんだという質問をしました。こういう施設が全部にはございません、その活動家の

方々ですけど。そがんとのでくっですかと、そこで加工するねと聞きますときに、そこで加

工して、いろんな答えがありますよね。そこで加工してするのが本当でしょうか、自分の工

場でするのが本当じゃないでしょうかと、当たり前のことを言う人が半数以上なんですよ。

いいですか。 

 後で聞きますけど、機種は何なのかということもお尋ねするわけですけど、自分の今持っ

ている製茶機械で、自分の工場でつくって出すのが当たり前だろうと、若い者はそういうふ

うにきちんと考えております。そういうものに対してどういうふうなお答えをなされるのか。

いや、ここでつくってくれと言うのか。確かに私も、先ほど市長の答弁がございました。第

１回、初めて嬉野で開催された当時には、ばかみたいに一生懸命、品評会のお茶の生産に入

っておりました。その当時に一生懸命やっておったメンバーで、今でも一生懸命やっている

のが何人いるかと、お聞きしたいと思います。私は残念ながら全品には入賞しませんでした。

九州の品評会までしか入賞しておりません。しかし、その当時、全品に入賞した方々も、今

でも一生懸命やっておられますか。全品で入賞しても生産農家には全然利益にならんのです。

私が取り組んでいた当時に、１点つくるのに大体１反歩の茶園を必要としました。年間500

千円の経費をかけておりました。その当時は当然、自然仕立ての手づみです。そういう売り

上げがどのくらいあったとお考えですか。絶対引き合わんのです、農家にとっては。それが
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全品の実態です。九州品評会も同じです。それに名前が上がったと喜んでおっても、農家経

済には全く影響がございません。 

 ですから、そういうのをつくるんだったら、観光施設の観点が非常に大きいわけです。そ

れをあそこにぽつんとつくるということについて大きな疑義を持つわけでございますが、こ

の点について話しよっても時間だけ食っていくものと思いますので、次に移ります、とりあ

えず場所については。そこしかつくる場所がないというお考えだということをお聞きして、

それでよございますね。違うということであったら後で訂正してください。私、今聞きよる

ところでは、あの場所しか適地がないという考えみたいに感じられますので、後で訂正があ

れば別ですけど、この問題はここで終わりまして、蒸し製玉緑茶の機械のメーカー、型式、

釜炒り製の機械のメーカー、型式、これについてお示し願いたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 場所のことにつきましては、先ほど申し上げましたように、委員会でそれぞれ御検討いた

だいて慎重に決定をしていただいたということでございますので、現在考えております岩屋

川内入り口の場所でお願いをしていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 それと、議員御発言の全品のことでございますけれども、私も非常に憂慮をしております。

実は、私どもがまだ研究をしていないところでございますが、第１回目に御努力いただいた

方につきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、非常に御苦労されておられると

いうふうに思っております。また、私になりましてからも全国品評会を嬉野で開催をしたわ

けでございますが、そのときには本当にいろんな方にお願いをしまして、100点以上の出品

をしていただいたというふうに考えております。それから１年、２年たちますと、やはり現

在の工場で出品用のお茶をつくっていくということにつきましては大きな負担になっている

ということがございまして、私も基本的には、品評会でございますので、いわゆる自社の工

場の中でつくって出していただくと。それは当然守っていただけるんじゃないかなと思いま

すけれども、どうしても機械の大型化というふうな中で、特別にやりにくいということにな

りますと、この品評会、研修所のものも利用していただいて結構でございますし、また、業

界全体のレベルの向上ということを目指してつくるわけでございますので、そこで学んでい

ただければというふうに考えておるところでございます。 

 そして今回、このことをぜひと私が考えておりますのは、今、茶業界の動きといたしまし

ては、いわゆる不二家の食品の問題でもそうでございますが、工場管理ということについて

非常に厳しくなってきておりまして、これは議員御存じのとおりだと思います。そういうこ

とで、現在はできておりますけれども、例えば、数年後に１カ所の工場に集まってみんなで



- 237 - 

努力していこうというふうなことが本当にできていくのかという心配がございまして、やは

り製造者の方が完全に隔離された状況の中で、安全な中でつくっていかれるというふうな工

場に、このお茶工場も変わっていくというふうに考えておりまして、ですからそういう点で

は、この研修所をつくって、そして、だれでもが立ち入ることができるところで勉強をして

いくということがこれからの茶工場の技術向上には必要ではないかなと、そういう観点を私

は持っておるところでございます。 

 今はそれぞれの茶工場に立ち寄らせていただいて勉強もしておられますけど、将来はそう

いうことはできなくなるんじゃないかなと。その生産者の責任というのが非常に大きくなっ

てくるわけでございますので、そういうことを踏まえますと、品評会は別にしましても、研

修センターというのは必要だろうというふうに考えておるところでございますので、御理解

いただきたいと思っております。 

 それと、今のお尋ねのいわゆる機械とか、そういうものでございますが、現在大体のスペ

ース的なレイアウトはわかっておるわけでございますが、メーカーについてはまだ決定をし

ておりませんので、今後、議会で御承認いただいた後に検討をしていくということになると

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 確かにＰＬ法関係その他で製造物責任ということで、非常にいろんな問題があります。私

のところも先月の20日に東京の方からお見えになったところでは、確かにおたくのお茶は分

析しても大丈夫だったんですけど、今後のことでということで、その辺を再三御注意を受け

たわけでございます。そういう中で、品評会のお茶を１カ所に集めてということでやるとき

の器具というのは非常に大きいものがあると思います。その点も踏まえた上での検討だった

ろうと思いますけど、その委員会がそんなに権利があるんですかね。あそこの場所でそれだ

けやって、先々の展望まで読めるようなすばらしい人たちばっかり委員会のメンバーはおら

れるとは思うんですけど、そこに何もかも丸投げして決定をゆだねていいものでしょうか。 

 その点の問題と、あわせてこれはお願いですが、私の友人の静岡の方々も、今釜炒り茶の

研究が非常に盛んでございますが、おたくで何とか森式のいり葉機の中古を手に入れてくれ

んかという要望ばかりでございます。釜炒り茶ということで、静岡で一生懸命になって研究

しているメンバーも、みんな森式、森式と言うんです。その点も御考慮しておいてほしいな

と。現在、森式は新しい機械はつくっておらんわけでございますが、特注だったらできると

思います。本当に必要だったら特注でもかけて、森式のいり葉機の方がよくはないかと。よ

り本来の。釜炒り茶の風味、味が出るんじゃないかと、かように思いますので、この点をお
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願いしておきます。 

 それでは質問を変えます。通告書②の方のリーフのお茶の消費拡大策についてお尋ねをし

ていきます。 

 ペットボトルの飲用茶の普及により、リーフ茶の消費が非常に減っております。リーフの

お茶より伸びているんだという声が非常に懸念されているわけでございますが、飲料メーカ

ーの原料茶の確保のための大規模茶園の開設の話も同じように、しばしば耳にするわけでご

ざいます。最初は宮崎で、大分でもしかり、長崎でもしかりと。佐賀県でもどうだろうかと

いう話もあったというふうなことも聞いております。茶産地としてこの嬉野が生き残ってい

くために、生産者、また茶商工業者の立場からは、何とかドリンク用の茶じゃなくて、リー

フのお茶の利用拡大が望まれるところでございます。 

 ところが、この市内でも各種の会合や会議の席でも、最近はペットボトルのお茶がよく利

用されております。先日も、せっかく農協会館であった会でもペットボトルのお茶が出され

ておりました。２月24日に東京で開催された現代喫茶人の会のセミナーの中で、日本女子大

の教授の話では、大半の学生はふるさとの実家から茶の葉も茶器も送ってもらっていながら

も、寮やアパート、あるいは下宿でもペットボトルのお茶ばかり飲んでいるんだと。めった

にリーフのお茶を入れて飲む機会がないということでありました。何しろ東京23区内では、

まな板も包丁もない家庭が既に半数以上だということをお聞きしております。 

 しかしながら、このリーフのお茶を入れて来客に出す、自分が飲む、特に来客にいわゆる

もてなしの心というものの中で、お茶は入れようでどういうふうな味にもなります。これを

真心込めて入れれば、多少難のあるお茶でも立派に飲めることを私は知っていますし、皆さ

ん方も御存じだろうと思います。そういう中から、日本の文化として、さらに煎茶では、こ

の市内の塩田町の方にも日本煎茶道の始祖である売茶翁の父上の墓が現存しているというこ

ともお聞きしますし、この地元嬉野でリーフのお茶をどうしてふやしていくかということを

考えねばならんと思うんです。 

 ところで、市内の集会施設、公共施設が中心ですが、リーフのお茶を使用するに適した場

所は非常に少のうございます。以前も嬉野町議会でも申し上げましたが、みゆき公園の記念

館の湯沸かし場、あるいは公会堂の湯沸かし場、文化センターの湯沸かし場等々、どこでも

湯沸かし場が非常に狭うございます。恐らく20人以上の会合の席でお茶を出すには大変なん

です。湯を沸かすのにも非常に不便だし、茶器の後始末で洗うことも不便、さらに茶殻の始

末も、どの会場も茶殻は別に自分がビニール袋に入れて持って帰らにゃならんような格好を

しておるわけです。ぜひともどの会場でもお茶ぐらい沸かして飲みやすい施設に改造をお願

いしたいと思いますが、どうでしょう。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 リーフ茶の拡大についてということにつきましては私も全く同感でございまして、特に今

後の茶業の将来の課題としても、最も大切なことであるというふうに理解をいたしておりま

す。そのようなことでございますので、日本茶業会におかれましても、嬉野でも実施をいた

しましたけれども、それぞれの大会でリーフを使ったお茶の消費拡大ということを訴えてい

こうということで確認をしておるところでございます。 

 また数年前から、組織的には日本茶インストラクターの認証制度というのをつくられたわ

けでございまして、これはすなわちリーフ茶の拡大について、本当に資格を持った方が文化

として伝えていこうということで、嬉野地区でも資格を取った方がいらっしゃいます。私ど

ももそういう方にお願いいたしまして、学校等、また職場、私どもの旅館関係の方にもリー

フを使ったお茶の入れ方ということで今活動をいただいておるところでございますので、ぜ

ひとも成果を上げていきたいというふうに考えております。 

 それで、このことにつきましては、先ほど申し上げましたように、全国の組織でもさまざ

まな議論を得ているということでございます。最終的にまとまりまして、今打ち出しておら

れますのが、議員と全く同じでございますが、「急須のある家庭を」というキャッチフレー

ズをつくって、今キャンペーンをしていただいておるところでございます。ペットボトルと

いうことになりますと茶葉は必要じゃないわけでございますけれども、やはり急須を使う文

化というのをちゃんと残していこうということで、非常にいいキャンペーンが始まったと。

既にポスター等もできて、お茶の専門店等にも張ってあるところでございまして、私もその

運動をぜひとも広げていければというふうに思っております。このことがお茶の消費拡大の

かぎになるというふうに思っております。 

 そういうことで、実は私どもの肥前吉田焼というものにつきまして、急須、土瓶の産地と

して全国でもしっかりとした歴史を築いていただいておるわけでございますので、この全国

の「急須のある家庭を」というキャンペーンに合わせて、ぜひ嬉野としてもそのような急須

で飲むお茶ということを再度キャンペーンしていきたいというふうに思っております。 

 そういうことで、必要になるのは議員御発言のように、やはりお茶を沸かす施設、また茶

殻を処理する方法というようなことが今おろそかになっているわけでございますので、そこ

らのこともあわせて検討できればというふうに思っております。 

 そういうことで、とにかく全国の組織が「急須のある家庭を」ということでキャンペーン

を始めておられますので、私たちもそれにあわせて努力をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 
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○12番（太田重喜君） 

 市内の公共施設での先ほど申し上げましたような湯沸かし場の拡充、あるいは洗い場、そ

して今市長も申されました茶器等について、どういうふうに考えられますか。今のままでい

きますか、それとも何とか検討しますか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど御指摘いただいた箇所については、ガスの湯沸かし器という形で設置ができており

ますので、利用はできておるというふうに思います。ただ、スペース的な問題は全体の設計

とも絡みますので、一応点検はしてみたいと思いますが、それぞれの施設で急須を使ってち

ゃんとお茶を出すということはできるというふうに今のところは判断しておりますけれども。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 20人以上の集会ではとても間に合わんのですよ。ですから、これは改善方してもらえるよ

うにお願いします。 

 時間がたっていくばかりですから、次に移っていきますけど、ちょうどそういうふうなこ

とで、お茶の問題でございますが、質問書に上げていなかった問題以上になんですけれども、

同じお茶のことで、ぜひ皆さんが知っておかにゃならんようなことでの誤りを最近見つけた

もので、これについて質問したいと思います。 

 嬉野町史の下巻、214から215ページにかけて、折衷蒸しグリについての記載があります。

これが大きな間違いを書いたままになっているんです。確かにあの本ができるときに、当初

担当されておった井上先生が病気で倒れられた後だということで、どういう資料を見て書か

れたのかわかりませんが、私も最近になって気づいたわけです。今まで見過ごしてきておっ

たわけですが、折衷製、ああここ書いてあるねというぐらいでおったわけですけど、これに

ついて大きな、そういうことではお茶は絶対つくってなかっただろうという記載になってお

ります。そうした場合、お茶は悪くなってしまう方法が書いてあるわけですよ。これについ

て、古い資料ではございますが、訂正資料でも出しますか、それとも、そういうことはもう

古い旧町時代の町史だから関係ないとおっしゃいますか。 

 ちょうど同じようなことでは、釜炒り茶の唐釜のような製法で、東京の現代喫茶人の会で

の話ですけど、嬉野の釜炒り茶はどうしても蒸れるんだと。実はビデオを見られて、そうい

う判断をされておるわけです。そのビデオというのが、つくったのはいつの時期か知りませ
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んけど、年配の方がつくっておられて、いわゆる葉打ち工程のところでも、きちんとはね上

げんで、葉打ち工程では勢いよく手で茶の葉を上に舞い上がるようにはね上げにゃならんわ

けでございますが、これをそのままずるっと押しただけのビデオになっているそうです。こ

れは指摘を受けたものですけど。 

 ただいま申しています町史については、今後いろんな資料の中にこれから引用ということ

もあろうかと思いますけど、この中で折衷製について非常に大きな誤りがありますけど、こ

れはこのまま放置しますか、それともこの部分だけでも、いわゆる公的施設にある分につい

てでも削除して新しい資料を添付しますか。 

○議長（山口 要君） 

 暫時休憩します。 

午前10時43分 休憩 

午前10時43分 再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 この件について全然気づいておられませんか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 私も町史は何回でも読みますし、また今回合併して全職員に読ませたところですけれども、

気づいておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 下巻の214から215ページです。後で見ておってください。 

 次に行きます。産地ブランド登録についてお伺いいたします。 

 産地ブランド登録を急いだがいいよと、中央の茶業関係者の方から指摘を受け、担当課の

方にも話を持っていったわけでございますが、現在は嬉野茶の登録しかございません。嬉野

茶という登録だけでは一般の方々には全くわからんわけです。よそのお茶の場合ではそうい

うのが多うございます。ただ、嬉野には蒸しグリ茶と釜炒り茶とうれしの紅茶と３点はっき

り明確に区別できるものがあるわけです。これについては、ぜひブランドの登録をお願いし
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たいということ。西九州茶連の方にも話を持っていったわけでございますが、茶連の方もち

ょっと金もかかるからというようなことで、検討するという答えはいただいておるわけです

けど、生産者団体か行政しか産地ブランド登録はできません。できましたならば、せっかく

今釜炒り茶が非常に注目を浴びているわけでございますけど、うれしの紅茶の方も実は今度、

東京の虎屋さんでも、企業名出して非常に悪いんですけれども、虎屋さんでもうれしの紅茶

ということで販売していただけることになりました。そういうこともございますので、ぜひ

とも産地ブランドについて取り組み方お願いしたいと思いますけど、いかがでしょう。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 産地ブランドの登録につきましては、以前からお話もあっておりますように、嬉野茶のブ

ランドの確立ということについては非常に大切なことであるというふうに思っております。 

 今、申請等もいただいておるところでございますが、うれしの紅茶についてはまだできて

おらないというふうに思っておりますし、また、今紅茶が非常に嬉野のそれぞれの生産者の

方の御研究によりまして高く評価されておるということは十分承知をいたしております。そ

ういうことで、今後検討いたしまして、できましたらそういう方向でも取り組めるように努

力したいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 ぜひ蒸しグリ、あるいは釜炒りというのも、嬉野茶じゃなくて、入れてほしいと思うんで

す。よろしくお願いしておきます。 

 次に移ります。大きな２番の獣被害対策について伺いたいと思いますけど、この件では田

口議員の方からも同様な通告が出ていますので、私はこの中の④の災害としての認定という

ことで国に働きかけをお願いしたいということでの質問をいたしたいと思います。 

 最近のイノシシの被害はすごいものがございまして、ここに写真を持ってきております。

こういう写真でございますけど、一つは、岩屋川内の古屋敷の谷川沿いでことし発生して、

今復旧工事の終わった現場の写真でございます。一つは、これはもっと後に出てきたやつで、

今どうしようかと悩んでいる、同じ古屋敷から流れ出る古屋敷水路、これは山の斜面を真横

に古屋敷の谷から岩屋川内の松尾の谷に持ってくる水路でございますが、イノシシ被害で物

すごい状況なんです。さらにあと１枚は、開通してまだ５年しかたっていない椎葉林道の椎

葉の台地より上の部分の写真でございますけど、ちょっと見てください。 
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 この古屋敷水路の上の農道が崩壊したときに、ここは幅が約25メートル、高さ６メートル

ぐらいの水路の上に農道がある箇所でございますが、最初担当課の方と話すときに、これは

豪雨災害を待つしかないというふうな話もあったわけでございますけど、しかし、その上に

水田も茶畑も山林もございます。おまけに行きどまりでございます。３メートル幅員の地元

でつくった農道でございますが、これを復旧しないことにはどうしようもないということで、

復旧だけはできております。 

 それと、後の方に出しました写真では、その水路が今の状態では、松尾から谷良舟の谷に

かけての水は全くなくなるという状況でございますが、ここは昭和43年の豪雪のときにＵ字

溝布設をやった箇所でございます。その箇所の水路に付随している里道は完全に崩壊してい

る状態で、今すぐ工事をせにゃならんというふうな状況になっております。さらに、椎葉林

道の側溝は完全に埋まった状態でございます。これを関係者でやりなさい、補助金はありま

せんよと、今の段階では言わにゃならんような形でございますが、これをイノシシ被害じゃ

なくて災害だという視点からとらまえて、ぜひとも国や県に現在まで進んでいるイノシシの

害については災害という認識での取り組みを、いわゆる補助事業その他の取り組みはできな

いものか、この点についてお尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 イノシシの被害につきましては私も重々承知しておりますし、またいろんなところから被

害が上がってきておることも承知いたしております。 

 先般、谷所地区の農業集落排水事業の工事が始まったわけでございまして、私もその現場

を何回か見に参りましたけれども、その周辺の農道その他につきましても相当崩れておりま

す。もう本当に民家のすぐそばで被害が出ているというようなことで非常に厳しいというこ

とも実際理解をいたしておりますし、また議員御発言の箇所等についても、地元の人からも

お聞きしているところでございます。 

 そういうことで私どもといたしましては、この被害につきましては非常に深刻に考えてお

りまして、鹿島・藤津地区の組織の中でも取り組みをしてまいりました。なかなか難しいわ

けでございまして、それで県の方にも常々申し上げております。 

 また、今は災害のことでございますけれども、災害の適用基準の中には当然入っておらな

いわけでございまして、新しい視点からこれを取り組んでいかなければならないというふう

に思っております。 

 実は先日、九州の林業関係の大会がございまして、そのときにも九州の林野関係の責任者

の方にもお話をしたところでございます。しかしながら、そこで感じましたことは、非常に
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認識のずれがあるということを感じてまいりました。同じ九州でも私どもと長崎県はイノシ

シの被害について盛んに訴えるわけでございますが、ほかの県につきましてはサルとかシカ

の被害が非常に多くて、イノシシの被害はそうないというふうな状況でございまして、県で

相当差があるなというのを感じてまいったところでございます。しかしながら、それはそれ

として、今の御発言につきましては県の方にもつないで、何とか対応ができるように努力を

してみたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 この件、ぜひ災害という認定ができるように働きかけをよろしくお願いします。 

 なお、イノシシにつきましては宮崎も鹿児島も足りなくて困っているそうです、イノシシ

料理店が。そのために、こちらの地区からとったのをすぐ冷凍で送っているという状況でご

ざいます。イノシシにつきましては田口議員に譲ります。 

 次に移ります。 

 大木の保護についてということでございますが、楠風館の楠の木につきましては、せっか

くつけた予算で入札を受ける人がいなかったという話も聞いておりますけど、嬉野町では町

内の大木・名木の紹介パンフが出されたことがありますが、現在、嬉野市内の木で佐賀の名

木に登録されている木というのはどのくらいあるか、すぐわかりますか、わかりませんか。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（石橋勇市君） 

 お答えいたします。 

 現在、佐賀の名木・古木で登録されているのは９件ございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 この中に楠風館の楠の木も入っていますか。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（石橋勇市君） 

 入っておりません。（「おりませんか」と呼ぶ者あり）はい。 

○議長（山口 要君） 
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 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 それと、3,000千円近い予算がついて、３カ年計画でということだったわけでございます

が、見てわかるとおり、あの楠の木の葉っぱは既に通常の楠の木の葉っぱの３分の１以下で

ございます。あれを金かけて動かす価値があると思いますか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 楠風館の楠の木につきましてはシンボル的な価値もあるということで、以前から手入れを

されてきたところでございまして、私どもも保存ができればということで一生懸命努力をし

てきたわけでございます。そういうことで、先般予算をいただいて再度調査をいたしたとこ

ろでございまして、今あの周辺を掘ってみたところ、相当の根が腐れておりました。しかし

ながら、まだ細かい根が生きておるということもございましたので、一応全部掘り上げまし

て、そして移植をいたしまして養生させたいということで今検討しておるところでございま

すので、間もなく適地に移植をして、できるだけ手入れをして生かしていければというふう

に考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 楠の木は倒してそのまま地べたにほうっておけば、３年ぐらいは新芽が出るんですよ。土

が特別乾いていない場所に大木の楠の木を倒しておけば、これは山桜も同じでございますけ

ど、３年ぐらいで芽が出ます。もう既にあの楠の木はそういう状況なんですよ。あれを今ど

こかに移して養生と。そんなむだな金があるんですか。それよりも、例えば、鷹ノ巣公園に

ある２本の楠の木のどちらかを持ってきて、ここに植えたがよっぽどましじゃなかろうかと。 

 それと、御神木だ、御神木だとおっしゃる地元議員もおられるわけでございますが、実は

私の家内の実家はあのすぐそばでございます。あのほこらは、あそこにあったんじゃないん

だと、神木でも何でもないとお聞きするわけです。それならば、そんな金をかけるよりも、

あの木は伐採して、別のもっと大きい木をあそこに植えたらどうでしょう、お尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 私どももそういう手法も一応検討いたしましたけれども、現在掘ってみましたところ、あ

そこの場所はやはり私は適地ではないというふうに考えております。と申し上げますのは、

掘りましたところ、相当水がすぐ上がってきておるわけでございまして、そういう点では当

初の植え込みについても課題があったんではないかなと思います。しかし、それは課題とし

て仕方ないことでございますので、現在、根を点検しましたところ、まだ若い根が相当出て

おるわけでございますので、それを移していけばよみがえる可能性もあるということでござ

いますので、適地に移して養生をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 よみがえる可能性は何割ですか、５割以上ありますか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 何割というのは言えませんけれども、大きな根は確かにもう腐れているのが相当ございま

す。しかし、若い芽が出ているわけでございますので、その芽をあそこではもう当然伸ばす

ことはできないというふうに判断をしておるところでございますので、それを移していって、

可能性としてあれば努力をしたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 大きな根が腐れておると。植物は、これは私が申し上げるまでもなく、盆栽をいじられた

方はみんな御存じだと思うんですけど、葉を詰めたら根を詰めなければならんわけですよね。

上下対比なんです。私は余り余計知りません、私は百姓でございます。お茶の場合は、地上

が103に対して地下が100ということが定説なんです。先ほど聞いてもいない茶園共進会の話

も出とったわけですが、どんなにすばらしい樹勢の茶園でも上を刈れば必ず根は枯れます。

それでバランスを保っているわけですよ。 

 それだけ大きな根が死に、小さい根が出ておるにしても、それは出るでしょう、あれだけ

小さい葉っぱが出ているんだから。根は出らにゃならんわけですよ。根が出るときは芽も出

るわけです。年々弱ってきます。あれだけ大きい木がそうなっていれば、恐らくしんにも腐

れが入っているものと思います。根が傷めば、しんに腐れが入っていきますので。特に楠の
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木は特別、杉その他と違いまして、強いしんは持ちません。しんのない木なんです、極端に

言えば。私は移植はむだだと思うんですけど、この件をいつまでやっておってもむだだろう

と思いますから、次に行きます。 

 さて、12月議会の答弁漏れの指摘にもかかわらず、そのときには市有地にもかかわらず、

市と関係ない土地、樹木であるとの答弁のままの大野原の大桑。私はこのときに間違ってい

ると指摘をしたはずですけど、市のものではないという認識というふうなことで、あとの答

えはいただいておりません。これは９月議会のときに質問に対して、12月議会に伺ったんで

すけど、あれだけ言っても本人が気づかなかったのか、そんな議事録を読む余裕がなかった

のか知りませんけど、答弁いただいておりませんけど、あの桑の木、この楠の木も同じでご

ざいますけど、いわゆる樹木を深植えすれば二段根が発生します。二段根が発生するという

のは、非常に樹勢を落とす要因になるわけです。今この市内ではナスもトマトもキュウリも

栽培されているわけでございますが、最近の新しい普遍的な技術として、極端な浅植えで、

例えば、定植するとき、根の４分の１は地上に上げたまま、根を洗い出すという技術で、そ

こは土を手冠水のときに水をかけて、わざわざ上げてしまって栽培するという技術が普及し

ております。どういうことなのかと。大きな樹木で、鳥足と言ったらよくわからんというふ

うなことでございましたけど、大きな木の根もとには、そばに板状に浮き上がった根が出て

まいります。地表に張ります。これは鳥足と申します。この鳥足を地中に埋め込めば、必ず

や樹木は弱るんです、樹勢が落ちるんです。このことの指摘は以前もしておったわけでござ

いますが、先ほど市のものでもないと言われている市の木の大野原の大桑、その辺の楠の木

ではございません。楠の木の大きいのはどこにでもあります。あれだけ大きい桑の木はほか

に私も存じ上げませんが、あの木はこのまま見捨てますか、それとも対処して、何度も言っ

たわけですが、１メートル近く埋めてあるわけで、あれを掘り出しますか、どうしますか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 桑の木につきましては以前からもお尋ねをいただいておるところでございまして、実は私

どもは以前から樹医さん等にお願いをして点検をしてきたところでございます。そういうこ

とで、応急的な手当はすべてしていただいておりますけれども、議員御発言のように、これ

は相当以前に工事がなっとったわけでございますが、やはり根固めをしてしまっているとい

うこともあります。そういうことがございますので、今後、抜本的な対策がとれるように今

検討しておりますので、それで何とか樹勢が戻るように努力をしてまいりたいと思っておる

ところでございます。そういうことでございますので、現在樹医さんにお願いして手入れは

いたしましたけれども、一応応急的なということで判断をいたしております。 
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 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 この件ではぜひ、道路よりあそこは１メートルぐらい低いところにあった木なんですよね。

だから、道路もあることだから難しいとは思うんですけど、鳥足を掘り出してやってくださ

いよ。非常に木は弱っております。 

 同じようなことが、塩田小学校のグラウンドの南詰めのところにあるセンダンの大木、あ

れもしっかりと土を盛り上げてございますが、これもああいうふうなことはやめて、センダ

ンの根元の鳥足はぜひ出すようにお願いします。塩田小学校のグラウンドの南詰めのセンダ

ンの大木です。ぜひこれはお願いしておきます。 

 次に行きます。 

 最後に学校給食についてお尋ねしますが、学校給食につきましては前回議会のときの質問

でいろいろあちこちから御提言等をいただいたわけでございますが、給食費の未納問題、こ

のことにつきましてちょっといろいろ調べてみましたところが、たまたまその後、１月25日

付の毎日新聞でございますが、大きく未納問題が掲載されております。この中で、他市町村

で、例えば、福岡県の田川市、広島県の呉市、岩手県の滝沢村、北海道の芦別市等々でいろ

んな対策がとられていることは新聞にも掲載されております。例えば、生活保護費より給食

費天引きの制度とか、保護者の給料を強制執行による差し押さえをするとか、支払い督促を

監査委員に申し立てるとか、あるいは督促に応じない事例の氏名公表も条例でもって行うと。

ここに芦別市の滞納に関する条例の写しをいただいているわけでございますが、「市長が必

要と認めるときは、行政サービスの停止等の措置にあわせ、特定滞納者の氏名、住所、生年

月日及び滞納額を公表することができる」と、踏み込んだ文言で条例制定されております。 

 ぜひとも嬉野もこういうのを制定でもして、ただ常識に照らして、常識を待つではどうし

ようもないぐらいになっているわけです。こういう制定でもして、どうでも給食費未納をな

くさにゃいかんと思うんですけど、どうでしょう。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 学校給食についてでございますけれども、現在、学校給食は市内２カ所の給食センターに

よりまして適切な運営を行っているところでございます。しかしながら、全国各地区で給食

費の滞納が問題となっております。嬉野市内でも1.2％の滞納があるという報告になってい

るところでございまして、嬉野小、塩田小につきましては滞納はあっておらないということ
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でございますが、以前から滞納というのはございまして、そのような数字になっているとい

うふうに理解しております。学校関係者、またＰＴＡによって督促等も行っておりまして、

またさまざまな方法による納入の指導をいただいておるところでございます。 

 今回、法的な回収を行うよう手続をとっておるところでございまして、強制的に回収でき

るように速やかな導入を行ってまいりたいというふうに考えております。そういう点で、公

平に負担をしていただくというようなことで努力をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 こういうふうな条例でもつくってという考えはどうでしょう、ありませんか、ありますか。

特別に督促のための条例をつくるという考え。芦別市の資料はここにございますけど。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 条例の制定という意味も十分理解しますけれども、今回、少額の滞納についての法的な手

続をとるように今検討しておりますので、その手法によりまして御理解をいただければとい

うふうに思っております。 

 件数的にはそうないわけでございますが、同じ数件の方が滞納されるということでござい

ますので、十分相談等は受けながらでもございますけども、やはり強制的にお願いしていき

たいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 太田議員。 

○12番（太田重喜君） 

 給食をこんな問題ある中で、今後とも今の状態で続けていく考えかどうかということをお

伺いしたいし、給食をやっていない市町村もまだあるわけですよね。大体給食をやっていな

い市町村は全国でどのくらいありますか。わかったらお教え願いたいと思います。先日行っ

た土佐清水市は、給食をやるかどうか今検討中ということです。あそこは嬉野市よりも小さ

い、たった１万8,000人の過疎地です、市でございますけれども。──それでは後日資料を

下さい。いいです。 

 これで今回の質問を終わりたいと思いますけど、とにかく給食費未納はこのまま続くよう

であれば、１年後ぐらいには給食をやめてほしいという一般質問をせにゃならんだろうかと
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思っております。不公平のままで不公平を押し通すような世の中ではどうしようもないと、

そういうふうに思うわけでございます。どうかよろしくお願いします。 

 これで終わります。 

○議長（山口 要君） 

 これで太田重喜議員の一般質問を終わります。 

 引き続き一般質問の議事を続けます。 

 20番山田伊佐男議員の発言を許します。 

○20番（山田伊佐男君） 

 20番山田でございます。傍聴の皆様におかれましては大変御苦労さまでございます。 

 まず冒頭に済みませんが、訂正をさせていただきたいと思います。 

 １点目の政治の浄化についての②なんですけれども、コンプライアンス条例の括弧の中で

すが、「公正な職務執行の確保に関する条例」というふうに書いておりますけれども、ここ

を「嬉野市法令にのっとった公正で誠実な職務の遂行体制を確保する条例」に申しわけあり

ませんが訂正方をお願いいたしたいと思います。 

 今回、政治の浄化について、入札制度等の見直しについて、嘱託、臨時職員の取り扱い等

について、地域新エネルギービジョンについて、そして教育問題、この５点について質問い

たします。質問項目が５点と多いですので、簡潔に質問をいたします。 

 今日、永田町における政治と金をめぐる問題は、多くの国民の不信を助長させています。

この問題の解決に向けての努力より自己保身に邁進する姿は、こっけいと映るのは私だけで

しょうか。永田町の常識は国民の非常識だという言葉がぴったりの中央の状況であります。

しかし一方、地方においても相次ぐ官製談合事件、裏金問題、そして収賄事件など多くの不

祥事が露呈をいたしておるところでございます。 

 昨年は福島県、和歌山県、宮崎県とトップの知事の逮捕に発展をし、首長に対する不信感

は高まり、県民の不信の目はしがらみのない知事を誕生させると同時に、チェック機能を果

たせなかった議会にも向けられているところでございます。多くの自治体における不祥事に

より、地方自治への不安、疑念は渦巻き、政治に携わる者に対する信頼は大きく低下をして

います。そこで、本市において、市民の皆さんに襟を正し、政治に取り組む姿勢と決意を込

め、市長、助役、教育長を対象とした政治倫理条例を先行して制定する考えはないか、伺い

をいたします。 

 次に、昨今、職員等の職務にかかわる法令等の遵守や倫理の保持のため、多くの自治体で

コンプライアンス条例が制定をされています。本市においても平成18年４月に嬉野市法令に

のっとった公正で誠実な職務の遂行体制を確保する条例が制定をされ、今日に至っています。

そこで、この条例を充実、強化することによって、市民に信頼される市政の確立はもちろん

のこと、市政の透明性は高まると考えますが、市長のお考えをお伺いいたします。 
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 次に、２点目でございます。入札制度等の見直しについてお伺いをいたします。 

 地方自治体の談合防止策を検討していた総務省、国土交通省等は、すべての自治体で一般

競争入札を導入することを柱とした報告書が発表をされました。報告書を自治体に通知をし、

地方自治法の改正を実施する方針であるというふうに聞き及んでいます。大きな産業の少な

い本市においては業者育成も大きな課題でもあり、競争との両立は難しい面もあります。し

かし、国、県、市の公共工事の入札をめぐり全国的に問題が発覚をし、そのことが発端とな

って地方自治法が改正されるのは確実であり、待ったなしの見直しが求められています。そ

こで、本市における入札制度の見直し、業者育成について、今後どのような対応をされるの

か示していただきたいと思います。 

 ３点目は、嘱託、臨時職員の問題についてお伺いをいたします。 

 行政改革の一環として、多くの自治体で職員の削減と同時に、嘱託、臨時職員の雇用が実

施をされてまいりました。経費節減という一面から見れば一定の成果があったとはいえ、反

面、短期雇用のため、それに伴いまして多くの失業者を生む結果となっています。本市にお

いても３月末に多くの嘱託、臨時職員の入れかえが実施をされますが、今後の問題も含め救

援策は検討されたのか、お伺いをいたします。 

 また、本市における人口1,000人当たりの嘱託、臨時職員の数は県下でも上位と推測をさ

れます。近隣の市町の実態も含め、明確にしていただきたいと思います。 

 次に、地域新エネルギービジョンについてお伺いをいたします。 

 平成15年に、資源を大切にし、環境を守り、公害のない、無限でクリーンな自然エネルギ

ーを利用すべく、嬉野町地域新エネルギービジョンが策定をされました。公的施設を中心に

導入されてきたことに対しましては評価をするものでございますが、今後の具体的な施策が

あれば明確にしていただきたいと思います。 

 最後に、教育問題についてお尋ねをいたします。 

 いじめ問題とともに不登校の問題も大きな課題であります。スクールカウンセラーの設置

を初め、学校現場内外におけるさまざまな施策の展開により一定の効果は確認をいたすとこ

ろでありますが、しかし、本市における不登校の児童・生徒は40名弱となっています。各自

治体では適応指導教室が設置をされ、具体的な指導により多くの児童・生徒が学校へ足を運

ぶようになっています。適応指導教室の設置については、私は数年前から言及をしてまいり

ました。今回予算化をされているようですが、具体的内容について御説明をいただきたい。 

 次に、学校現場における不審者対策についてお尋ねをいたします。 

 学校現場における不審者侵入の対策は、多くの自治体ではさすまたの配備、ネットランチ

ャーの導入、警備員の配置、防犯カメラの設置と工夫をこらし対策が講じられているところ

でありますが、本市における現状と今後の対策があれば明らかにしていただきたいと思いま

す。 
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 最後に、給食費の未納問題に伴う諸問題についてお尋ねをいたします。 

 給食費の未納総額が2005年度、全国で22億円を超えて社会問題となっているところでござ

います。各自治体では、未納者の保護者に対して督促状を送付したり、返済の分割計画を一

緒に作成したり、経済的に苦しい家庭には就学援助を勧めたりと対策を講じられているとこ

ろであります。その一方で、少子化、子育て支援の一環として、公費負担にする動きや保護

者の経済状況によって半額免除の支援策を検討している自治体もあると聞き及んでいます。

憲法26条の「義務教育は、これを無償とする。」との精神で考えるとするなら、公費負担で

との発想は当然と思っても不思議な話はないと考えるところであります。よって、本市にお

いても少子化、子育て支援策の一環として公費負担の検討を一考すべきと思いますけれども、

市長の御答弁をお願いいたしまして、壇上からの質問を終わりたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 20番山田伊佐男議員のお尋ねについて、お答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、１点目が政治の浄化について、２点目が入札制度等の見直しにつ

いて、３点目が嘱託、臨時職員の取り扱い等について、４点目が地域新エネルギービジョン

について、５点目が教育問題についてでございます。 

 まず、１点目の政治の浄化についてお答え申し上げます。 

 市民の負託にお答えするためには公平公正な市政の執行に努めなければなりません。私は、

嬉野町時代から公正としての正義を政治理念として努力してまいりました。また、日ごろの

姿勢としては、常に謙虚に市民の御意見を拝聴しながら、透明性を高め、清新で活力のある

嬉野市づくりに努めております。 

 御意見の政治倫理条例につきましては、コンプライアンス条例を県内自治体では最初に制

定するなど、法令遵守に努めておるところでございます。今後も政治姿勢について法令違反

などを指摘されることがないよう努力をいたします。助役、教育長につきましても当然であ

り、私と同じ考えで努力をいたしております。 

 条例につきましては以前の議会でも必要であると答弁しておりますが、市長としては政治

倫理条例以前に法令遵守の責務があると覚悟しておるところでございます。嬉野市独自の条

例といたしましては、議会の皆様が自主的にお考えいただき、制定に向けて御努力いただく

ものと考えておりましたので、しばらく考慮させていただきたいと思います。 

 現行のコンプライアンス条例につきましては、適切な運営をすることを求めております。

私たちもさまざまな課題が日々出てまいりますが、自己中心的な解釈に陥らないよう常に顧

問弁護士に相談しながら対処するよう指導をしております。御意見の充実強化につきまして

は研究をいたさせます。 
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 次に、２点目の入札制度等の見直しについてお答え申し上げます。 

 昨今のほかの自治体による入札制度による問題につきましては、市民の信頼を裏切る深刻

な問題であると受けとめております。嬉野市におきましては、いち早く入札の公開、予定価

格の公開、入札結果の公開などを行っております。指名競争入札制度を中心として適切な運

営を行っているところでございます。 

 私は、今回の入札制度の問題について、担当課へより透明性を高めた入札制度の研究と佐

賀県市長会でも研究について呼びかけを行いました。市長会でも情報公開を行い、研究をす

るよう方向性を出していただきました。 

 私は、原則一般競争入札への導入を提案いたしております。課題といたしましては、職員

を削減する中で、書類審査について時間内で取り組めるかが課題となっております。一般競

争入札を導入いたしました結果、確実な施工が保証されないことになれば市民の期待にこた

えることができませんので、資格審査は毎回厳密に実施されなくてはなりません。入札のス

ケジュールなどを抜本的に検討し、完工検査などのシステムも十分検討する課題があります。 

 また、地域の業界の育成につきましては大切なことであり、市内でできる仕事については

原則市内でを基本として執行いたしております。少額の仕事につきましては、制度を設け、

小規模の事業所にもお願いするよう努力をいたしております。 

 一般競争入札になって自由競争で対応できるかとのことでございますが、制限をすること

も踏まえて検討できればと考えておるところでございます。 

 次に、嘱託、臨時職員の取り扱い等についてお答え申し上げます。 

 嬉野市役所におきましては、正職員の削減計画を立てながら事業の円滑な運営を行ってい

かなければならない使命があります。正職員削減の理由につきましては、財政の課題もあり

ますが、民間でできる仕事については民間で受け持っていただく大きな流れがあります。さ

まざまな法の見直しが行われておりますので、以前は民間でできなかったことが民間ででき

るようになってまいりましたので、仕事の移管はできますが、人員の移管はできませんので、

日ごろ削減に努めていかなければならないと考えております。 

 嬉野市役所には、人員の不足や短期の増加する業務を受け持っていただく方に御勤務をい

ただいております。半年、または１年の御勤務をいただいておるところでございます。現在

は公募によって行っておりますので、それぞれ条件を御理解いただいて勤務をお願いいたし

ております。市役所といたしましては、以前は嘱託制度を採用しておりましたが、人間を限

定して採用するようにいたしております。また、再度御勤務を希望されるお方につきまして

は、設定した年限を過ぎてからでないと御勤務いただけないようにいたしておるところでご

ざいます。 

 採用につきましては、先ほど申し上げましたように、公募によっておるところでございま

す。当然、守秘義務につきましては確約をいただいて御勤務をお願いいたしております。ま
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た、専門的に継続して知識、技術を発揮していただきたい部署につきましては、人材派遣の

手法を採用いたしておりますので、数年にわたり御勤務いただく場合がございます。 

 次に、近隣市町村との比較でございますが、各自治体によって直接業務を行っている範囲

が違いますので一概に比較はできませんが、嬉野市では現在の嘱託、臨時は時期的な問題は

ありますが、約120名程度でございまして、近隣の市町村とほぼ同じ程度だというふうに理

解をいたしております。 

 次に、地域新エネルギービジョンについてお答え申し上げます。 

 旧嬉野町は、環境に優しい農業への展開、環境に配慮した公用車の導入等を行ってまいり

ました。新しい地域づくりへの動きとして、ＮＥＤＯにより補助事業の採択となり新エネル

ギービジョンを策定いたしたところでございます。おかげさまで、計画により昨年３月稼動

いたしております浄化センターみずすましへの大型ソーラー発電機も設置することができま

した。現在、施設内の電力として利用できております。 

 議員御発言の今後につきましては、合併により検討が中断いたしておりますが、温泉集中

管理の計画とあわせながら、地中熱の発電への検討ができればと期待しておるところでござ

います。また、小水力発電による山間部の街路灯等の増設によって実施することができれば

と期待をしているところでございます。 

 次に、教育問題についてお答え申し上げます。これにつきましては、教育長からもお答え

をいたしたいと思います。 

 不登校の子供たちに対する適応指導教室につきましては、今回の予算でもお願いいたして

おりますように、実施をいたしたいと考えております。文化センターや公民館など子供たち

の負担が軽減される場所を第一の課題として選定し、実施したいと思います。 

 次に、学校現場における不審者対策につきましては、現在研究しているもので有効なシス

テムと思えるものにつきましては、携帯電話機程度の無線機から直接放送室のスイッチが入

り、離れたところから瞬時に校内に周知ができ、警察へも通報可能なシステムではないかと

思います。現在の経費と同じ程度で導入できれば、20年度からも導入したいということで研

究をしているところでございます。 

 次に、給食費についてでございますが、嬉野市では1.2％の滞納がございます。学校現場

や給食委員会の対応で集金に努めていただいております。公平に負担していただくことが第

一でありますので、引き続き御理解をお願いいたしたいと思います。 

 次に、公費による負担についてでございますが、給食につきましては御承知のように、給

食施設、燃料費などの運営費用、人件費などほとんどが公費により運営いたしております。

現在お願いいたしておりますのは、いわゆる食材費用の部分についてでございますので、御

負担についてはぜひ御理解をお願いしたいと思います。公費の一部負担をいたしておる自治

体もあるわけでありますが、私は、私たちの時代は弁当で持参し、保護者の責任として昼食
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の手当をしていたわけでございますので、食材費用程度は保護者に御負担いただければと考

えております。 

 以上で山田伊佐男議員のお尋ねについて、お答えとさせていただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 ５番の教育問題についてお答えいたしますが、まず一つ目は適応指導教室についてのお答

えを申し上げます。 

 平成18年度まで実施されておりました適応指導教室は、平成19年度は制度が改正になって

きておりまして、新年度の適応指導教室の内容については、まだ明確な国の方針が定まって

おりません。早急な人的対応が必要と考え、今年度２名の臨時職員の雇用を新年度の予算に

お願いしております。後でうまく国の補助にのることができれば、要綱に沿った内容にする

必要があるかと思います。 

 また、２月末現在で不登校の児童・生徒は、不登校傾向まで含めますと約50名程度になり

ます。いじめなどの原因による自殺報道が多くある中、現在も各相談員で対応しております

が、１回の時間が４時間であり、時間数が足りずにおりまして、対応がやや途切れ途切れに

なり、きめ細かな面でまだまだ十分とは言えません。小さな変化やサインを見逃さず、心の

闇やストレスを取り除き、普通教室に復帰できるように意欲的に取り組んでいきたいと考え

ております。 

 二つ目は、学校現場における不審者対策についてでございます。 

 学校に万が一不審者が侵入した場合には、子供たちを安全に避難をさせることで、今さす

またなど、あるいは職員研修等をやって訓練をしておりますけれども、そのため通報システ

ムとして、市内の全小・中学校は各教室に通報システムによる、スイッチを押せば警備会社

が駆けつけるという整備をしております。 

 議員御指摘でございますけれども、対応の迅速や確実性において現状以上のものがないか

という意味からと思いますが、これからコミュニティースクールを推進する中で、より安

心・安全な開かれた学校にしていくことが望まれておりますので、情報は瞬時に必要である

と思います。そういった意味で情報は瞬時に入手し、今後対応していきたいと思いますが、

ただいま市長の話がありましたように、有効なシステムと思われるもの、これは検討中でご

ざいます。携帯電話程度の無線機から直接放送室のスイッチが入り、離れたところから瞬時

に肉声で校内に周知ができ、警察へも通報が可能なシステムではないかというふうに思って

おります。 

 ただ、経費の面でも比較をしております。現在研究をしております。もし現在の経費と同

額程度の導入ができれば、先ほど話がありましたように平成20年度から導入できるように考
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えたいと思っております。 

 三つ目は、公費負担の検討をすべきということについてお答え申し上げますが、給食費の

未納があって、その対策として公費負担の考え方を導入することは正しいことではないと言

えませんが、今後の市の人口増の施策の一環として、子育ての若年世帯への定住や流入を考

えての無料化であれば有効な方法の一つであるかとも思います。もちろん、給食費の無料化

だけでは効果は少ないかもしれませんが、他の政策とあわせて実施すれば、議員が思ってお

られるような、嬉野市が子育てがしやすいまちとしてアピールする一方策というふうなこと

も考えることはできるのではないかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 再質問をいたしたいと思います。 

 まず、政治倫理条例についてございます。６月議会において、この条例については各自治

体の資料を収集して研究をしたいとの答弁をされたわけですね。どのぐらいの自治体の条例

を収集して、そして研究した結果、どういう判断をされたのか。また、設定したいという気

持ちについては今も変わりございませんか。 

 以上、２点お答えをいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 制定したいという気持ちは変わりはございません。そこで、担当課の方で他市の状況も調

べてもらったんですけれども、いわゆる議長さんとかそういうものを一緒に含んでおります

ので、先ほどお答えしたとおりでございます。そういうことでございますので、制定する方

向で私としては考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 市長にお伺いしますけれども、全国的に見て、首長と議員と絡む、要するに不祥事ではど

ちらが多いというふうに市長は思われますか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 対象のとり方がいろいろ違うと思うんですけれども、全般的にはよくわかりませんけれど

も、事例事例で不祥事として取り上げることがあられるんじゃないかな思いますけれども、

比較したことはございません。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 私が調べたところ、自治研究所で調べたら、首長の不祥事が65％、議員が大体35％という

ふうに、今日までの不祥事を調査してみたらそういう結果が出ているそうなんです。私が今

回なぜ先行して三役の政治倫理条例を制定したらどうかというふうな提言をしたのは、御存

じのとおり、和歌山県、宮崎県、１回目の質問で申しましたけれども、福島県、これ全部ト

ップの不祥事であるわけですよね。昨今では人吉市長が、ごみ処理施設の燃料費の納入をめ

ぐってこれまた汚職事件が発覚をしているわけです。先ほどから言いますように、圧倒的に

首長にかかわる不祥事が多いと、そういう意味で私は、先ほどから谷口市長が言われていま

す公正としての正義、この政治理念を持っておられるわけですね。嬉野町時代もそのように

言ってこられました。とするならば、ここで市民の方にしっかりと、これからも襟を正して、

そして清く正しくきれいな政治をつくり上げて行政をつくり上げていくんだということを市

民に明らかにする意味で条例を先行して制定したらどうかということを申し上げておるわけ

ですけれども、再度御答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど申し上げましたように、私どもは政治倫理条例以上に、法的に厳しい規制があるわ

けでございますので、まず法令遵守ということは徹底してやっていかなければならないと思

っておるところでございます。そういうことで、条例の制定につきましても以前から検討し

ておりましたので、制定に向けて努力をしていくということでございます。 

 ただ、冒頭申し上げましたように、議員の資産公開等もいろんな条件としてあったわけで

ございますので、議会もされればということで考えておりました。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 
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○20番（山田伊佐男君） 

 市長は、要するにコンプライアンス条例、これを充実させたいということで、ある程度不

祥事は防げるかなということだろうと思うんですね。もう一つは、やっぱり議員も一緒に、

いわゆる政治倫理条例を一緒につくろうという考えがおありということで理解してよろしい

ですか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる先行してとかということはなくて、同じ意識を持ってということであるならば、

議会からもそういう話が出てくるんではないかなというふうに思っておったところでござい

ます。出ないとなれば私の方で制定をしなければならないと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 市長は６月議会の私の質問に対しても、ぜひつくりたいという答弁もいただいております。

先ほど言われた答弁を聞きますと、ぜひつくりたいということでありますので、ぜひ今度の

議会でも御提案をいただければというふうに思います。 

 最近制定された条例を見てみますと、これは茨城県の笠間市なんですけれども、ここは本

年４月１日に、いわゆるこの政治倫理条例が施行されるわけですね。従来までの条例から一

歩踏み込んで笠間市は条例をつくってあります。これはなぜかといいますと、御存じのとお

り、福島県で県知事の官製談合の問題が発覚いたしまして、そしてその兄弟が、弟でしたか、

兄でしたか、どちらかが要するにその指南役をしていたということで、これは重く受けとめ

てあるわけですね。総務省もそうなんです。 

 どこをどういうふうに踏み込んだかといいますと、いわゆる請負委託契約については、従

来の政治倫理条例ですと、本人か配偶者、１親等内の親族の経営会社は、いわゆる市との請

負とか委託契約は辞退するというふうになっていたわけですよね、今まで政治倫理条例ので

きている地方自治体を見るとですね。しかし、この茨城県笠間市は、２親等内の場合も辞退

の努力をするというふうに一歩踏み込んであるわけでございますので、ここら辺についてぜ

ひ御検討をいただきたい。そして、早急な提案をしていただくように、これについては要望

をしておきたいと思います。そこら辺について一歩踏み込んだものに対する、私が今言いま

したけれども、それに対する市長のお考えはどのようなお考えでしょうか。 

○議長（山口 要君） 



- 259 - 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる政治倫理条例を制定するということになりますと、あくまでも上位法の範囲の中

でつくっていくわけでございますので、そこは法と照らし合わせて、条例として制度化でき

るかどうかということは、私どもの顧問弁護士等もおられますので、相談をしながら条例に

ついては勉強してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 これについてはいろんな影響が出てくるのもありますので、これぐらいで終わりたいと思

います。 

 次に、コンプライアンス条例についてでございます。 

 これは法令遵守の条例でありまして、嬉野市もその制定をされているわけですよね。本市

の条例をもう一回私見てみましたけれども、簡潔に言えば、外部からの不当な要求や暴力的

行為に対処することを目的に重きを置いた条例になっているというふうに私は見て判断をし

たわけですね。私たち市会議員や、あるいは県会議員、そしてまた国会議員、それともう一

つは、その国会議員の秘書さんたちの要望や提言、依頼についてもこの条例の対象にするこ

とが大事じゃないかというふうに私思いますけれども、そこら辺については市長はどういう

お考えでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 要望とか提言とかどういうものかちょっと私も指摘されて言っているのかわかりませんけ

れども、要するに、嬉野市の業務に関してのいろんな御意見は普通はいただかないわけで

ございますので、その点については余り心配はないというふうに思っておりますけれども。

──どういうことですか、よくわかりませんけど、済みません。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 コンプライアンス条例は、いわゆる法令を遵守する条例ですよね。職員さんは法令にのっ

とって仕事をしてくださいと。法令に要するにのっとらない、いろんな口ききとか、あるい



- 260 - 

は提案とかが出てくる可能性はあるわけですよ。だから、国会議員とか県会議員とか市会議

員も含めて、この条例の中に組み込んで、公職者の意見、口きき、そういうのをきちっと記

録をとってやっていこうという条例をつくったらどうかという意味なんです。そこら辺につ

いてはいかがですか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 これにつきましては、何人もということになりますので、いわゆるそういうような不正な、

不等な要望があったときにつきましては、現在のコンプライアンス条例でも私は対処できて

いると思いますけれども、そのほかのことということになりますでしょうかね。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 この条例を見てみれば、法令にのっとった公正で誠実な職務の遂行体制を確保する条例で

すよね。よそのコンプライアンス条例を見ると、明確に、要するに国会議員とか県会議員と

か市会議員、ほかの地方自治体の長、こういう要求に対しても対処をしていくというふうに

条例の中に明記されております。市長が言われるのは、それも含んでいますよという嬉野の

条例というふうに理解を私もするんですけれども、こういう固有名詞を入れて要するに条例

をつくることによって、この条例がもっと強い条例としてなるということなんですよ。そう

いうことの意味を申し上げているんですよね。そこら辺についていかがですかということな

んです。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 特定の固有名詞を入れて条例化するということでございまして、ちょっとまだ勉強不足で

承知しておりませんでしたので、そこらについてはそういうことができるかどうか、私ども

の法令の専門家とも研究をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 私の一般質問の通告の中身がちょっと抽象的で申しわけなかったんですけれども、実は多
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くの自治体のコンプライアンス条例を取り寄せてみたんです。その中で、私、神戸市の例を

若干挙げたいと思いますけれども、神戸市の条例でいくと、この定義の中に国会議員及び地

方公共団体議会の議員とか、ほかの地方公共団体の長とか、公職者としてそういうのも明記

してあるわけですね。だから、この人たちのいわゆる職員に対する要望とか、あるいは要求

とか、政策の提言とか、条例の見直しとか、こういうことがあったときにもきちっと記録を

とって、そして不当な口ききについては上司に報告をしなさいと、そういう条例になってお

るわけですよね。 

 本市の場合を見てみますと、記録しなくていいとか、そういうことが条例には何も書かれ

ていないわけですよ。若干神戸の例を挙げますと、記録及び確認という項目を条例の中に設

けてあるわけです。要望等の記録及び報告ということで、例えば、執行機関は要望等の意図

及び内容を正確に把握するために、要望等を行った者に対して当該要望等の内容を記録した

書面、これを要するに提出を求めることができると、こういうふうに条例がなっておるわけ

ですよね。 

 うちの条例でいくならば、そういう記録はとれてない、上への報告だけなんですよね。そ

うすると、そこで報告者と職員との要するに言った、言わないという問題が出てくるという

ことなんで、そこら辺についても、記録等についてもやっぱり条例の中に明記することが大

事じゃなかろうかということを言っておるわけです。そこら辺についてはいかがですか、見

直しとしてそういうもの。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現在私どもが使っておりますコンプライアンス条例は、早い方につくりましたので、そう

いう点は調査ができておらないと思います。ただ、現在でも私どもの業務の流れの中では報

告は上がってきておりますので、確認はできているんですけれども、そういう方法があると

いうことであるならば勉強もしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 若干神戸のを申し上げましたが、記録の例外という部分、そういうのにも触れてあるわけ

ですよね。例えば、記録の例外として日常的に行われる業務活動にかかわるもの、営業活動

にかかわるもの、こういうものは記録しなくていいですと。あるいは公式、または公開の場

における要望等であって、議事録その他これに類するものとして別途記録がなされるとき、
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これについては記録しなくていいですよと。議会も当然ですよね、ここの記録も例外なんで

すけど。要望等の内容が単なる問い合わせ、または事実関係の確認にすぎないことが明白で

あるとき、これについても記録はしなくていいですと、こういうふうに神戸とか、あるいは

横浜とか大阪市の条例はかなりもっと突っ込んであるわけですよね。 

 先ほど政治倫理条例のときに市長が答弁をされましたように、このコンプライアンス条例

によってかなりいろんな不祥事が防げるようになっておるわけですよ。うちが抜けていたの

は、先ほど言ったのが抜けているから、何とかそこを補強して、さらに充実でき得る条例に

変えたらどうかというのを今提言のような形でいたしているところでございます。そこら辺

についてぜひ見直しするということ、検討するということについては市長はどういう考えで

すか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 条例をつくりました後、特に検討はいたしておりませんので、議員御提案等がありますの

で、一応ほかのことも参考にしながら努力してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 この条例をぜひもう一回見直していただきたいと思うんですよね。これは非常に、もっと

過激になるんでどうかわかりませんけれども、情報公開請求の対象とするというようにして

いる自治体もはっきり言ってあるわけですけれども、これについては市長はどのようなお考

えでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる情報公開の条例とコンプライアンス条例との整合性という課題もあると思います

ので、そこら辺についてはもう少し勉強させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 
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 これは神戸市とか、特徴的に言えば、そこについては情報公開の請求の対象というふうに

踏み込んで条例をつくってありますので、そこら辺についてはぜひ今後勉強をしていただき

たいというふうに思います。 

 次に移ります。入札制度の見直しについてでございます。 

 入札制度の見直しについては、市長の答弁によりますと、一般競争入札というものを取り

入れていきたいということで説明がありました。一番心配するのは、嬉野みたいな小規模な

自治体、そこで要するに競争が激化して、地場の業者がつぶれないかなという懸念もあるわ

けですよね。この入札制度の見直しについて、これは地元嬉野市の業者等に説明をしたり、

今後このようにやっていきたいという、そういうふうな御説明をされた経緯というか、そう

いうのはございますか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現在、国、県の動きを見ている段階でございまして、私どものこの制度の動きについては

まだ説明できる段階までに至っておりません。そういうことで、外部への説明というのはで

きておらないと。まだ担当部署で今研究をしておるというところでございます。 

 それともう一つは、市長会でも提案をいたしまして、そのような動きになりましたけれど

も、市長会でも今それぞれ10市あるわけでございますけれども、10市の中でも私どものよう

に進んでやっているところもありますし、いろいろ濃淡がございますので、そこら辺につい

てのまず情報公開をやっていこうと、そういうことで動きをしましょうというところまでは

行きましたので、一歩前進したというふうに思っております。そういう段階でございますの

で、地元の方への御説明とかそういうことについてはまだできておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 まだ研究中ということでありますけれども、若干中身的に入らせていただきたいと思いま

す。 

 報告書によると、都道府県と政令指定都市は予定価格10,000千円以上の工事で一般競争入

札というものを導入しなさいというふうに国からの指示が来るということは新聞紙上でも明

らかになっているわけですよね。政令市以外の嬉野市なんかについては現在のところ、公示

価格のいわゆる下限、これについては示されていないわけですよね。そこら辺についてはど

のようにお考えでしょうか。まだ研究中ですか、それともある程度の思案とか、そういうの
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は担当課とか、指名関係のトップであります助役とか、どのようにお考えなんでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 一応お答え申し上げます。 

 現在私どもが自主的にやらなくてはならない点は当然理解していますけど、主には県の基

準を参考にしながら、大体の動きは10市でやっているところでございます。そういう点で、

県の方もまだ確定したところまで行っておりませんので、知事のいろんな発言はございます

けれども、県は大体国に準ずるということでございますけれども、しかし、県によってはも

う少し金額をどうのこうのという動きがあっておりまして、佐賀県の方も確定していないの

ではないかなというふうに思っております。また、いわゆる制限等につきましても、県独自

の制限等もあるわけでございますので、そういう点でまだ正式にお答えできる段階まで至っ

ていないということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 県に準ずるという話であるとするなら、都道府県は予定価格10,000千円ということを基準

にしなさいとなっておるわけで、地方自治法の改正、見直しがされるのは確実なんですよね。

県のとおりいくとするなら、うちも10,000千円というふうになってくるわけですけれども、

そこら辺についてどうなのかなというのを聞きたいわけですが、これ間違いないと思うんで

すよね、県が10,000千円以上は一般競争入札をやるというのは。そこら辺については助役か、

わかった方でいいです、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 先ほど申し上げましたように、10,000千円という形でありますけれども、先般の動きとい

たしましては2,500千円以上という話も出てきておるところでございまして、それはどのよ

うな形で確定しているのか、もう少し情報を収集してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 
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 幾ら以上を一般競争入札にするかについては、私ども嬉野市については政令市でもないで

すので、うち独自のものをやっぱり検討していいと思うんですよね。例えば、2,000千円に

なるのか、2,500千円、3,000千円になるかそれは知りませんけどね。 

 これ新聞に載っていたんですけれども、鹿児島の鹿屋市では地元の業者を集めて、今後こ

ういうふうに入札制度が変わっていきますよと。鹿屋市としては、すべて一般競争入札にし

たいという説明をされたけれども、地元の業者が反発をされて、土木関係だったら3,500千

円ですか、建築工事は5,000千円以上に落ち着いたということなんですよね。そこら辺につ

いて、鹿屋方式で、要するに地元の業者さんにもある程度説明をされて予定価格も決めてい

くという方針なのか、それとも市独自でこれでいきますからということで明確にしていくと

いう方法をとられるのか、そこら辺についてはいかがですか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほどお答え申し上げておりますように、同じ業者の方でも、やはり県関係の仕事も結構

しておられるわけでございますので、今情報を申し上げましたように、県が2,500千円とい

うふうな数字も具体的には出しておられるようでございまして、そういう点を踏まえて私た

ちは今検討しておるというところでございます。決定しましたら説明もさせていただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 例えば、地域要件を設置すると明確にしている市もあるわけですよね。地元に本店、支店

を置く、営業所を置く業者を制限して、地域要件についてはやっぱり本市も加味されるとい

うふうに理解していいんですか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 まだこれから検討していく段階でございますので、加味するとかしないとかは別にいたし

まして、いろんな条件、制限というのをお話ししたのは、そういうことも含んでおるという

ふうに私は思いながら答弁をしたところでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 よその市は、要するにもうそのようになるというのを考えてその辺の条件を出しておられ

るわけですよね。ただ、うちは１年間の猶予があるのは事実なんですよね。市長にお伺いし

たいのは、この１年間で検討していくのか、あるいは19年度の当初からいくのか、６月から

いくのか、そこら辺についてはどういう判断をされていますか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 そういうところも踏まえて、実は市長会でもいろいろ話をしたんですけれども、まず近隣

の市町の関係もございますので、できる限り市長会の方としても情報を集めていきながら、

それぞれ自主的に判断をしていこうというふうになっております。そこらのことも踏まえて、

これから動きがあるというふうに理解をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 多くの自治体の悩みというのは、もうこの大改革ですのであるわけですよね。業者の育成

に力を注げば、競争原理は当然働かないわけですよね。競争原理を優先すれば地元の育成は

できないという、こういう見殺しにしてしまうという部分があるわけですね。いずれにしろ、

この入札制度の見直しによって、建設業に携わる就業者を路頭に迷わせないように、難しい

問題ではございますけれども、ぜひとも透明性を高めながら、一般競争入札の公示価格、あ

るいは地域要件の問題ですね、この問題について慎重に対応していただきたいということを

要望しておきたいと思います。 

 次に、臨時、嘱託職員の取り扱い等について。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員、ちょっと待ってください。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで午後１時まで休憩をいたします。 

午前11時58分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（山口 要君） 

 再開します。 
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 それでは、休憩前に引き続いて一般質問の議事を続けます。山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 それでは質問を再開いたします。 

 臨時、嘱託職員の問題でございます。市長の答弁では、いわゆる条件を理解して応募され、

そして短期間で雇用されているということについては御本人たちも了解をされているという

中身だったと思うんです。 

 そこで、臨時職員、嘱託職員、そして今回新たな派遣職員ということが予算に出てきたわ

けですけれども、それぞれについて御説明をいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 それでは御説明申し上げます。 

 先ほど市長が答弁しましたことに関係いたしますけれども、数といたしましては、確定申

告時期等で短期的に雇用される方もいらっしゃいますので、数が120から130前後で推移する

ケースもございます。そういうことで、大体が120ぐらいということで申し上げたわけでご

ざいますけれども、ただいまのところ嘱託職員が72名、これは一番直近でございます。日々

雇用が67名、人材派遣が11名、９人ですけれども、あと２人は以前からの雇用がございまし

て11名ございます。 

 それで、お願いする業務でございますけれども、嘱託職員の大部分の方は旧嬉野町時代か

ら雇用されておられた、職員の補充等ができなかった部分の施設管理等の職員のかわりに、

期間を決めないで雇用された方が大部分でございます。日々雇用につきましては事業支弁等

もございまして、その都度その都度お願いする、また臨時的に産休とか、そういう形の方の

分も含めましていらっしゃるわけでございます。人材派遣につきましては、特に専門職的な

もので、日々雇用で対応できない分、期間をある程度延長して雇われる部分の方についてお

願いをしているものでございます。 

 そういうことで、これだけの数がいらっしゃいますけれども、今後の見直しとしては、こ

れだけの数を果たして正規に、数が多いという指摘も若干ありますけれども、他市町と比べ

て職員数と臨時、嘱託、人材を含めまして合わせましたところでいきますと、そう極端に嬉

野市が多いという感覚ではないと思われます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 私は質問の中で、近隣の市町の実態も含めて明確にしてほしいという通告書を出してきて
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いたわけです。総務部長の答弁としてはそう変わりないと言われますけれども、実際近隣の

数値というのは明確にできませんか。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 済みません、質問の趣旨と少し違ったような回答をいたしました。 

 人口1,000人当たりの嘱託、臨時職員の数といたしましては、嬉野市としては0.49人でご

ざいます。鹿島市が0.34人、武雄市が0.18、太良町が1.10、白石町が0.54、小城市が1.18で

ございます。 

 今の数を申し上げましたのは、これだけ働いておられる方の職員の割合からいきますと、

嬉野市が56.7％、職員の割合ですね、鹿島市が67.9％、武雄市が81.4％、太良町が42.5％、

白石町が67.3％、小城市が37.9％でございます。ちなみに、小城市は338人の職員がいらっ

しゃいまして、臨時、非常勤等、人材を合わせますと550人がそれ以外の職員という形で、

先ほど申し上げました1.18人という非常に高い割合になっております。これでいきましても、

嬉野市の0.49人というのが臨時職員の割合としては平均ぐらいかなという感じを、職員との

比較差がございますけれども、大体平均ではないかなというぐらいで、平均より若干落ちる

んですかね、そういう感覚を持っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 具体的中身をお聞きしたいんですけれども、臨時職員は、いわゆる地方公務員法では第22

条第１項に該当する職員というふうに理解をしていいんですか。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 そのようにとらえられていいということで認識しております。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 地方公務員法を見れば、第22条第１項に該当する職員というふうに臨時職員はなるわけで

すけれども、この中身を見てみますと、私の解釈では、任命権者は緊急の場合または臨時の

職に関する場合、こういうふうになっておるわけですね。緊急の場合または臨時の職に関す

る場合、臨時の職とはどういうことかというと、職自体が恒常的ではなく、あくまで臨時で
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ある職となっているというふうに思うわけですけれども、そこら辺については間違いないで

すか。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 その認識で、そういう解釈でいいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 例えば、今回提案をされた新年度予算、これを見てみますと、一例ですけれども、総務費

の総務管理費の７節．賃金なんですけど、予算書お持ちですかね、この中で臨時職員４名分

5,856千円というふうに計上なされております。これが１人百四十六万五、六千円ですか、

この方たちは職自体は臨時的な仕事に従事されるのですか、そこら辺をお答えいただきたい

と思います。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 この７節の賃金につきましては、あくまで臨時的に、産休代替とかそういう分を想定して

計上したものでございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 じゃ、もう一つ、学校関係の問題ですけれども、例えば事務補佐とか用務員さん、これが

要するに嘱託職員と臨時職員というふうに分けてあるんですけれども、この人たちもやっぱ

り事務補佐、用務員、これも臨時職員になるわけですかね。そこら辺については見解いかが

ですか。 

○議長（山口 要君） 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（江口常雄君） 

 お答えいたします。 

 現在、嘱託職員と臨時職員の雇用の二通りあっておりますけれども、過去、職員であった

者がやめた後に嘱託としておりました。その嘱託も年数等によって、退職された方の後は臨

時という形で採用して、それがそのまま現在残っているというような形でございます。 

○議長（山口 要君） 
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 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 もう一つなんですけれども、例えば給食センターの調理をされる方、これについても臨時

職員という方がおられるんですけれども、料理をされる方は恒久的な仕事ではないかという

ふうに私は判断するわけですけれども、これについても臨時職員ということで雇用すること、

これは問題ないでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（江口常雄君） 

 お答えいたします。 

 ただいまの給食センターの、特に嬉野は臨時職員がいるわけですけれども、給食センター

の所長の話を聞いておりますと、今正職員が２名と嘱託職員がおりますけれども、その職員

の業務量によって臨時を入れるよう、職員には指導をしておるということでございます。全

然問題がないというわけではないでしょうけれども、一応その手配りといますか、配置によ

って対応しているというところでございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 私が申し上げたいのは、調理員さんは恒久的な仕事であると思うんです。とするならば、

これは嘱託職員として任用するのが妥当ではないかというふうに解釈をするわけですね。 

 先ほど言いました地公法の第22条ですね、臨時の職とはどういう職なのかということが限

定されているわけですよね。そういうことから考えるならば、先ほど言いました用務員さん

とか、あるいは調理員さん、これについて臨時職員で採用することは地公法に抵触するので

はないかというふうに思うわけですけれども、そこら辺の見解はいかがですか。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 お答えいたします。 

 確かに、そういう解釈になる、それもあるかと思いますけれども、ただ、今回この経緯を

見ますと、旧両町の経緯がございまして、合併をしたときに、平成20年３月に改めてこの制

度については見直す考えがございまして、今の期間というのは過渡期という言い方が適切か

どうかわかりませんけれども、今後の雇用形態についての見直し期間の途中だということで、

今の対応でさせていただいております。 

 以上でございます。 
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○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 非常にいろんな考え方はあると思うんですよね、過渡期であるというふうに言われますけ

れども、現実一つ一つ予算計上された分を分析していくと、地公法から見た臨時職員、ある

いは嘱託職員、非常勤とかいろいろあるわけですけれども、法に照らし合わせればちょっと

おかしい雇用の仕方じゃないかというふうに私は思ったわけです、ずっと調べてみればです

ね。私から言わせれば、地公法を尊重していくとするならば、例えば、用務員さんとか学校

の事務補佐さんとか、あるいは給食センターの調理員さんというのは、これは嘱託職員で３

年なり５年なり最低でも雇うのが妥当な雇用の仕方ではないかと思いますけれども、そこら

辺についてはいかがですか、もう一度答弁お願いします。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 お答えいたします。 

 確かに御指摘のとおりの点もあるかと思いますけれども、現在嘱託職員さんにつきまして

も、当初は期限がなかった場合もありましたけれども、最近については３年をめどにという

ことで切りかえてきた経緯がございます。 

 ただ、今年度の予算の作成については、後で御審議いただくわけでございますけれども、

基本的に、今年度発生する分についての嘱託職員で対応すべき業務であっても、今年度は臨

時の職員さんでお願いしたいという経緯の予算編成方針をもって臨んでおりますので、今の

ような御指摘があるケースも当然あるということで認識をいたしております。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 一時的にと言われますけれども、例えば、給食センターの調理員さん、これを臨時職員で

雇おうとするならば、６カ月契約の１回更新で１年ですよね、なれられたときにもうやめな

くてはならないという事態が発生するわけですよ。そこら辺については効率性からいっても

大変問題があるというふうに思いますけれども、そこら辺について、市長もう一回早急に見

直す必要があるんじゃないか、そこら辺についてはいかがですか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 先ほど総務部長がお答えしたとおりでございまして、合併する以前の臨時雇用の考え方と、

それから嘱託雇用の考え方で若干相違があったわけでございまして、それで早急に合わせて

いこうということで一つの目安を20年の３月で一応整理をして、それから統一して考えてい

こうという、ちょうどそういう時期に当たっているわけでございますので、部長が説明した

とおりでございます。 

 そういうことで、議員の御発言されておりますいわゆる恒常的な仕事と臨時的な仕事、そ

れをどう考えていくのかということにつきましては、まだ詳細の検討までは至っておらない

というところでございますので、御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 例えば、今確定申告の時期で、確定申告の時期に臨時職員を雇われることについては私も

理解をするわけですよね。しかし、今度の予算を見ていたら、同じ職種であって臨時であっ

たり嘱託であったりと、余りにもばらばらであるわけですよね。そこら辺については早急な

統一をしてほしいと思うんです。 

 １点だけ総務部長にお尋ねをいたしますけれども、日々雇用の臨時職員等の取扱要綱とい

うのがあるわけです。その中で、第２条の２点目に臨時職員についてうたってあるわけです。

その中で、短期の臨時または限定的な業務に従事する者を言う、これを臨時職員というふう

に要綱では明記されているわけですよね。限定的な業務に従事する者というのは、市役所の

中でどういうふうな仕事をさせるんですかね、そこら辺御答弁いただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 例を申し上げますと、例えば、１月から３月いっぱいという形の確定申告のお手伝いとか、

それとか、例えば調査物の分でお願いをする分ですね、国勢調査等いろいろそういう調査が

ございますので、そういう期間的な限定の分の臨時職員ということでとらえております。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 もう一つは、嘱託職員についてなんですけれども、これは法律的に言えば、いわゆる最高

５年契約できるということになっていると思うんです。私はそういうふうに理解をしている

わけですけれども、情報によれば、嬉野市については３年を限度とするというふうに見直す

というような情報もお聞きしているわけですけれども、そこら辺についてはどういう考えで
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すか、３年５年。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 お答えいたします。 

 原則３年ということで今まではお願いしてまいりました。ただ、５年という形も一部ござ

いました、特に専門職的なものはそういう形であります。ただ、今３年とおっしゃいました

けど、見直しをかけるということでございますけれども、まだはっきり方針は決まっており

ませんので、今年度いっぱいにかけて、方針をできるだけ速やかに、早く出すべきだという

考えは持っております。当然、今現在いらっしゃる方がどのような取り扱いになるか、それ

から、今後そういう嘱託職員制度が残るにしても残らなかったにしても、ある程度こういう

方針でいきますよというのは早目に出すべきだということで考えてはおります。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 そこら辺についてはもう少し前向きに検討してほしいなと。やっぱり５年雇用というのを

最優先してほしいということをまず要望だけして次に移りますけれども、今回派遣社員を採

用するというふうな予算計上になっておるわけですけれども、この派遣先、社員を採用する

ことによるメリットとデメリットということについてはどのように分析をされていますか。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 お答えいたします。 

 派遣職員のメリット、デメリットでございますけれども、派遣職員と申しますと、どうし

ても会社から派遣していただくということで、事業主として、その事業主が受け取る部分が

当然臨時職員よりかそこに加算されますので、費用がかさむという認識はしております。 

 ただ、今の取り扱いといたしましては、臨時職員は今の要綱によりますと１年で半年の１

回更新という形になるわけですけれども、派遣業務となりますと、その期限については今の

派遣業法で最長３年という形になっておりますので、３年の更新ができるケースもございま

す。例えば、先ほど言われました給食センターとか、そこまでいかなくても、例えば保育園

の保母さんとかそういう形であれば、１年でやっとなれられてそういう業務に精通されてこ

られたときに、派遣職員であれば３年間は雇用できるのかなという形もありますので、そう

いう形の使い分けをさせていただいているようなケースがございます。 

○議長（山口 要君） 
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 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 嘱託職員と派遣社員、いわゆる派遣社員のメリットとしては雇用期間が長くなるだろうと。

ただ、派遣法等の関係で３年が限度だろうという答弁ですよね。嘱託職員は３年契約ないし

５年契約までできるわけですね、法的に言えば。となれば、もう一回戻ります、デメリット

は、要するに予算がかかると、いわゆる派遣会社から手数料が搾取される。予算を見ても派

遣職員が高いですよね。とするならば、要するに保育所の保母さんあたりは嘱託職員、子育

て、子供の育成に従事されるわけですから、これは派遣社員とするよりも、嘱託職員で雇っ

た方がより効率的じゃないかと思うんですけれども、そこら辺についてはいかがですか。 

○議長（山口 要君） 

 総務部長。 

○総務部長（中島庸二君） 

 お答えいたします。 

 確かにそのようなケースもございますけれども、ただ一つ問題なのは、雇用する側といた

しましては週30時間という制約がございまして、派遣職員であれば週５日で40時間、８時半

から５時15分までということでできるわけですけれども、どうしても30時間というと４日な

り、１日６時間という形で、途中で結局業務を外れるという形で、非常に雇用する側として

は使いにくい面がございます。そういうことで、その辺の使い分けでどのようにするかとい

うことで選択をさせていただいているケースもございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 行財政改革の一環として、庁舎内をスリムにしていこうということで、本市はどんどんど

んどん進められてきたわけですね。旧嬉野町時代もそうです。 

 きょう佐賀新聞の方に、私の一般質問に合わせたように職員数の変化ということで出てい

ました。それを見てみますと、2005年、旧嬉野町時代、職員は133名なんですよね。大町町

165名、私どもの旧嬉野町よりもずっと小さな大町町が165人ですよ。旧白石町は327人です。

それはまた違う業務もありますからね。神埼町なんかも141人、こういうふうに同じ人口規

模の自治体を見ても、旧嬉野町時代は職員物すごく少なかったんですよ。人口1,000人当た

りの職員の数というのは県下でもトップクラスですよ、ベスト３の中に嬉野町は入っていた

んですね。それだけ、執行部から言わせれば、要するに行政改革が進んでいった。しかし、

そのしわ寄せがやっぱり出てくるときがあると思うんですよね。 

 今回、嘱託職員、臨時職員の問題について質問をさせていただきまして、今雇用されてい

る臨時職員、嘱託職員の中から声を、声なき声でしょうけど、私に言いやすかったかもわか
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りません。いろんな声をお聞きしたわけです。で、今回質問に取り上げました。 

 要するに、今まで職員をどんどん減らしてきた、スリム化してきた。しかし、個人に委託

をしてきた、これが大変な問題になって、そして嘱託職員にした。いろんな、要するにそう

いうふうにしてきたことが今社会問題化している、いわゆる正規雇用社員と非正規雇用社員、

格差の問題が今国会でも議論されているわけです。嬉野市自体がこういうことになってきて

おるわけです。 

 私は、市長の答弁の中でも、要するに人情的に、人道的には長く雇ってやりたいけれども、

いろんな法の規制があって長期に雇うことができないというふうに言われるわけですけれど

も、私よく例に出すわけですけれども、山口県の田布施町、これは佐藤総理大臣、岸総理大

臣が出た小さな町です。嬉野町時代も言いましたけれども、ここに視察に行ったときに、臨

時職員、嘱託職員、委託職員というのはおられますかと、全然いませんというような執行部

の話でした。それはなぜかといいますと、要するに定住人口をふやしていきたい、あるいは

市の活性化のためには若者がやっぱり住んでもらわなくちゃいかんと、町の活性化のために

はですね。企業も少ないので、やっぱり役場が雇用の場というふうに私どもは位置づけてお

ります。そして、その田布施町に住む跡取り息子も役場になるべく入れてやりたい、こうい

うことで一つの活性化ということで、要するに職員で頑張っているんだというようなお話も

あったわけです。これは、いわゆるトップの政策だと思うんですよね。 

 これから嬉野市、今３万30人ぐらいですか、ことし４月過ぎれば、３万はもう確実に切る

ような人口になるわけです。市長、そこら辺について、市長のいわゆる地域活性化の一つの

施策として、役場職員についてはある程度の雇用の場ということで考えることはやっぱりで

きないんでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 議員の御発言はもう以前から承知しておりますので、そういうお考えも当然あるというふ

うに思っております。 

 ただ、私は行政を預かる者といたしまして、やはり全市民のあり方ということを考えたと

きには、できるだけ効率化をいたしまして、そして幅広い行政サービスをやっていくべきだ

というふうに考えておるところでございまして、もちろん職員さんとして採用になるという

ことは、一つの生活ができるということではプラス面になるかもわかりませんけれども、し

かし、そういうことではなくて、やはり福祉、保健、そういうものを幅広く実行していくた

めには、どこから予算をつくっていくかということになりますと、全体的な予算を判断せざ

るを得ないというふうになるわけでございまして、できるだけ外に出させていただく予算を
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ふやしていくためには、私どもとしてはできる限りスリム化をしていくべきだということで

努力を続けていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 それは市長の旧嬉野町長時代からの持論であったわけですね。首長になられて12年が経過

をいたしました。そのようなことで、職員をスリム化して、予算はいろんなところにつけら

れたでしょう。しかし、よくなっていますか、一向によくなっていないでしょう。 

 私が申し上げたいのは、皆さん方は、いわゆる臨時職員とか派遣社員、110千円とか150千

円もらっている40代、50代の人、そして若い人、この人たちから見れば裕福なんですよ、は

っきり言って。そういう俗に言う勝ち組の人たちが何で弱い立場の人に目を向けようとしな

いのかというのが私は疑問でならないんですよね。私なんかも子供を持っていますけれども、

今よその雇用的形態というのは派遣、契約社員、パートですよ。こういう体系に今日本全国

なっているわけですよね。規制緩和によって競争が激化して、商品を売るためには安く売ら

なきゃいかん、そうしないと太刀打ちできない、勝てないということで、最終的にどこにし

わ寄せが来ているかというと人件費なんです。人件費を、経費を削減してコスト削減をやっ

ていこうと。このしわ寄せが今社会問題となっているわけですよね。 

 参議院の予算委員会を見てみましたら、片山虎之助さんですか、この方がいわゆる格差が

あるのは当たり前だと。なぜかというと自由主義社会だからというふうなことを言われてい

ました。それを言った途端に、何を質問されているかというと、格差をなくせという質問を

されているわけですね。私はテレビを見ながら笑ったわけですけれども、それぐらい格差が

あるのがこの社会だけれども、そういう主張をする人がやっぱり格差が余りにもひどくなっ

ているんで、是正をしなさいということを安倍総理に質問している時代なんですよね。 

 東京で３週間ぐらい前ですか、経団連主催の50人ぐらいの社長が集まった会議の中に総務

大臣が出ていって、正社員を雇ってくださいというお願いをしているわけですね。国会でい

ろいろ格差問題を指摘されるからそういう行動に走られたと思いますけれども、本市の問題

ですけれども、企業誘致についても、嬉野町長時代から用地についてはオーダーメイド方式

をとりながら、そして、いわゆる関東嬉野会、関西嬉野会、福岡の嬉野会、いろんなところ

に呼びかけをしながら何とか企業誘致をしたいと言ったけれども、12年間できなかった。今

回、助役をトップに企業誘致に努力をしたい、このように言われましたけれども、これはや

っぱり一生懸命やってもらわないと、嬉野はもう本当人口減ります。４月で３万切るでしょ

う。 

 役場職員さん、給料はどんどんどんどん厳しい状況になってきております。嬉野全体で見
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ても、九州の医療センター、あそこがいわゆる看護師さんたちが正社員から今パートになっ

ていますよね。普通の社員よりも150千円も200千円も少ない。友朋会なんかもいろんな分析

をしてみますと、本当に派遣社員とかパートとか臨時とか、こういう人たちになってしまっ

ているわけですよ。そしたら、当然所得は落ちる、市民税も落ちる、家が建たない、家をつ

くり切れない、固定資産税は落ちると、こういうふうに悪循環に陥っているわけですよね。 

 私が申し上げたいのは、要するにそのような競争社会において、どんどんどんどん働く人

たちの給料を下げることによって地域が衰退をするということに最終的になるんだというふ

うに思います。 

 私ばっかりしゃべっていますけど、今回この問題を取り上げたのは先ほど言いましたよう

に、確かに契約をして、短期雇用で臨時、嘱託の人は雇用されたと。しかし、嬉野町時代に

委託職員として雇った人、この人たちが集められて、そして何年の何月であなたたちはもう

契約は終わりですよという、俗に言う解雇通知をされた。契約社員として入ったんだから、

それは異論はないと。しかし、もう少し長く勤められるかと思ったと。私のところは家のロ

ーンもあるし、まだ息子の就職も決まっていない。そういう方がやっぱり、ちょっと言えば

悩みをいろいろ言われたわけですね。そのような話を数名からお聞きをいたしました。 

 前の議会の総務企画委員会の中で、私はなれる人をやめさせるのは、特に臨時職員、効率

的にも悪いと。いわゆるなれたらすぐかわらにゃいかん。新しい人に仕事を引き継いで、な

れたときまた次に変わっていくと。要するに雇用と失業の繰り返しだということで、この問

題を何とかできないかという質問をした経緯があります。そのとき総務部長だったと思いま

すけれども、検討してみたいと。例えば、派遣会社をコンサルみたいにやってできないかと

いうのも検討してみたいというようなことを言われていましたけれども、３月議会ふたをあ

ければ、やはり臨時職員と嘱託職員の予算計上ばかりだということで、若干がっかりもした

わけですけれども、そこで市役所の雇用のあり方等については、先ほどから指摘したように、

早急な見直しをぜひお願いをいたしたいと思います。 

 市長に最後にお聞きしたいわけですけれども、役場のスリム化についてはかなり本市は進

んでいるというふうに私は思いますけれども、今後もやっぱり国の方針どおり行財政改革、

特に人を減らすことについては力を入れていかれるんですか。それとも、ある程度地域の雇

用というのも踏まえて慎重な対応をしていかれる、どういうつもりですか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 これは相当以前の議会でもお尋ねいただいたと思うんですけれども、要するに私どもの一

つの職場としてはありますけれども、雇用を確保するための職場でないということで私お答
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えしたと思いますけれども、私どもは行政体の一つの組織として、行政サービスを提供でき

る組織として考えているわけでございますので、そこら辺につきましてはやはり考え方の相

違があるのかなというふうに思っております。 

 ただ、いろんな格差が起きておるということにつきましては、これは私も賛成という立場

ではないわけでございますので、できる限りの努力はしてまいりたいというふうに思ってお

るところでございます。 

 また、以前の職員さんのことでございますけれども、私がちょうど就任しました平成７年

以前につきましては、雇用の期間につきましては具体的な設定がなかったということで、昔

ながらの雇用ということになっておったわけでございますので、そういう点ではいけないと

いうことで年限を設定して、切りかえて、ルールにのっとった雇用の仕方をしていきたいと

いうふうに考えておりますので、そこらについては御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 あと７分しかないんで、また次の機会とらえて質問をさせていただきたいと思います。 

 次に、地域新エネルギービジョンについてでございます。 

 新エネルギービジョンの導入については、それなりの御答弁をいただきました。私は簡潔

に１点だけ質問をしたいのは、今後の課題として、個人に対する助成制度の創設については

取り組む考えはないのかですね。私は考えるべきだというふうに思いますけれども、そこら

辺、市長どういうお考えでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる省エネルギーですね、エネルギーの有効利用ということにつきましては国全体で

対応しなければならない課題であるというふうに考えておりまして、私どもも政策の一つと

して行ってきたところでございます。 

 それで、実は以前、ほかの議員の方からも御質問としてあったと思いますけれども、いわ

ゆるソーラーの、以前のソーラーじゃなくて最近のソーラー、太陽熱発電ですか、そこにつ

いての援助制度をつくって嬉野市内で促進したらどうかということでございました。私ども

も賛意を示しまして検討いたしたわけでございますが、国の枠自体がまたそこによってはめ

られたというふうなこともございまして、なかなか思ったとおりには進んでいかなかったん

ではないかなというふうに思っております。しかし、政策としては、議員御提案のことにつ
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いて取り組むことについては、これは有効であるというふうに思いますので、今どうこうと、

どれをということは申しませんけれども、政策として進展していくことであるならば取り組

みもできるんではないかなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 新エネルギービジョンについては、この報告書、こんな厚いものを、補助事業でしたけれ

ども、つくっていただきました。概要版もこのようにつくっていただいておるわけですね。 

 今回、なぜ助成制度の創設について考えないかという質問をしたのは、いわゆるこれから

の取り組みということで、新エネルギービジョンの概要の中に、最後に考え方を載せてあり

ます。その中で、行政の取り組みとしては、助成制度の創設、検討など住民、事業者への指

示等について取り組んでいくというふうに平成15年に方針が出されていたものですから、ぼ

ちぼちそういう取り組みもするべきじゃないかという意味で質問をいたしましたので、ぜひ

御検討をいただきたいと思います。 

 最後に教育の問題でございます。あと４分しかありませんから簡潔に質問いたします。 

 不審者対策として、いわゆるさすまたを学校に置いてあるわけですね。一方では、不審者

にこれを奪われたら武器となるというふうに言われているわけですけれども、学校には女性

の教職員さんもおられるわけですね。そういうことで扱いにくいという欠点も指摘されてい

るわけです。そこら辺について教育長はどう思われるのか。 

 それともう一つ、ネットランチャー、いわゆる網かけですね。これについては今各学校、

幾つぐらい配備をされているのか。そこだけ答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 さすまたについてですけれども、これについては一応講習会等で警察官の指導を受けた職

員が学校の校内研修で使い方についてはしておりまして、１対１の場合は、おっしゃるよう

に女性の力では到底かなわないという状況でございます。だから、学校において不審者が入

ってきた場合には子供を安全に避難をさせると、警察が来られるまでの一時的な防護策の一

端としてやっているというところでございます。そういったことでございますので、今網の

話がありましたが、そこについては私ちょっと確認をしておりませんので、課長の方から答

弁をさせます。（「本数はわかりませんか。さすまたとネットランチャーの数」と呼ぶ者あ

り） 

○議長（山口 要君） 
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 学校教育課長。 

○学校教育課長（江口常雄君） 

 お答えいたします。 

 ネットランチャーにつきましては、昨年、正式な組合名はちょっと忘れましたけれども、

衛生処理関係の業者さんから各学校に一つずつ寄附をいただきました。（「さすまたは」と

呼ぶ者あり） 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 ネットランチャーなんですけれども、これは各地区に今普及をしているわけですね。ボタ

ンを押して犯人に網をかけると、その間に子供たちを誘導する、避難をさせるというふうに

なるわけですけれども、このネットランチャーが失敗したら、１個では効果はないわけです

よね。ここら辺についてはやっぱり、これ１個20千円ぐらいするそうなんですよね。20個弱

ありますか。これについてやっぱり２個なり、学級数によって３個というふうにある程度余

裕を持って配備するのが妥当ではないかと思いますけれども、１回失敗したらただの網です

よね。そこら辺については学校現場からの要望とかございませんか。増配備する計画は。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 今のネットランチャーの話は、寄附をいただいているだけでございまして、今後は検討を

してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（山口 要君） 

 山田議員。 

○20番（山田伊佐男君） 

 給食費の公費負担についてはもう時間がございませんので。ただ、やっぱり当初は義務教

育は無償だというふうに言われていました。これは給食費という問題ですけれども、今各地

方自治体では少子化対策、あるいは子育て支援の一環として、給食費を無料にしようという

動きも出てきておるわけでございますので、今後の検討課題として努力をしていただきたい

ということを申し述べたいと思います。そのことをすることによって、谷口市長、また杉﨑

教育長の支持率というのは安倍総理よりもぐっと上がると思いますので、そこら辺前向きに

御検討していただくことをお願い申し上げて、非常に一般質問の中で失礼な言葉も申しまし

たと思いますけれども、市政をよくするための言葉だったということを御理解いただきまし

て、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（山口 要君） 
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 これで山田議員の一般質問を終わります。 

 引き続き一般質問の議事を続けます。 

 14番野副道夫議員の発言を許します。 

○14番（野副道夫君） 

 14番野副道夫でございます。ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告書に従い

まして一般質問をいたします。 

 傍聴の皆様方には連日御苦労さまでございます。お礼を申し上げます。 

 12月議会におきましては、私、一般質問の通告はしておりましたが、一身上の都合で登壇

することができませんでしたので、今回は二番草を取るつもりで一般質問を行いたいという

ふうに思っておりますが、昨日から一昨日にかけて、おおむね私の一般質問については論議

がなされましたので、余り私が言うことはないんじゃないかというふうに思うわけですけれ

ども、ここで引き下がるわけにもいきませんので、しばらくの間お時間をいただいて一般質

問を行いたいというふうに思います。 

 今回は減少し続ける人口に歯どめをかける必要性から１点、それから子供たちを市民全体

で守らなければならないという立場から、その安全確保等について市長、または教育長の考

え方を問うものであります。 

 まず、昨年の１月１日、２町が合併をいたしまして新しい嬉野市が誕生をいたしまして１

年が経過したわけでございます。人口３万人の市というのは特例によって市政をしくことが

できた市であることは御承知のとおりであります。 

 今、少子・高齢社会を迎えて、全国的に人口は減り続けている中で、残された人口の奪い

合いが全国都道府県を初め、市町村ではまちの存亡をかけて人口増にしのぎを削っている現

状にあります。当市におきましても、その波をもろに受けて、この１年間でも355人が減少

し、このままでは今後も減り続けていくのではないでしょうか。人口減少に歯どめをかけて

いくことは、今、私たちに課せられた大きな課題であるという思いから、以下の６点につい

てお尋ねをしたいというふうに思います。 

 まず、農林業が年々厳しさを増してきていることは御承知のとおりでありますが、野放し

にしていくわけにはまいりません。生活ができる農業経営が構築されなければならないと思

います。そのためには、農業基盤の整備など農業の活性化が推進をされて、後継者が残れる、

また後継者を育成できる基盤づくりが必要であるというふうに思います。特に嬉野町の特産

品であるお茶にしても、摘採は乗用に変わってまいりました。したがいまして、乗用に適合

する圃場の整備も必要であります。これから若い世代の人が希望を持てる農業を確立してい

くことによって、定住人口の減少に幾らかでも歯どめができるのではないかというふうに思

いますが、市長の考えをお聞かせください。 

 次に、当市の農業の形態を見てみますと、水田農業と茶業を柱に推進されてきております
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が、特に茶業については一部を除いて御承知のように下降線をたどっております。当市の農

業の中では、水田農業と茶業が今後も柱になっていくことは理解するものでありますが、産

物に付加価値をつける研究なども活性化の一翼を担うことになるのではないでしょうか。 

 次に、林業の問題でありますが、あえてここでは地元山材と表現をさせていただきました。

なかなかトンネルを抜け出すことのできない木材の需要の状況であります。御承知のように

森林の持つ機能は産物を創出することのみならず、災害から国土を、あるいは人命を守る機

能を持っていると思っております。昨日も林業活性化については議論されましたが、山で働

ける環境づくりを国や県が推進をしていくのであれば、嬉野市としても乗りおくれないよう

な施策の必要性を感じるものでありますが、市長の考え方をお聞かせください。 

 次に、企業誘致による人口増の対策であります。 

 企業誘致の問題については、９月議会において総務企画委員会が付託を受けて調査をいた

しました。中で新潟県胎内市旧黒川村の実例を報告し、人口6,000人、あるいは7,000人の村

が存亡をかけて取り組まれて、大小17社に及ぶ企業の誘致に成功されたことは、12月議会に

おいて報告し、意見を述べたとおりであります。その後、担当課ではどのような検討をされ、

行動をされているのかお伺いをしたいと思います。 

 次に、今盛んに話題になっております団塊世代の到来であります。退職による里帰りも出

てまいりますが、この方たちに対する誘致活動、あるいは対策は万全でありましょうか。ま

た、里帰りのみならず、都会の生活に疲れて、退職後はゆっくりと田舎暮らしをしたいとい

う方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういう思いの方を温かく迎え入れられるまち

にしていく、田舎暮らしを望んでいらっしゃる方に魅力を感じてもらえるまちづくりこそ、

これから求められるのではないでしょうか。 

 先日、テレビで報道しておりましたけれども、ちょっと町の名前は忘れましたが、田舎暮

らしを望んでいらっしゃる方を町に呼んで、全域を案内してくれる町の職員がいて、丁寧に

案内をしている光景がテレビ放映されたことでありました。今、全国津々浦々でいろいろな

アイデアで企業誘致はもちろんでありますが、人の誘致も真剣に行われております。嬉野市

にありましても、真剣に取り組む必要があると思いますが、市長の考え方をお聞かせくださ

い。 

 次に、今まで人口増に向けた取り組みについて、農林業の活性化の問題から団塊世代に至

るまで、るる申し上げてまいりましたが、全体を網羅して役所の中でそういったことの研究

会を設置して、人口減の問題に取り組まなくてはならないと思いますが、他の市町村ではま

ちの存亡をかけて取り組みが推進をされておりますので、他におくれをとらないようやって

いただきたいと思うわけでございます。市長の考え方をお聞かせください。 

 それから、大きな２点目については教育の問題でありますが、さわりの部分を申し上げて、

あとは質問席から質問をしたいと思いますが、一時期、子供たちが外部からの侵入者によっ
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て危害を受けるという悲惨な事件がありました。これを受けて学校、保護者、地域ぐるみで

子供たちを守っていくという、要するに地域ぐるみということが盛んに言われてまいりまし

た。しかし、今日では子供同士のいじめによる自殺、あるいは親が子を、子が親をという事

件の中身がと申しますか、内容が変わってまいりました。身近さに地域ぐるみがかき消され

たかのように最近聞けない。当市では老人会の方を中心に防犯パトロールをしてもらってい

る、このことは非常にありがたいことだし、必要なことだと思いますが、今こそ以前にも増

して地域が一体となって子供たちを見守る必要があるというふうに思います。何をどのよう

にすべきか、地域ではその手法をつかみ切れずにいるのが実態ではないかというふうに思う

わけでございます。 

 そのような実態を踏まえ、例えば、出前講座的な対話集会など実施をし、学校教育課を含

む学校と地域が一体となれる取り組みは考えられないか、市長、さらには教育長の考え方を

お聞かせください。 

 あとは質問席から質問をいたします。 

○議長（山口 要君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 14番野副道夫議員のお尋ねについて、お答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、大きく２点でございまして、１点目が減少し続ける人口に歯どめ

をする必要があるが、その対策はということでございます。２点目が地域ぐるみの子育てと

いうが一過性のものとなっていないか。また、美言に隠れて全体のものになっていないので

はないかというお言葉でございます。 

 まず、１点目の人口減少に対する課題についてということでお答え申し上げます。 

 少子・高齢社会の到来により、以前の施策の見直しが必要になってきております。特に全

国的に子供たちが少なくなってきており、30年後には地方の地域社会が崩壊すると予言する

学者もおられます。嬉野市内でも毎年の入学式を迎えるたびに200人程度の学童が減少して

います。効果的な施策はありませんが、地道に子供を生みやすい、育てやすい地域をつくっ

ていかなければならないと考えております。引き続き保健、福祉、教育施策の展開に努力を

します。 

 加えて、議員御発言のように、地域を支える農林業の活性化による定住対策も必要と考え

ます。嬉野地区の米作とお茶に加えて、施設園芸の展開を推進できたらと考えております。

塩田地区では以前からさまざまな施設園芸に取り組まれてまいりました。イチゴ、インゲン、

ゴーヤなど、産地としての評価が上がっておりますので、嬉野地区で生産量がふえれば、塩

田地区とあわせて産地としての確立もできるものと考えておりますので、今後関係団体と協

議をしたいと思います。 
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 次に、林業においては、現在の材価の低迷により、経営的な拡大ができにくくなっており

ます。しかしながら、長期的には海外の材の輸入制限などで価格の安定が見込まれておりま

す。また、嬉野市内では林産物の生産がほとんどありません。今後研究をすることも必要で

あります。 

 次に、地域の材で建物をつくることが気候に適した家づくりと言われるように、地域材が

利用できればと期待をするところでございます。現在の国の補助基準などでは公的な施設等

に自由に地域材を利用できませんので、規制緩和等を要望することにより、地域材の利用も

進んでいくものと思いますので、研究をいたします。 

 次に、企業誘致につきましては、合併後の重要課題として体制をつくり対応してまいりま

した。県の担当課との現地視察も行い、絞り込みもいたしております。外部への紹介につき

ましては、法的な準備もありますので、現在取り組みを始めておるところでございます。 

 団塊世代の帰省につきましては、嬉野市内でも見かけるようになりました。今後増加して

いくものと期待をいたしております。幸いにいたしまして、現在区画整理事業等を進めてお

ります。数年後には完成予定でございますので、保留地処分や、また民間の団地開発等も組

み合わせながら適地としてＰＲを行っていければと考えております。議員御提案のように、

市役所内の関連グループにより定住促進と人口増対策を検討することにつきましては、有意

義な御提案と思いますので、組織化できるよう努力をいたします。 

 次に、２点目の地域ぐるみの子育ての課題についてお答え申し上げます。 

 子供たちの健全育成には家庭、学校、地域、それぞれが責任を持ち、取り組むことが大切

であります。嬉野市では合併以前からそれぞれの町でも積極的な施策が展開されてまいりま

した。議員御発言のように、高齢の方々による見守り隊やボランティアによる青パト、婦人

会の方々による声かけ運動、青年団によるサンタの宅配便活動、社会スポーツ団体による子

供たちのスポーツクラブ活動など、地域での活動も活発になってまいりました。加えて民政

児童委員の皆様など、専門的に御活動いただく方々におきましては、地域と家庭での子供た

ちの課題について日々御活動をいただいております。しかしながら、議員御発言のように、

マニュアルを示さないままに事業が先に展開され、既成の事業として行われていることもあ

るのではないかと心配いたしております。 

 以前、熊本県警の専門家を招いてシンポジウムが開催されましたが、先進地の事例をいか

に地域で取り入れていくかについて示唆をいただきました。今後、研修会などを地区単位で

開催できるよう研究をいたしたいと思います。 

 また、ことし準備を始めました地域コミュニティーの取り組みにつきましては、議員の御

提案につき一部受け持つことができるのではないかと期待をしているところでございます。

地域で世代を問わずかかわり度合いが深まっていけば、結果的に子供たちを家庭の子供に加

えて地域の子供として受けとめる方向になればと期待をしております。地域コミュニティー
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の定着についての地域集会なども開催する予定でございますので、機会をとらえ議員の御提

案に沿い、市民の御理解をいただいてまいりたいと思います。このことにつきましては、教

育長からもあわせてお答えを申し上げます。 

 以上で野副道夫議員のお尋ねについて、お答えとさせていただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 ２番、地域ぐるみの子育てについての課題について、まず初めに、地域ぐるみの対応につ

いてお答えを申し上げます。 

 教育委員会では18年度、文部科学省の委嘱を受けまして、地域ぐるみの学校安全体制整備

事業に取り組みました。これは地域、保護者、学校が連携して子供たちを犯罪から守ろうと

いう取り組みでございます。各小学校区から老人会、婦人会、ＰＴＡ、そして学校の代表者、

また嬉野町、塩田町の行政嘱託員さん、婦人会、少年補導員さん、防犯協会の代表、そして

警察の方、県教育委員会などのメンバーを入れて、地域ぐるみの学校安全体制整備事業推進

委員会を結成し、市全体で子供たちの命を守るための活動を行いました。各小学校でも地域

の方やＰＴＡとともに防犯のための推進委員会を設置して、安全・安心の事業に取り組んで

きたところでございます。 

 若干具体的な部分を紹介申し上げますと、まず一つ目でございますが、市全体の推進委員

会は年間４回実施して、市内全域で足並みをそろえて安全体制整備事業に取り組みました。 

 二つ目でございますが、各小・中学校では子供たちの命を守るための学習や行事をとり行

いました。例えば、危険予測学習、犯罪避難訓練、防犯避難訓練、防犯ブザーの携帯などで

ございます。特に嬉野市教育の日、11月５日は市内の全小・中学校のすべての学級で安全に

関する授業を保護者、地域の方の公開のもとに実施をしたところでございます。 

 三つ目でございますが、嬉野市安全教育研究大会を11月５日開催いたしました。市内教職

員や保護者、地域の方が一堂に会して講演会とパネルディスカッションを行い、地域ぐるみ

の安全体制について考えました。教育委員会より見守り隊のたすきや子供たちへのクリアフ

ァイルを配布したり、クリアファイルには子供たちから募集した安全標語優秀作品を掲載い

たしました。さらに子供110番ののぼり、防犯ステッカーを各学校に配布しております。こ

のような取り組みにより、現在市内の全地域で老人会を中心に見守り隊や防犯パトロールが

展開されております。市内からの子供たちの痛ましい事件などは現在起きておりません。 

 また、子供たちと見守り隊の高齢者との触れ合いが、逆に二次的効果として見られてきて

いる地域もございます。今年度は文部科学省の委嘱でしたが、非常に有意義な活動の中で来

年以降もこの事業は内容を精選してぜひ続けていきたいと考えております。ただし、見守り

隊やパトロールなどは無理をすると長く続かないので、できる人ができるだけ、できるとこ



- 286 - 

ろでというスタンスで取り組んでいってほしいと考えております。 

 次に、取り組むべきノウハウ等についてでございますが、平成18年度は教育委員会が主催

した地域ぐるみの学校安全体制整備事業推進委員会、４回でございますが、各学校や各団体

の取り組みの状況や成果として、あるいは課題として毎回話し合われました。その中では私

たちはこんなふうにしていますよと、こんなことで困っていますよとか、学校はこうしてほ

しいとか、行政もこうしてほしいなどと情報交換や意見、要望が出て、その後の活動に参考

になっていました。また、平成18年度は各小学校が中心になりまして、各小学校校区の実態

に応じて、地域ぐるみの安全体制がつくられており、そこが中心となって地域守り隊などの

活動が行われております。現在は各地区の老人会が中心となってくださっていただいており

ますが、今後ＰＴＡや他の団体に徐々に広がっていくことを期待いたしております。ただ、

前にも申しましたように、地域見守り隊の活動は無理のない形で長く続くような体制を、時

間をかけてつくっていってほしいと考えているところでございます。 

 三つ目でございますが、地域と学校、あるいは教育行政担当課との対話等についてでござ

いますが、以前は近所の家同士のつながりも強くて、よその子でも近所の子供でも悪いこと

をすれば我が子のようにしかってくださる大人の方がいらっしゃったわけでございますが、

子供たちもしかられても当然のこととして受け入れておりました。まさにこれこそが地域の

力の根源であり、地域の子供は地域で育てるのが当然という意識が存在していたと思います。

しかし、経済の発展とともに個人主義の考え方が大きくなり、地域のつながりが弱くなって

きていることにより、子供たちを育てる地域の力も弱まってしまったように思われます。そ

こで、今、学校と連携した地域力の再生が叫ばれているわけでございます。 

 教育委員会としては、主に次のような取り組みをしていきたいと考えております。地域と

学校の連携の取り組みということでございますが、そのうちの一つでございますが、地域の

力を取り入れた学校運営、いわゆるコミュニティースクール化ということでございましょう。

現在、今年度まで嬉野中学校で取り組んでおりますけれども、各学校でも取り組んでいると

ころでありますが、地域の方の意見や協力を仰ぎながら学校経営を進めると、いわゆる地域

からはＰＴＡだけではなくて、各学校の実態に即して行政嘱託員の方であろうとか、老人会

の方であるとか、婦人会とか、あるいは各種団体の代表の方に参加していただくというよう

な形のものがございます。 

 二つ目は、学校の学習や行事などへの地域の方の積極的な招聘でございます。生活科、総

合的な学習の時間などでは昔の遊びの学習や地域の学習、または職業体験など、地域の方に

先生になってもらい学習を進めるものが多くあります。これらの体験活動をできる限り多く

日々の授業の中に取り入れていくように学校に依頼しております。 

 また、今年度より嬉野町、塩田町の体育大会が各小学校区で行われることを受けて、実情

に応じて地区と学校で合同開催をすることもあります。また、塩田小学校が塩田津全体を学
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習の場としている塩田津よかとこ祭りなども現在行っておりますし、各学校で地域の方を巻

き込んださまざまな学校行事の計画があるところでございます。 

 社会教育所轄あたりでも若干紹介をいたしますと、放課後児童クラブ、福祉課と連携をと

って嬉野、塩田両地区で実施をしております。嬉野地区では小学校を利用して６クラブ、塩

田地区では保育園に委託をして５クラブ実施をいたしております。それから、子どもの居場

所づくり事業として地域子供教室あたりを実施しておりまして、特にここでは昔遊び、野外

体験、異年齢の集いによる集団、パソコンおもしろ学習館、こういったものもあっておりま

す。 

 いずれにしましても、平成19年度からは文部科学省の管轄の地域子供教室と厚生労働省所

轄の放課後児童クラブ等、一体的、あるいは連携して実施するため、市及び県との連携にし

て取り組んでまいりたいというふうなことを考えているところでございます。 

 以上、二つ目の地域ぐるみの子育ての課題についてお答えいたしました。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 ただいまいろいろ御説明をいただいたわけですけれども、まず、括弧の中の１点目から進

めさせていただきたいというふうに思うわけですが、実は２月20日の新聞で、全国2,600の

集落がなくなるというような消滅のおそれがあるということで新聞に掲載をされました。し

たがって、ここ５年から10年のうちには恐らく四百四、五十ぐらいの集落がなくなるだろう

というような見方であるわけですね。こういった全国的な見方をしていらっしゃる、ここは

必ずしも自然的な現象ばかりではなくて、いろいろダムに対するつぶれの問題、その他全体

的な移住の問題等々加えて、こういった数字が出てきておるようになっております。こうい

うことを見てみますと、ややもすれば嬉野市内にもそういった集落があるのじゃないかとい

うふうな感じを持つわけですね。多分市長もこのことは見られたと思いますけれども、嬉野

市の中でこういったことを心配する必要はないのかどうなのか、そこら辺についてはどのよ

うに感じていらっしゃるでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私もその内容については承知しているところでございまして、嬉野市内でも集落的に見ま

すと、非常に高齢世帯が多いところ、また高齢世帯の中でも特におひとりで住んでおられる

ところが多いところ、そういうところは集中的にあるわけでございまして、集落がなくなる
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ということの一つの原因がそういうことであるとすれば、可能性があるというふうには考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 一つの集落がなくなるということは、ただ人口減少だけじゃなくて、非常に寂しい現象で

あるわけですね。したがって、嬉野市全体の衰退につながっていくような現象になるという

ふうに思うわけです。極力こういうところにはいろいろな手を差し伸べながら、集落が消滅

をしないような施策を今後はとっていただきたいというふうに思うわけですけれども、やは

り嬉野市の中での集落が消滅をするということは、いかにも嬉野市が田舎であり、あるいは

いかにも無施策であったというようなことが暴露されるような気がいたしますので、ひとつ

ぜひこういった集落については、10年で消滅するのは20年、あるいは20年で消滅するような

状態のときには50年は消滅しないというような今後の施策をとっていただきたいというふう

に思うわけですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私もそのように考えるわけでございまして、さまざまな施策を展開いたしておるところで

ございます。特に地域の方にもお願いをしていきたいと思いますが、やはり専門的な知識を

お持ちの民生委員さんとか、区の役員さんあたりはそこらを十分承知をしていただいており

まして、例えば、声かけ運動とか、１日１回訪問していただくとか、そのようなことで取り

組みをしていただいておりますので、たとえ御高齢のひとり住まいであっても、できました

ら御不自由なく安心して暮らしていただけるような、そういう地域を守っていく努力は継続

しなくてはならないと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 やはり年とっても安心して生活できるまちづくりというのが、これから先の大きな課題だ

ろうというふうに私は思っておりますので、ぜひ嬉野市の中からこういった集落が消滅する

ということだけは避けていただきたいと切にお願いを申し上げておきたいと思います。 

 次に、農林業の活性化の問題に移っていきたいというふうに思いますが、まず課長、以前
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に、これは農産物については全国的な現象でありましょうが、要するに今は産物のブランド

化によって、結局産物だけじゃなくて、市そのものをブランド化して売り込んでいくという

ような現象があるわけですね。ずっと以前は私の記憶では、技術連絡協議会というのがあっ

たと思うんですよ。技連、技連と申し上げておりましたけれども、行政、あるいは農協、あ

るいは普及所ですか、こういったところを踏まえて技連というのがあって、その中でいろい

ろな協議がなされてきたわけですけれども、現在それは存続されておるんでしょうか、どう

でしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えいたします。 

 従来塩田町も嬉野町もそういうふうな形で行政とＪＡ関係、それから県の出先機関ですね、

そういった方々で組織された技術者連絡協議会がございました。この分についても、新市で

一本化をするというような形で新しく今回４月から技術者連絡協議会を統一した形で組織を

つくりながら、今、野副議員おっしゃるような地域ブランド農産物の付加価値を高めるよう

な施策の展開を研究するというような形で進めていくことで、今話し合いをしております。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 そうすると、合併して１年が経過したわけですけれども、この１年間については技連とい

うのは開催をされていないということになるわけですかね。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 それぞれ本庁の分の技術者連絡協議会、それから支所の分の技術者連絡協議会、それぞれ

やっとったわけですけれども、後半から合同の連絡協議会というような形で既にもう話し合

いをしておるところでございます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 であるとすれば、今後農業が進むべき道というのは、いろいろな論議の中で出てくるんじ

ゃないかというふうに思うわけですね。ただ、私が思うのは、冒頭にも申し上げましたよう

に、非常に農業そのものが厳しい状況にあるわけです。したがって、高齢化はどんどんどん
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どん進んでいく、あと、耕作者がない、そのためには要するに集落営農ですか、そういった

ところにゆだねていくというシステムになるわけでしょうけれども、なかなか一気に集落営

農に行けるかというような問題もあるわけですね。だから、そういうところを考えてきます

と、本当に嬉野市の主産物なるものが、米麦、大豆、お茶がメーンでありましょうけれども、

ここだけでいいのかということが言えると思うんです。したがって、特にお茶あたりになっ

てくれば、非常に労力を要する産物であるわけでして、例えば、一つの生産者の過程の中で、

片方が欠けてしまえば、なかなか進んでいかないというような現象が起こってくるわけです

ね。だから、そういうふうな現象が起こってまいりますので、１人でもできるような産物の

発掘というのが、これから先の農政協議会、あるいは技連、そういうのに求められる課題じ

ゃなかろうかというふうに思うわけですね。そこら辺、どのような考え方お持ちですか。 

○議長（山口 要君） 

 支所農林課長。 

○農林課長（支所）（松尾保幸君） 

 お答えをいたします。 

 今御承知のとおり、農産物かなり低迷をいたしまして農業も厳しい時代ということで、国

の政策に基づきまして集落営農もどんどん進めるような形をしておりますけれども、なかな

かそれも浸透しないというような形の中で、じゃあどうするかということも技術者連絡協議

会の中でもお話をしております。その中で、従来お茶、それから、米、麦、大豆、こういう

ふうな形の中に特化した農産物をもっと広げて、施設園芸とか、そういった形の普及、今市

長も申しましたような形で普及を図っていきたいということで、今まで従来いろんな形で施

策をしてきたわけですけれども、いわゆる施設園芸、高齢の方でも取り組まれるような施設

園芸の考え方、こういったやつをもっと研究していこうというようなことで、今月の16日に

も園芸野菜関係の大会をＪＡでやるような形で進めてきております。 

 その中の議題でも、１人でどのくらい園芸ができるのかというような提言もしながら、振

興策、いわゆる小ネギとかインゲン、そういった形を普及していこうというふうなことで、

市といたしましても、今まではパイプハウス事業ということでＪＡとタイアップしてやった

わけですけれども、ＪＡ以外でも申請ができるような形に変えていくというふうな形で、や

はり高齢者の方もまだ体力に自信のある方はチャレンジをしていただくと。また、生きがい

対策も兼ねながら、そういったことに挑戦をしていただくような形も考えているところでご

ざいます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 農業者が生活していくこともさることながら、今課長おっしゃるように、結局農業で働く
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ことによって生きがいを見つけていく、そのことによって要するに健康を維持していくとい

うような方向まで、やはり終局は考えてもらって取り組みをしていくべきじゃなかろうかと

いうふうに思うわけですね。 

 何回も何回もなんですけれども、ずうっと高齢化はもう１時間１時間、あるいは１日１日

進んでいくわけですから、今の体力を５年後、10年後まで維持するということは、恐らく不

可能なことであるわけですから、そういった高齢者が、あるいは若い者もしかりですけれど

も、希望を持って働けるような農業の形態というのを、今後模索していかにゃいかんだろう

というふうに思うわけですね。 

 だから、そうすることが行政の責務だというふうに、私は農業に対する行政の責務だとい

うふうに思っておりますので、ひとつそこら辺については、技連の中でもじっくりと腰を据

えて、そしてどういった方向をとっていったが一番いいのか、そして、若い人にも、あるい

は高齢者にもそういうことが通用できるような施策というのを、ひとつとっていただきたい

なということ、そこはあと答弁は要りませんけれどね、強く要望しておきたいというふうに

思います。 

 ただいま農林課長が御答弁になりました。恐らく市長の考え方も変わりはないというふう

に私は理解をしておりますので、ひとつ若い人、あるいは高齢者の人が希望を持って農業に

従事できる施策というのを今後とっていただきたいということを、市長に対しても強く要望

いたしておきたいというふうに思います。 

 それから、次は林業の問題でありますけれども、先刻も申しましたように、森林の持って

いる機能というのは、結局私たちの命を守る、食料の次には森林だというふうに思っておる

わけですね。昨日の市長の答弁の中にもありましたように、国の施策として美しい森づくり

の推進、あるいは地球温暖化の解消に向けた取り組みなどを今後国が推進していくというよ

うな御答弁がありましたので、一応安心をしたわけですけれども、やはり森林に対する手入

れというのが今後必要になってくるというふうに思うんです。森林の手入れをすることによ

って、やはり本当の名木というのも生まれてきましょうし、名木が生まれてくることによっ

て、地元産材の使用というのが、また生まれてくるでありましょうし、そういったところを

結局国の施策、あるいは県の施策として、こういうことが挙げられておって、そして森林整

備の推進が安倍内閣の目玉だというようなことで話があったという報告を受けましたので、

ひとつそういった国の施策、あるいは県の施策に絶対乗りおくれないような嬉野市の施策と

いうのが必要になってくるというふうに思うわけですね。特に嬉野市の場合には山林が相当

率で占めるわけですから、山林を荒廃化させない、本当に山林が森林であるというようなこ

とをつくるのも、一つは、ややもすれば観光の目玉にもなってくるんじゃないかというふう

に思うわけです。したがって、その森林に対する、そういった観光づくりにも役立つという

ふうに思いますので、そこら辺について市長の考え方を再度お聞かせいただきたいと思いま
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す。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今、地域の山をどう守っていくのかということの御質問だと思いますけれども、なかなか

材価が低迷しておりまして、非常に厳しい状況で守っていかなければならないというわけで

ございますが、実は私、県の役員もしておりますし、九州、また国の方の係もしているわけ

でございますが、一般的な感想といたしましては、山の状況がどういうふうになっているか

といいますと、一番手入れが進んでいるのがいわゆる市有林だと思っております。嬉野市の

旧塩田町、旧嬉野町の山というのは、手入れが比較的よくできていると。その次が県有林だ

と思っております。その次が、いわゆる民間の民有林、一番手入れがおくれているが国有林

というふうに理解をしているところでございまして、なぜこういうふうになったのかといい

ますと、やはり国の政策自体が営林署の統廃合等もずっと続きまして、山に対する予算が十

分ついてこなかったということがあったんではないかなというふうに思っております。 

 今回、安倍内閣の目玉といたしまして美しい森をつくっていこうということが決定して、

間伐を中心に予算がついたわけでございまして、大変喜んでおるところでございます。やは

り今議員御発言のように、国を挙げてもう一度山づくりをやっていこうという雰囲気になっ

てきたことについては、非常に喜んでおるところでございまして、私どもの今までとってき

た政策が間違ってはいなかったと、改めて思っておるところでございますので、今後努力も

していきたいというふうに思います。 

 また、今回御承知のように森林組合等の組織の変更がございまして、いわゆる合併という

ことも進めておられるわけでございまして、そういう点ではそういう団体も力をつけていた

だいて、私どものパートナーとしてしっかりやっていける体制ができたんではないかなとい

うふうに思っておるところでございます。 

 そこで一つの課題としましては、やはり山の手入れをするためのマンパワーをいかに確保

していくのかというが課題でございまして、今回予算でもお願いいたしておりますけれども、

そういう点で市としていわゆる山に入っていただく方々への支援ができればというふうなこ

とで考えておるところでございます。 

 また、間伐はできますけれども、伐採はできますけれども、新植がおくれているというこ

とがよく言われるわけでございまして、できる限り緑資源機構の役もしているわけでござい

ますけれども、新植予算の確保ということも今お願いをしておるところでございまして、そ

ういう点では国全体で方向性としてはいい方向に向かってきておるので、私どもとしてはそ

れにあわせて議員御発言のように同じ政策をとっていきながら努力をしてまいりたいと思っ
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ておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 先ほど申しましたように、要するに森林の持つ機能というのは、いろいろ多面的な機能を

持っておるわけでして、観光の目玉としても使用されるのじゃないかという点もありますし、

それから、一方では今市長が御答弁いただいたように、雇用の場としても提供されるという

ふうに思うわけですね。雇用の場として提供されるようなシステムがとれるとするならば、

それによる定住人口の増というようなことも考えてこれるわけですから、ひとつぜひそうい

った方向で、山を見るなら嬉野に行けというような山林づくりに今後精進をしていただきた

いということを、このことはお願いをしておきたいというふうに思います。 

 次に、企業誘致の問題であります。 

 これは助役が担当だったですかね。企業誘致については、先ほども申しましたけれども、

きのうも話があっておりましたが、黒川村の例をとってみますと、要するに中小企業整備機

構とタイアップをして推進をされてきたというようなことですね。きのうからの市長、ある

いは助役の答弁の中にもありましたように、県と協議をしながら進めていくと、あるいは関

東、関西嬉野会等も目玉に入れておるというような御答弁がなされておりましたけれども、

やはり黒川村が成功されたというのは、要するに中小企業整備機構等のタイアップもあった

わけですけれども、東京事務所を６年間開設したというようなことが報告をされたわけです

ね。だから、そういうふうに本当に、ここは黒川村は先ほども申しましたように6,000人か

7,000人の村であったわけでして、その中で大小17社ぐらいの企業誘致ができたということ

ですから、相当努力をされたんだというふうに思います。 

 この企業誘致については、やはり熱心にやっていかないと、恐らくできないんじゃないか

なというふうに思うわけです。というのは、企業ももとよりですけれども、日本の人口その

ものが減少し続けておるわけですから、その中の減少しなかった人口をお互いの市町村が奪

い合いをしよるわけですから、非常に難しい面もあるわけですね。だから、本当に市の存亡

をかけて企業誘致に取り組まなくてはならないというふうに思っておることでございまして、

昨日も論議がされましたけれども、いろいろな条件もありましょうけれども、やはり東京事

務所、あるいは大阪事務所を設置される気持ちはございませんか。 

○議長（山口 要君） 

 助役。 

○助役（古賀一也君） 

 ただいまの御質問でございますが、確かに企業誘致につきましては、本市のみならず、隣
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の波佐見町、長崎県においても大変力を入れられております。また、県内の他市町において

も力を入れられておるところでございます。東京事務所の件につきましては、昨日も御質疑

があったところでございまして、市長といたしましても東京事務所について今後検討したい

というような答弁をされております。そういうことで、今後含めて検討してみたいというふ

うに思います。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 東京事務所、大阪事務所を開設することによって、かなりの財政負担にはなると思います。

しかし、財政負担にはなりましょうけれども、誘致に成功すれば、財政負担をした以上に返

ってくるわけですね。だから、東京事務所、大阪事務所を開設するということになれば、絶

対条件として成功させなければならないというような担当者の意気込みというのが生まれて

くるんじゃないかなというふうに思うわけですね。だから、県と協議をされて、それは条件

をクリアするための協議がいろいろ検討なされておることでしょうけれども、もちろん県も

この間古川知事の話を聞きますと、企業誘致には力を入れていくというようなことをおっし

ゃっておりましたので、多分県としても企業誘致に対しては力を入れていかれるというふう

に思うんですけれども、その佐賀県に誘致をした企業をいかに嬉野市に持ってくるかという

のが一つ課題としてあるわけです。だから、もし企業が本当に佐賀県に来てもいいよと、あ

るいは嬉野市に来てもいいよというような企業であるとするなら、県に来る前に真っすぐス

トレートに引っ張ってきた方が有利になるような気がするわけですね。だから、そこら辺の

こともありますので、いろいろ考えていただいて、県と協議する段階だけ時間的に長くなっ

ていくわけですから、そういうことを私は非常に思うわけです。その財政的な問題を、例え

ば、東京事務所、大阪事務所を開設することに対しての財政的な問題があるとするならば、

財政的な問題は誘致ができることによって解消できるんじゃないかというふうに思うわけで

すから、ひとつぜひそこのところを検討していただきたいなというふうに思います。いかが

でしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 助役。 

○助役（古賀一也君） 

 ただいまの御質問でございますが、東京事務所、ないしは大阪事務所、やはりこれもまた

すぐにできるということではございませんで、当面といたしましては、やはり県の東京事務

所とか、県の機関を通じてやらなければならないと思いますが、先ほど議員がおっしゃられ

ました、いわゆる直接誘致をするということにつきましては、当然これは県の新産業課とも

常に連携をとりながら進めてまいる所存でございますが、独自にやはり既に誘致をした企業
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の関連の企業が何百社というほどあるわけでございますので、そこにやはりそこの社長を通

じてでもお願いをするために市長にトップセールスをしていただくということを考えておる

わけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 既存の企業を通じて推進をしていきたいということなんですが、既存の企業等の協議とい

うのは、もうされておると思うんですけれども、その感触としてできそうな気がするなとか、

あるいはこれは無理だなというような感触を持っておられると思うわけですね。その既存の

企業の、要するに子会社であってみたり、あるいは直属の会社であってみたりというのが出

てこにゃいかんと思うんですけど、そこら辺の感触はいかがですか。 

○議長（山口 要君） 

 助役。 

○助役（古賀一也君） 

 お答えいたします。 

 今、自動車関連の社長なり工場長なりと接触をいたしたところでございますが、やはり企

業の動向といたしまして、海外、いわゆるタイ、それからベトナム、そういったところにシ

フトする企業が多いということでございます。 

 また、県の新産業課のお話を聞いてみますと、やはりいろいろまだ県内でも東部、県の東

部地区に引き合いが多いというような話も伺っております。そういうことで、私たちの一番

強みといたしましては、既にもう自動車関連の企業が市内にあるという実績をもとに、今後

やはりそういった関連の企業なり、そういったところを探してまいりたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 おっしゃるように、今、大手の企業というのは海外へ海外へというような、非常に賃金の

安いところに、費用コストを下げるための手段としてそういった方法がとられておるわけで

すね。だから、そこをつまみ食いしてこにゃいかんわけですから、非常に難しい問題じゃな

いかというふうに思うわけですけれども、そして、どうしても佐賀県の中では東高西低だと

いうのはわかるような気がするわけですね。配送のメッカというのは鳥栖にあるわけですか

ら、そういうことで鳥栖にあって、東高の体制でありましょうけれども、やはり嬉野は嬉野
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として、いい条件をつくっていただいて、そして企業を誘致してくる、そしてそこに定住人

口を持ってくるというようなことにならないといけないんじゃないかというふうに思うわけ

ですね。 

 結局、１年間の人口を見てみましても、出生・転入、転入対転出をしますと、約1,200人

ほどが転出をしていらっしゃると、そして実際に転入をしてきた人は約900名というような

嬉野市の実態なんですね。だから、355名は減少しておるわけですけれども、自然な増減の

ものと、それから、流出人口というのが大半を占めておるわけですから、いかにして流出人

口を食いとめていくかということに今後はひとつ目を向けていただきたい。そのためには先

ほど申しましたように、農林業の問題、さらには企業誘致の問題等々ありますので、お願い

をしておきたいというふうに思いますし、それからもう１点は、要するに団塊の世代という

方がいよいよ退職の年に入ってくるというようなことになるわけでして、この方たちをどう

しても迎え入れられる嬉野市をつくり上げていくことが一番いい方法じゃないかというふう

に思うわけです。 

 もちろんさっきも申しましたように、里帰りをされる人を定住させていくということも一

つの手でしょうけれども、やはり都会の生活に非常に疲れていらっしゃる方もあると思うん

ですよ。だから、そういう人たちがあと余生を田舎でゆっくりと暮らしたいというような方

も余計いらっしゃると思いますので、企業誘致もさることながら、人の誘致についても、そ

ういったところを早く情報を受けて、例えば、よその人でもいいわけですから、嬉野に来て

くださいと、嬉野はこういったいいところがありますよというようなことを、やはり市役所

の職員が案内をしながら、そして説明をしていくというような、そしてそこに定住をお願い

するというような方法をとるのも一つの手だというふうに思うわけですね。 

 先ほども申しましたけれども、やはり女の職員の方だったんですよ、案内をしていただい

たのは、テレビの中でですね。例えば、熊本に行こうか、嬉野に行こうかというようなこと

で訪ねてこられて、そして嬉野を見てみろうかというときに、嬉野市の女性の職員が嬉野市

をくまなく案内をされたと、そうしたところが、お父さん、嬉野に決めましょうかというよ

うなことで、奥さんの一声、その職員の案内の態度、そのことで嬉野に１世帯が決まったと

いうようなことがテレビで放映をされておりましたので、要するに団塊の世代の方をターゲ

ットに絞るということも、絶対忘れてはならないことだなというふうに思うわけですね。だ

からひとつ、ここら辺にも目をつけていただきたいというふうに思うわけですけれども、い

かがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 当然、私どもの嬉野市に新しく住んでいただくということが定住促進にストレートにつな

がるわけでございますので、世代を問わず努力をしていきたいということで考えております。

今回、再三申し上げておりますけれども、嬉野市の施策の第１点に健康ということを挙げま

したのも、それがねらいの一つでもあるわけでございまして、いろんなデータとか、いろん

な方にお聞きしましても、例えば、高齢になってから住まうところを変えていくということ

で一番心配なのは何かといいますと、生活の利便性もでございますけれども、安心して健康

で暮らせるかということが一番の課題になっているということでございます。 

 そういうことで、私どもが今考えております健康を柱とした政策が成功していけば、嬉野

は健康で安心して暮らせるということになりますと、温泉もありますし、いろんな陶磁器等

も体験できますので、魅力ある地域として選んでいただけるというふうに考えておるところ

でございます。 

 特に今回考えております、モデル的になりますけれども、地域に保健師あたりが直接入っ

ていって、個々のサービスができるということが定着していきますと、本当にどこから移っ

てこられても、そういう面では心配なく暮らせるのが嬉野だと、医療機関、福祉機関はもう

充実しているわけでございますので、あとはそのようなサービスを、たとえ知り合いがおら

れなくても、嬉野に来ればそのような健康に関するケアが十分できるというようなことが一

番の売りになるというふうに私は考えておりまして、こういうことから今回の施策の第１の

柱をそのように持ってきているわけでございますので、努力を重ねながら、この団塊の世代

の方あたりも、ぜひ呼びかけをしていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 田舎暮らしをした人が年老いてから都会に行けば、非常に友達ができないというようなこ

とで苦慮されるわけですね。しかし、逆の場合には案外都会から来られた人に対する田舎の

人の接し方というのは、非常に心のこもった接し方ができるわけですから、そういうことを

考えて、やはり団塊の世代の方の取り組みを重ねていくということを、ひとつぜひお願いを

しておきたいと思います。 

 次に進みますが、要するに研究会、市役所の中での研究会、このことについては立ち上げ

ていきたいということですから、一応安心をするわけですけれども、やはり今から先、嬉野

市をどのように進めていくかというような全体的な研究というのが必要だろうというふうに

思うわけです。本来なら企画課がそういうのを担当して、そしてやっていくのが一番いいで

しょうけれども、やはりそれぞれの課で非常に少ない職員の中で苦労されておるというよう

なことから、なかなかそこまでは手が出ないというような実情にあろうかというふうに思い
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ますので、各課からそれぞれ１人ずつでもいいし、３人でもいいし、５人の研究会でもいい

というふうに思うんです。暇をみて、研究をしながらそっちの方向に進めていくというよう

な体制づくりというのが必要じゃないかなというふうに思いますので、このことについては

ぜひ進めていただきたいというふうに思います。 

 時間が大体１時間ぐらいで終わる予定だったんですけど、少し食い込んでおりますが、２

点目に移っていきたいというふうに思います。 

 きのうもありましたように、やはり子供たちが健康ですくすくと育ってもらいたい、そし

て安心・安全の中で伸び伸びと育ってもらいたいというのが、すべての方の希望であるわけ

ですね。だから、学校施設における安全性については、一昨日も論議がされました。子供を

犯罪から全体で守る立場から質問していきたいというふうに思いますので、よろしくお願い

を申し上げます。 

 先ほども話がありましたように、以前は外部からの侵入者による犯罪というのが非常に多

かったですね。その多かった時代に地域ぐるみで子育てをやらにゃいかんというような言葉

が出てきたわけでございますけれども、最近は余り事故が身近になり過ぎて、どこでどのよ

うに歯どめをしていくのかというような、例えば、児童の虐待の問題であるとか、あるいは

その他いじめによる自殺であるとか、そういう方向に変わってきておるわけですね、事件が。

だから、そういうのにかき消されてきておるんじゃないかというふうにも思いますし、外部

からの侵入者による事件当時よりも、もっともっと今は地域ぐるみというのが大事な時代に

入ってきたというふうに私は理解をするわけです。 

 だから、３万市民すべてが本当に我が子同様に、先刻教育長御答弁なさったように、我が

子同様に扱える気持ちがなくてはならない。しかし、地域ぐるみとはいえども、なかなかそ

の地域に入っていった場合に、地域ぐるみの子育てで子育てすることはどういうことよとい

うような、何をどうすればいいのというのを地域ではまだつかんでいないというふうに私は

思うわけです。だから、そこのところをひとつしっかりとやってもらわんといかんなと思う

わけですね。 

 この嬉野市報の12月号にも、「みんなで守ろう嬉野の子供」というのが、結局地域ぐるみ

の安全体制研究大会というのを見せてももらいました。その後、新聞にもいろいろいじめは

ふえているよというようなこと、あるいはその他もろもろの事件が起こっておるわけですけ

れども、やはりみんながそういう気持ちにならんとできないなということが大綱としてある

わけですね。きのうも田中議員だったですかね、教育長の新聞を見ておられたわけですけれ

ども、私も見せてもらいました。ここの中にも学校と家庭、地域がより積極的に連携するこ

とで魅力ある学校をつくっていきたいと、こういった抱負を述べていらっしゃるわけでして、

本当に地域と学校が一体とならなければならないというのはわかるわけですね。 

 私たちが――私たちがというよりも、私が青年団当時には吉田地区の運動会を開催すると
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きには、学校の先生もすべて応援に来てもらっておったわけです。運動会が終わったときに

は学校の先生と青年団、あるいは地域の方と一緒になって打ち上げを学校でやるというよう

な時代でありましたので、地域と学校とがかなり密接した中で学校運営ができておったとい

う時代であったわけですね。その時代を想像すると、もう一度そういう学校になってもらい

たいと思うわけです。だから、そこのところを私は特に思うわけでございまして、質問をし

ておるわけですけれども、一番ここの中で問題になるのは、その地域に出向いていただいて、

要するに出前講座みたいな形の中で、その地域ぐるみの子育てとはこういうことよと、こう

いうことを私たちは言っているんだよと、だから地域でこのように取り組んでいただけない

だろうかというような訴え方をすることによって地域に浸透していくのじゃないかなという

ふうに思うわけですね。いかがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 ただいま議員から御意見を拝聴しまして、同等の考えを私も持っております。いわゆる出

前講座みたいなものでやるという方も、非常に今の時期に適したことではないかというふう

には思います。それと同時に、きのうちょっと田中議員の御質問のとき話しました学校の運

営協議会というものを立ち上げて、その中に地域の方の代表に来ていただいて、学校スタッ

フといいましょうか、サポートスタッフといいましょうか、そういう方を地域の方の代表で

入っていただいて、そしてそこでまたチーフになられる方あたりに言って、そしてそれぞれ

の団体等に学校の方から出向いていくというふうな方法もあるのかなと、今お聞きをしてお

りまして考えているところです。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 市長が対話集会をされる、そして学校は学校なりに夏休みの前に地域に出向いて、そして

地域の中でいろいろ対話集会があるわけですね。そのときには夏休みに入るから、子供たち

の安全はこういうことにしてくださいというような、おおむね一方通行的な感覚なんですよ

ね。だから、私はそのときもぜひ出席をさせてもらっておるわけですけれども、少し学校は

弱過ぎはせんねと言うとですよ。これも地域にお願いしました、あれも地域にお願いしまし

たじゃなくて、例えば地域ぐるみの子育てについて、学校はここまでやっているから、この

ことを地域でしてくれませんか、してくださいというような訴え方をしていいじゃないです

かと、私は言うんですね。だから、そういうふうなことが非常に学校としても昔みたいに、

地域と学校の先生とが密接な関係にあれば、そういうことすぐ言えるわけでしょうけれども、
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集会に来られる先生は初顔合わせというような状態の中でですから、非常に言いづらい、言

えない部分もあると思うんですけれども、やはり地域に出向いたときには、学校というのは

こういうことをやっているんだから、あなたたちもこうしてよというふうな言い方をされる

のが、もっともっと地域ぐるみの子育てというそのものが地域に浸透していくことじゃない

かなというふうに思うわけですね。そこら辺の御指導はいかがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 学校の指導力をもっと発揮せろということかのようでございますけれども、野副議員が最

初おっしゃいましたように、過去の時代にはちょっと戻ることができないですね、現在。そ

ういったことでいけば、今おっしゃる向きもないではないと思います。ただ、それを私は今

度の学校運営協議会の中で新しい形としてやっていくと、いわゆる学校運営協議会の名で、

これは学校がすべきであると、これは地域がすべきであると、これは家庭で当然やるべきで

はないかと、そういった仕分けをしながらやっていくというのが、これからの21世紀に向い

ていると、議会と市長がよく言われますけれども、歓声が聞こえるまちづくりの一端を担う

子供たちの育成につながっていくんではないかというような気がしております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 やはりそれぞれの、もちはもち屋というのがあるわけですね。だから、例えば、極端な例

を挙げてみますと、今、はしの持ち方は学校で教えろというような、そういうふうな感覚が

あるんですよ。だから、はしの持ち方ぐらいは親が教えろよというようなことになってこん

というと、やはりそれぞれのもちはもち屋の業務が発揮できないというような面があろうか

というふうに思うですね。だから、そういう意味でもやはり学校はもっと地域に対して強く

あっていいんじゃないかなということを提言しておきたいと思います。 

 それから、もう一つは、私が思うのは、学校教育と社会教育というのは裏腹なんですよ。

私は学校教育というのは社会教育の一端だというふうに思っているわけですね。だから、大

きな社会教育という枠の中の一端が学校教育であるというふうに思っているんですけれども、

いろいろな本あたり見てみますと、学校が言うときには学社連携、社会教育が言うときには

社学連携と、こういうふうに確実に背中合わせているわけですね。だから、それでは教育と

しての意味がないんじゃないかと、だから、社学連携でも学社連携でもどっちでもいいから、

まずその大きな社会教育の中に学校教育も入っているんだというふうに私は思っているんで

すけれども、教育長の考え方はいかがでしょうか。 
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○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 私はもっと長いスパンで見ていきますと、家庭教育、それから学校教育、それから青少年、

あるいは年寄り、高齢者までの社会教育、こういったスパンを考えております。したがって、

おっしゃるように、社会教育の一端ということもありましょうけれども、学校は私は学舎で

ございますので、今、はしの例をおっしゃいましたけれども、完全学校週５日制あたりでの

提起があったときは、私は地域、家庭、学校がそれぞれ３分の１ずつ担当をして役割を果た

すということが、これからの学校の役割であると思っております。 

 それと同時に、先般保護者約1,000名ぐらいのアンケートをとってみました。小学校高学

年、地域住民の方、それから中学校にやっている子供さん方ですね、この中で一番多かった

のはやはり学校に対して期待するのは学力向上でございました。それから二つ目は小学校、

地域の方も心の教育の充実であります。そして２番目、小学校あたりは学力が来ていました。

地域の方はマナー指導、礼儀ですね、そして豊かな心ということで、３者ともこの三つが教

育課題というふうに私自身もとらえております。そういった意味では、それぞれの今の課題

を消化するということになりますと、学校だけではできないし、一般的に今学校が余り強く

言いますと、学校ばかりひどく言うというふうな反響もありますので、そういった意味で今

提案している運営協議会あたりを提起して、そこで地域連携あたりも社会教育連携あたりも

進めていかれたらというふうな気持ちを持っております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 野副議員。 

○14番（野副道夫君） 

 もうそろそろ終わりたいと思いますけれども、特にその地域ぐるみのということについて

は、先ほど教育長おっしゃったように、出前講座的なことをやりながら、地域に浸透させて

いただきたいということは切にお願いを申し上げておきたいというふうに思います。 

 人口減少の問題、あるいは地域ぐるみの問題、いろいろ申し上げましたけれども、やはり

私たちも嬉野市が消滅してはならないという気持ち、あるいは子供たちが変な方向に進んで

はならないという気持ちを込めて申し上げておるわけでございますので、どうぞひとつ努力

できる分については御努力をいただいて、そして早期にこういった問題が解決できるように

お願いを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（山口 要君） 

 これで野副道夫議員の一般質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで３時10分まで休憩します。 
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午後３時２分 休憩 

午後３時10分 再開 

○議長（山口 要君） 

 それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。 

 10番芦塚典子議員の発言を許します。 

○10番（芦塚典子君） 

 通告に従い一般質問をいたします。今回は、子育て支援事業について、５項目について一

般質問を行います。 

 昨年末に厚生労働省は、日本の総人口が2055年には現在より3,800万人少ない8,993万人ま

で減少すると予測した日本の将来推計人口を公表いたしました。合計特殊出生率は05年と同

じ1.26と設定、前回推計で1.39まで回復するとしていましたが、大幅に下方修正いたしてお

ります。06年度には合計特殊出生率が1.29に上昇するものの、今年度から下降、44年以降は

1.26で推移するとされております。総人口は、2046年に１億人を割り込み、2055年には

8,993万人になると予測しております。2055年の年代構成は、65歳以上が約41％と、現状か

ら倍増しており、14歳以下は８％に減少すると報告しております。 

 このように深刻化する少子化の現状は、将来、社会保障費の増大や労働人口の減少、子供

の自主性や社会性の低下、地域連帯意識の希薄化など社会全般に大きな影響を与えます。ま

た、女性の社会進出による共働き家庭の増加や核家族化の進む一方、地域社会との関係が希

薄になり、児童虐待を初めいじめや不登校児の増加など、子供を産み育てる環境も大きく変

化していきます。このような状況の中で、将来に夢を持って子供を安心して産み育てるため

に、子供が健やかに成長する環境を整備し、子育てのニーズにこたえられる子育て支援サー

ビスを提供し、地域が子供とともに成長していくまちづくりを推進していく必要があります。

当市における子育て支援の事業の現状をお伺いしたいと思います。 

 まず第１に、要支援児童への対応と支援体制はどのように行われているか、お伺いいたし

ます。 

 増加の傾向にある児童虐待に対する対応と支援体制、また、ひとり親家庭への支援体制、

障害児支援体制はどのように取り組まれているか、お伺いしたいと思います。 

 ２番目として、ブックスタートについてお伺いいたします。 

 ブックスタートは、1992年英国で始まり、日本では2001年４月に実施を開始し、現在全国

各地に広がっています。文字どおり赤ちゃんに本を始めるという事業ですが、各地の特性に

合わせた地域の運動が始まっています。2006年12月31日現在では、ブックスタートの実施自

治体は1,840市町村のうち597市町村で、県下では４カ所の自治体で始まっております。当市

での事業は計画されているか、お伺いしたいと思います。 

 ３番目として、子どもの居場所づくりについてお伺いいたします。 
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 子どもの居場所づくりは、放課後子どもプランの一環として、今年度は文部科学省137.6

億円、厚生労働省189.7億円の予算を要求して、文科省と厚生省が連携して子供の安全で健

やかな活動場所を確保し、総合的な放課後対策を実施するとしております。当市における子

どもの居場所づくり事業の現状と今後の方針、またＣＳＯ、いわゆる市民団体とＮＰＯの支

援、または協働はどのように図られているか、お伺いしたいと思います。 

 ４番目として、子育てや教育に関する情報提供や相談体制はどのように行われているか、

お伺いいたします。 

 当市の相談件数は、児童虐待相談に次いで子供の発達障害やＬＤ、ＡＤＨＤの子供の相談

が多い状況です。このような相談に対する対応と今後の支援策はどのようにとられているか、

お伺いしたいと思います。また、総合的相談窓口が必要と思われるが、どのように対処して

いかれるかお伺いしたいと思います。 

 ５番目として、特別支援教育の現状についてお伺いいたします。 

 通常の学級に在籍し、学習や生活において特別な支援を必要とする子供、いわゆるＬＤ、

ＡＤＨＤ、発達障害、自閉症等に対して教育支援はどのように図られていくか、お伺いした

いと思います。 

 以上５点について、壇上における質問といたします。 

○議長（山口 要君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 10番芦塚典子議員のお尋ねについて、お答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、子育て支援事業についてということでございます。その中で、特

別支援教育の現状については、教育長の方からもお答えを申し上げます。 

 子供たちを取り巻く環境は厳しくなっています。学校はもちろん、地域でも支えていかな

ければなりません。嬉野市では、市民の御理解をいただいて各種の支援事業に取り組んでま

いりました。議員御発言の児童の虐待につきましては、法の制定なり虐待の早期発見、関係

機関への通報、対象の子供の保護などを連携して行っております。また、市内の有識者によ

り児童虐待防止対策の委員会も開催されており、情報交換を行い対応策も協議していただい

ております。嬉野市内では厳しい虐待が行われているとの報告は起きておりません。しかし

ながら、虐待のおそれがあるものとして対処したものは数件ありました。今後も関係機関と

連携をとりながら対処をしてまいります。 

 次に、ひとり親家庭の対策でございますが、嬉野市内でも事情があってひとり親家庭にな

られる家庭が増加傾向でございます。民生委員の皆様による把握、学校での把握等によって

対応いたしております。子育ての支援や税務関係での支援を行っております。特に、子供の

健全育成の環境整備につきましては大切なことでございますので、支援制度に適合させなが
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ら相談事業等も実施しております。 

 障害児支援施策については、障害者団体への援助やさまざまな障害の程度に合わせて支援

を行っておるところでございます。身体的な障害につきましては、機械、器具の購入補助、

支援学校通学への補助なども行っております。精神的な障害をお持ちの方に対しましては施

設入所や通所の支援なども行っておるところでございます。さまざまな支援策を組み合わせ

ておりますので、御相談いただければと考えております。最近は事故などで障害者となられ

る場合もありますので、民生委員さんの御協力をいただきながら対応をいたしてまいりたい

と思います。 

 ブックスタート事業についてお答え申し上げます。 

 ブックスタート事業につきましては、議員御発言のように県内でも開始している自治体が

ございます。嬉野市でも、よい子あつまれ事業などで絵本を使ったり、おはなしどんどんな

どで読み聞かせにより本に親しむことを通じて情緒的な育児への努力も継続をして行ってい

るところでございます。ブックスタート事業につきましてはブックスタートパックを配布す

ることからスタートするわけでございますが、予算措置が必要であります。レールに乗れば

健診での事業も展開できるというふうに考えておるところでございます。健診時に常時行う

ことは人的な課題がありますので、現在取り組んでいる子育て支援に加えてブックスタート

事業の趣旨を生かせるよう事業の実施について研究を行ってまいりたいと思います。 

 次に、子どもの居場所づくりについてお答え申し上げます。 

 子供たちを地域社会で見守り育てていくことが大切であります。嬉野市ではさまざまな事

業が行われております。通常の保育事業に加えて病後児保育事業、輪番制による保育事業、

宅老所での保育事業、放課後学童保育事業などが行われております。それぞれの団体が支援

体制をとっていただいております。市民団体につきましては、それぞれの活動の目的があら

れるわけでございますので、協議しながら設立の趣旨を尊重し、子育て支援の役割も担って

いただいておるところでございます。運営資金などについては、厳しい現状があることはお

聞きする場合もございます。支援につきましてはでき得る限り対応いたしてまいりますが、

限度もありますので、効率的な運営への対応もお願いをいたしてまいりたいと思います。 

 次に、子育ての相談窓口についてお答え申し上げます。 

 子供たちの健全育成には、さまざまな支援が必要であります。先日、長崎市役所をお訪ね

いたしましたときにも、子供たち全体への支援を統合された組織について資料をいただいて

まいりました。子供たちの数が非常に多い場合には、さまざまな課題を１カ所で対応するメ

リットを感じてまいりました。現在の嬉野市役所では保健、福祉、教育委員会が分担して仕

事をいたしております。また、多くの市民の御協力をいただき、子育て支援を展開しておる

ところでございます。 

 窓口の課題でございますが、現在は大体保健担当が母子手帳の発行段階から中心になって
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対応をいたしております。また、子供たちを含む家庭、家族の問題につきましては、主に福

祉担当が行っております。学齢期の対象の子供を含む家庭の問題につきましては、教育担当

課が対応いたしております。組織的な対応が必要な課題につきましては、グループ制度を使

って総合的に対応いたしております。子供担当課のことにつきましても研究いたしたいと考

えております。いずれにいたしましても、細やかな対応ができるよう努力をいたしたいと思

います。 

 次に、特別支援教育の現状については教育長からお答え申し上げます。 

 以上で芦塚典子議員のお尋ねについて、お答えとさせていただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 それでは、特別支援教育の現状についてお答えを申し上げたいと思います。 

 平成18年７月の調査によりますと、通常の学級にＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症の児童・

生徒が市内全体で50名ほど在籍をいたしております。これらの児童・生徒は特別な支援を要

する児童・生徒でございまして、各学校でさまざまな手だてがとられているところでござい

ます。 

 幾つか紹介をしていきたいと思いますけれども、まず、各校の特別支援教育コーディネー

ターが中心になり、一人一人の子供に対して個別の支援計画を作成し、校内外で連携した支

援体制をつくっています。特別支援教育コーディネーターには教務主任、特殊学級担任、教

育相談担当などを当てております。また、特別支援校内委員会を設置いたしまして、一人一

人の子供たちへの支援について教育相談部会、ケース会議を適宜持つようにしております。

校内委員のメンバーは校長、教頭、教務主任、特別支援教育コーディネーター、特殊学級担

任、教育相談担当教職員、そして教育相談員などが入っております。 

 低学年児童に対しましては少人数ＴＴ加配教員や指導法改善ＴＴ加配教員、またはその他

の級外の職員が支援に当たることが多いようです。特殊学級在籍の子供さんに対しては、主

に担任が支援に当たりますが、個別の支援計画をそれぞれ作成し、全職員で対応するように

いたしております。スクールカウンセラー、スクールアドバイザー、その他の教育相談員も

学校職員と連携して支援に当たっております。 

 轟小学校ではということで申し上げますと、ＬＤ、ＡＤＨＤで通級指導教室を開設し、轟

小学校児童・生徒を中心に児童を受け入れておりまして対応いたしております。これらの取

り組みにより一定の成果は出てきておりますが、当該児童・生徒に対して教職員や相談員等

の人数がまだまだ不足しております。できましたら支援員の各学校への配置等も検討してい

きたいというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 
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○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 まず最初に質問いたします。 

 現在、増加傾向にある児童虐待に対する対応と支援体制についてお伺いしたいんですけど、

平成18年４月１日から12月31日まで児童虐待相談件数が21件、それからＬＤ関係の言語発達

障害等相談が23件、育児しつけ相談が21件、計82件の相談が嬉野市に寄せられておりますけ

ど、これはどのような対応をなさっておられますか、お伺いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 それでは、福祉の方で担当しておりますのは、児童虐待相談が主でございまして、先ほど

議員おっしゃられましたように、昨年の４月から12月までで21件の相談があっております。

これにつきましては、昨年の10月に嬉野市児童虐待防止協議会という組織を新たに立ち上げ

まして、この中では、県の機関としまして中央児童相談所、それから福祉事務所、それから

民生委員さん、警察、保育園、幼稚園、学校、精神科医、医師会、それから市役所というこ

とで、こういったメンバー計10機関の13名で協議会を立ち上げております。特に大きな緊急

な問題につきましてはケース会議等を開きまして、こういった関係機関と相談をしながら、

個々のケースによりまして主に御相談を申し上げるのは、県の中央児童相談所、それから民

生委員さん、それから警察、それから学校関係者等とケース会議を開きまして、昨年の１月

から設置をしております家庭相談員さんが主体になりまして、現在、個々のケースを担当し

て問題の解決に努めております。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 計13名で県と連携して中央相談所、並びに家庭相談員さんと連携して相談に当たられると

いうことなんですけど、本庁には係の方が２人いらっしゃいますけど、実質は１人だと思い

ます、臨時で職場についておられますので。この方たちがいわゆる82件という相談件数に当

たらなければならないので、恐らく十分な相談はできていないと思いますけど、本庁におけ

る支援体制というのをもう少し充実できないものか、お伺いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 本庁で特に主体的に窓口として相談を受け付けておりますのは、先ほど申し上げましたよ
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うに家庭相談員さんが２名いらっしゃいます。この方々は嘱託職員ということで、週に30時

間の勤務ということで２人で60時間ですので、一応現在の相談件数、特に福祉の方で窓口と

して取り上げております21件につきましては、特に人数的に不足をしているとか十分な体制

がとれてないというふうには理解をしておりません。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 恐らくこの82件のうち21件、そして児童虐待が21件、育児しつけ相談が21件ということな

んですけど、いわゆる児童虐待は児童虐待だけで特定されていなくて、育児しつけ相談の中

にも児童虐待があるわけです。これは民生委員さんとか医師からの通報とか、そういうもの

によって相談が本庁の方に来ているもので、潜在的な相談対象者はかなり多く、窓口まで来

られていない潜在的な相談を受けるクランケといいますか、そういう方はたくさんいらっし

ゃると思います。 

 それで、ほぼ１名で網羅できるものじゃないと思いますし、また、この方たちはひとり親

への対応とかそういう方もなさっていますので、もう少し嘱託員というんですか、家庭相談

員の強化というのを図られた方がいいんじゃないかと思います。私は、これ年間で100人ぐ

らいと思っていたんですけど、まだ９カ月で82件の相談をなさっています。年間にすればか

なり今後ふえていくと思いますし、虐待相談でも想像以上の件数だと思いますけど、もう少

し家庭相談員の強化というのを図られないものか、これは市長にお伺いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど部長がお答えしましたとおり、専門の窓口としてはそのような形になっております

けれども、ほかのいわゆる担当からも協力をしながら解決をしているところでございまして、

まずカウンセリングを行うわけでございますけれども、その中身によりましては上司に相談

をしますので、上司が判断をしながらほかのところにも一応協議を持って協力的に行ってお

るというふうに理解しておりますので、現場がそのように判断しておりますので、今後調査

等もいたしますけれども、今のところそういうことで十分できているんではないかなという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 
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 不十分と思われるので質問をしております。 

 もう一つの質問なんですけど、ひとり親家庭への支援体制はどのように行われているか、

お伺いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 ひとり親家庭につきましては、母子自立支援員というような専門の相談員を１名配置して

おります。これも同じく嘱託職員で週30時間というようなことでございます。主に取り扱っ

ております業務につきましては、母子福祉資金の貸し出しとか、それから就職等のあっせん

と申しますか、それに伴う準備金とか、そういった主に母子世帯の自立に関して資金的な援

助が公的な分でできる分についての窓口となっております。それと同時に、今度は自立のた

めの就職の訓練といいますか、そういった制度もございますので、そういったものを希望さ

れる母子の家庭につきましては、そういった相談も受け付けをしております。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 ひとり親家庭への支援ということで私質問いたしましたんですけど、最近、好むと好まざ

るとにかかわらず子供を産まなければならないという状態の女性が嬉野市にもいらっしゃい

ます。この方たちはまだ若くて資金もなくて、それから妊娠もしておりますので体力もなく

て、本当に悲惨な境遇だと思います。そういう支援は大体どういうふうな支援をなさってお

るか、お伺いしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 福祉部長。 

○福祉部長（田代 勇君） 

 いろんなケースの御相談を受け付けております。特に母子の若いお母さんで、先ほど議員

がおっしゃられたようなケースにつきましては、当然生活資金が不足をするというような状

況にもなりますので、これにつきましては生活保護のグループの方でとりあえず就職をされ

るまで、自立ができる家庭環境になるまではそういった生活面の扶助といいますか、生活保

護の対象にして、そういった家庭について母子ともに最低限の生活ができるような対応はい

たしております。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 私が先ほど申しましたのは、いわゆるシングルマザーという状況です。嬉野市にもやはり
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いらっしゃいます。今後少なくなる可能性はないと思います。やはり女性がこういう場合に

陥った場合に資金面、健康面、生活面、本当に悲惨な状況だと思いますので、ぜひ生活支援、

あるいは資金支援、女性たちがそういう一番苦しい時代に支援をしていただいたら必ず自立

ができますので、そういうほんのわずかな期間なんです、一生を考えればですね。その期間

に確実な支援をしていただいたら、本当にその人の一生は救われるんじゃないかと思います

ので、ぜひこういう支援は本当に目に見えないような支援なんですけど、数名の方なんです

けど、支援をお願いしたいと思います。 

 次に、ブックスタート事業についてお伺いしたいと思いますけど、県下では４自治体が今

ブックスタート事業を始められております。伊万里市と武雄市、東与賀町、白石町、この四

つの自治体が始められていらっしゃいますけど、いわゆる赤ちゃんに本を始める事業なんで

す。それで、本市にもぜひこれは始めていただきたいんですけど、各自治体で取り組み方は

いろいろ違います。それで、私が一番いいと思ったのは、伊万里市の自治体の取り組みなん

ですけど、３カ月児健診で赤ちゃんに本を始めるという事業です。これは３カ月健診の折、

受け付け、問診、身長・体重測定、内科の問診、それから育児相談があって、別の部屋でブ

ックスタートとしてお話し会などの公募によるボランティアによるスタッフによって赤ちゃ

んに本が見せられて、そして帰りに本４冊の中から２冊を赤ちゃんにプレゼントするという

事業です。インターネットで取ったのでちょっとぼやけておりますけど、こういう赤ちゃん

の、私も３カ月というのはちょっとびっくりしましたけど、すごくいいなと思いました。と

いうのは、このころは母親というのは子供に物入りなんです。赤ちゃんの服は買わにゃいか

んし、ミルクは要るし、こういう何かゆとりがないんです。そのときに絵本を与えられたら、

赤ちゃんだけじゃなくて母親も本当に安らぐんじゃないかと思いますし、赤ちゃんの顔がす

ばらしいと思います。こういう事業は伊万里市では14年から取り組まれております。という

のは、まず勉強会をなさって、視察をなさって、ボランティアを募って、事前研修会を四、

五回なさって、16年にスタートをなさっています。２年間ぐらいかかっておりますけど、本

市ではすぐにでも取り組んでいただきたいと思いますけど、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私も先ほどお答えしたとおりでございまして、現在うちで行っております子育てのいろん

な事業にお伺いするわけでございまして、よい子あつまれの事業あたりに行きますと、今お

話しのように本を読んだり、また紙芝居をしたり、また積み木をしたりしてずっとやってお

られるわけですけども、やっぱり絵本を見たり、それから紙芝居を見たりするときの子供た

ちの生き生きとした顔といいますか、非常に印象的でございます。それぞれの節目、節目に
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来ておられるわけでございますけども、またお母さんたちも非常に楽しみに来ておられます

ので、そういう点では、いろんな形をとりながらでもやっぱり継続していかなければならな

いというふうに思っておるところでございます。 

 冒頭お答え申し上げましたように、このブックスタート事業につきましては一応趣旨を生

かせる形で取り組むように研究を始めたいと思っておりますので、いろんな御意見もいただ

ければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 ぜひこれは生まれてくる赤ちゃんたちのために取り組みをよろしくお願いいたします。 

 それから次は、厚労省と文科省が今年度は強化しております、放課後子どもプランの一環

として子どもの居場所づくり事業が社会教育課で行われておりますけど、今まで16年度から

緊急３カ年計画という形で行われてきたんですけど、今年度からさらに二つの省庁が連携し

て強化を図っております。社会教育課のこの子どもの居場所づくりについてお伺いしたいと

思いますけど、今まで行われている一つの事業なんですけど、子供の料理教室、これについ

てちょっとお伺いしたいと思いますけど、この料理教室が今年度で終わりです。 

 質問に入りますけど、まず16年度は講師料が５千円、指導員が１回３千円でした。今年度

は講師料１千円、指導員料１千円です。時給にすれば100円以下です。ただ、この報酬が支

払い時期がなかなか決まっておりませんし、いつもおくれて、１年半おくれて支払われるこ

ともあります。さらに源泉徴収票が本人に配られないんです。先週、確定申告に行って報酬

が出ているということで驚かれております。 

 また、この事業が今年度で終わりになりましたので、先週の日曜日、３月11日に最後の事

業が行われております。子供たちが22人ぐらい参加してサンドイッチをつくる事業が行われ

ておりますけど、金曜日、前々日に、この食材費は出ませんという話がありました。報酬の

支払い面においても明確じゃありませんし、年間計画として事業計画は出しております。前

日になって食材が出ないというこういう計画変更があると、どのようになっているか、社会

教育課長にお伺いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（石橋勇市君） 

 キッズクッキングのことについてのお尋ねですが、まず基本的には平成16年半ばからこの

事業が始まりまして、いち早く取り組んでおります。国の委託事業でございまして、一般会

計予算を通しての事業じゃないということがまず前提にございます。そういったことで、16
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年度事業につきましては、半ばからということで16回ほど開催をしております。 

 それと、いろいろ食材の支払い、あるいは賃金等についてのお尋ねでございますが、講師

謝金等については３年間を経過することで、できるだけボランティア団体、そういった方々

に協力を願って事業を推進してくださいといった国の方針がございまして、まず当初はそう

いった事業に対する講師謝金等は、専門的謝金は５千円認めますとかいった基準が設けられ

ておりまして、平成18年度につきましては講師謝金等につきましても１千円以内にしてくだ

さいといった形での指導があって、国の従いながら実施をしておるという状況にございます。 

 それから、支払いの遅配等についてもお尋ねでございますが、委託事業ということで、私

どもの方で一般会計予算の方で予算措置をして後で補助金等をもらうということであればタ

イムリーに支払いもできるわけなんですが、委託金としての国からの収入がないということ

で、別口座という形になっておりましたので、やむを得ずそういった形でせざるを得なかっ

たという状況もございます。 

 それから、食材等の仕入れ云々につきましては、事業内容と出席者が何名とか、私どもの

方でつぶさに現場でしておるということでもございませんで、そういった自主活動の中で御

苦労していただいていることもございまして、そういった行き違いも生じているんではない

かというふうに感じております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 さっきの質問で、源泉徴収票が本人に配られてないというのはどういうことなんでしょう

か。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（石橋勇市君） 

 源泉徴収票がまだ配られないということに対しましては、申しわけございませんが、ちょ

っと私どもの方で把握をしておりませんでした。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 源泉徴収票が配られなかったので、先週ですか、確定申告にたまたま行って、報酬が出て

いると、びっくりしたそうです。金額も違いがあるそうです。 

 この事業は最初に年次計画を出しているんですけど、再三再四社会教育課に呼ばれるんで

すよ。女性たちはちゃんと仕事を持っているんです。再三再四社会教育課に行かなければな
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らないし、最初のもう一つの事業なんですけど、児童を募集する募集広告を２月４日に持っ

ていっているんですけど、５月に配布されて事業が７月から始まったことになっています。

３カ月事業が行われなかったんですよ。２月４日に持っていって３カ月も、ちゃんと広告を

持っていっているんですよ。何でそういうことがなさるのか。 

 それと材料費ですね。材料費はあしたになって出ないと。この人たちは時給100円ぐらい

ですよ。日曜日も休みがなくて子供たちの世話をしているんです。カップラーメンを子供た

ちに食べさせたくないと、自然の味を子供たちに伝えたいと一生懸命しているんですよ。 

 この前、県の補助金申請に行きました。県の補助事業は、申請されれば８割すぐ口座に振

り込まれます。100千円の補助金ですけど、80千円振り込まれるんです。これで事業ができ

るんですよ。これが支援ですか、社会教育課の。ＣＳＯの支援ですか。ＮＰＯの支援ですか。

しかも、この事業は終わりです。何で終わったか、どういう理由なのか教えていただきたい

と思います。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（石橋勇市君） 

 お答えいたします。 

 まず、本年度で終わりということにつきましては当初からの約束事でございまして、でき

れば自主的なそういった活動に、そして一般財源化ができればそういうふうにお願いしたい

といった当初からの出だしがございました。現状、19年度におきましては、それが厚生労働

省と文科省の方でそれぞれの支援体制をやっているというふうなことで放課後子どもプラン

という形で、公民館、あるいは学校現場等の開放等に向けて実施をしていただきたいという

ふうなこともございまして、19年度予算措置としては子どもの居場所づくり事業と見合うよ

うな形での事業を19年度予算として、これは一般会計予算に計上いたしまして、子供の支援

予算として国３分の１、県３分の１の事業で行うような方向づけで予算審議をお願いすると

ころでございます。 

 それから、食材費が当日になって出なかったということでございますが、事業の、私も直

接つぶさには把握しておりませんが、事業実施するに当たって材料を出さない、そして事業

を実施してくださいというようなことは、この事業の趣旨経過からしてちょっと考えられな

いわけなんですが、後だってそこら辺の内容等についてはきちんと整理をして状況を把握い

たしまして報告させていただきます。 

 それから、２月４日に計画書を出しているのに５月、６月まで実施をされていなかったと

いうことの件ですが、これにつきましても新年度事業に向かって国、県等に対しての委託承

認申請といいますか、そういう手続上の問題でそういうことが出て、発生しているのではな

かろうかというふうに考えられます。 
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 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 把握してないということですけど、信じられないことが起こっているということですけど、

信じられないことが起こっています。手続上の遅滞、前もありましたね。補助金が出てませ

んでしたよ。手続をするのは職員の仕事じゃないですか。しかも２月４日に出したら３月に

出せるわけですよ。４月から事業ができるんです。どうして５月に、３カ月間、こういう広

告を持っていっているんですよね。何で３カ月間も事務がかかるんですか。一つの事務が。

プロでしょう、あなたたちは。前も補助金が出てませんでしたよ。食材だって幾らかの食材

ですよ。しかし、彼女たちは時給100円の世界なんです。わかりますか。年間計算したら１

万幾らやったですよ。もうこれを言っていて泣けてきました。 

 それと課長、この彼女たちがしている事業を見学に行ったことがあられますか、お伺いし

ます。 

○議長（山口 要君） 

 社会教育課長。 

○社会教育課長（石橋勇市君） 

 ございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 彼女たちは見ていません。廊下の外を通られたことはあるそうです。しかし、教室には入

ってこられたことはないということです。 

 それで、この事業は県のブログに掲載しているんです。県庁のブログに掲載しているんで

す、市長。彼女たちが、ちょっとブログで小さいんですけど、野菜をつくって食材にしてい

るんです。これ掲載しています。それから、志田焼の窯でピザを焼いているところも掲載し

ました。そして、豆腐づくりとか、こういうふうにして県のブログに必ず掲載しているんで

すよ。ブログを見ていただければわかりますけど、これを県のトップが見ていただきました。

見ていただいて応援に来ていただいたんですよ。30分でしたけど、頑張ってくださいという

ことでした。すごく喜んだんですよね、彼女たちは。しかし、今度の３月ですか、２月です

かね、この事業は続かないということで返ってきたんですよ。理由はと言ったら、もう３年

間やったからお互い楽しましょうよと、理由です。お互い楽しようという理由なんですよ。

お互い楽しようと言って事業をやめるんですか。課長、もう一回。 

○議長（山口 要君） 
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 社会教育課長。 

○社会教育課長（石橋勇市君） 

 お互い楽して事業をやめようというのは、どこから出てきた発想なのかよくわかりません

が、当初御説明申し上げましたように、平成16年から18年度にかけての委託事業であると。

そして、19年度からは新しいスタイルで事業をやっていくということに当初からの約束事が

あっております。そういったことで、文科省と厚生労働省がそれぞれの立場でやっていた事

業を放課後子ども教室というスタイルでやっていきましょうというようなことになっており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 文科省と厚生労働省は、もう厚生労働省なんかは65％アップで予算を要求しています。こ

ういう300億円以上の予算が今年度要求されております。学習支援の充実、ハード面の充実、

ソフト面の充実、かなりいろんな地域と行政、教育関係に充実を求めております。それに財

政支援もしております。しかし、嬉野市の社会教育課は、お互い楽しようと言って事業をや

めております。改善措置を大分私は求めようと思いました、内ながら。こんな10千円か幾ら

のあれを１年半も滞らす、源泉徴収票は渡さない、前日になって食材費はないと、余りにも

非情じゃないかと思いました。それで、改善措置を求めません。ただ、社会教育課は民営化

して指定管理者制度にしていただきたい。これは市長にお願いします。答弁をいただきたい

と思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 この事業につきましては私も細かいところは承知しておりませんけれども、一応３年間の

年限の国の事業で行っておったということでございますので、一応年限が来ましたので、ま

た新しい見直しが行われているということではないかなというふうに思っております。まだ、

ですから、国の方でもこの事業についてこれから評価をして、また新しい形でどのように取

り組もうかという検討がなされるんではないかなというふうに思います。 

 また、今議員御発言の社会教育課の民営化といいますか、そういうふうなこともお話をお

聞きしたわけですけれども、私もいろんな形で組織的には検討をしてまいりたいと思います

けれども、いろいろ手続的な課題はあると思いますけれども、今後、勉強もしながら努力し

てまいりたいと思います。 
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 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 随分改善措置をお願いしようと思ったんですけど、人が変わらないと変わらないです。人

の心が変わらないと変わりません、行政は。むしろ民営化して民間に委託してください。ど

んなにか民間人が社会教育の面で力を発揮するか、自分たちの力がどんなに発揮できるか、

私はそういう面に期待しております。だから、指定管理というのは数年後のことだと私は思

っていたんですけど、私はもう指定管理者制度というあれを緊急の課題としていかなければ

ならないんじゃないかなと考えております。 

 次の問題に移ります。 

 先ほどの続きになりますけど、子育てや教育に関する情報提供や相談体制ということで総

合的な相談窓口が必要じゃないかと思われるんですけど、どのように考えていらっしゃいま

すか、お伺いいたします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 これは冒頭お答えをいたしておりますけれども、今、総合的には何か問題が起きたときに

はグループ制を組むようにしておりまして、一応対応はできていると思っております。それ

で、組織的な課題につきましては将来のこととしてお答え申し上げましたように、例えば、

高齢者は高齢者、子供たちは子供たちというふうなことで一貫してサービスができるような

組織ができればということで研究をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 お答えいただいていましたけど、私は、この児童虐待相談とか、育児相談とか、それから

やはり女性のＤＶ相談、これが潜在化していると思います。それで、現在の場合は民生委員

の方や医者からの通報によってこの相談のケースが行われているんですけど、やはり潜在的

な相談というのがさらに多く潜在しているんじゃないかと思いますので、やはり総合的な相

談窓口が必要じゃないかと思います。それで、これにはちょっと時間が、福祉、保健、教育

という連携が必要だと思いますので、少し時間がかかると思いますので、まず第一に、今、

人権相談をなさっていますので、子供、女性の人権相談というような、そういう人権相談の
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対策というのをしていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今、４名さんですかね、人権相談員さんがいていただいているわけでございますけれども、

範囲を決めて相談を受けていただいているわけではございません。いろんな相談を受けてい

ただいておりますので、そういう面も踏まえて御相談に応じていただけるというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 内容はそうだと思いますけど、人権相談となっておりますので、女性の方とか子供とかな

かなかそちらの方には行かないと思いますので、月に１回行われているんですけど、毎月と

は申しませんので、隔月ぐらいに子供・女性人権相談というふうな文言を一言入れていただ

ければ、もっと相談があるんじゃないかと思います。もっと困っている人を救えるんじゃな

いかと思います。 

 それとホットライン、これを開設していただきたいんですけど。というのは、市内にもい

のちの電話のお仕事をなさっている女性の方がいらっしゃいますので、ホットラインを開設

していただいたら、もっと相談件数が多くなるんじゃないかと思うんですけど、ホットライ

ンについてはどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いろんな組織、団体でホットラインを設置しておられますので、例えば、いのちの電話に

しても何カ所かあるというふうに理解をいたしております。公的にしておられるところもご

ざいますし、いろんな団体で取り組んでおられるところもございますので、そういうところ

につきましては私どもも紹介をしながらやっていきたいというふうに思っております。 

 人権相談のこともございましたけれども、私の以前の経験からいきますと、御相談はなか

なか地元でということで、できにくい方も結構おられるわけでございますので、やはり幅広

く対応するためには、県なりそういうところと連携しながらやるのが一番理想的ではないか

なというふうに思っております。 
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 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 ケース・バイ・ケースがありますけど、体調がよくないとか、やはりＤＶでという方もい

らっしゃいますので、市内にホットラインがあればとか人権相談室があればとかそういう救

いの手もあるんじゃないかと思います。考えていただきたいと思います。 

 それから、次は特別支援教育の現状についてお伺いしたいと思います。 

 今年の特別支援教育支援員というのを配置するための財政措置が行われておりますけど、

昨日も一昨日も質問がございましたけど、今年度19年度支援員や介助員が導入されるという

ことなんですけど、嬉野市としては何人の導入を考えておられるか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 現在のところ人数は、今は学校に必要な数を需要調査といいましょうか、そういう形で求

めております。したがいまして、新年度になりましていわゆる転入、転学等も若干動いてお

りますので、それをもとに人数を把握していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 もう一つ教育長にお伺いいたします。 

 教育長は長い経験があられると思いますけど、こういう特別支援を要するような子供たち

の教室の現状はどのようなものでしょうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 教室、スペースの問題でしょうか。（「いいえ、授業状況です」と呼ぶ者あり） 

 それぞれ学校によって多少違いはありますけれども、基本的にはマン・ツー・マン方式が

理想ではないかと思いますけど、ただ、子供たちの状況によってやはり対応するという部分

もありますし、いわゆる通級の形での加配あたりも県に要求をしながら職員の増員といいま

しょうか、そういうものを今やっております。ちょうど年度始め、終わりのときには加配要

求あたりもやりますので、幾らかそちらの方でもとれたら県費で対応できますので、そうい
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ったことで思っております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 一概にＬＤ、ＡＤＨＤ、発達障害、自閉症といいますけど、外見は全然わからないんです

よ。健診のときに早期に発見して早期に対処すれば、かなり正常なあれになるんです。ちょ

っとしたことでですね。だから、外見はほとんどわかりません。 

 私は実は、子供のあれのときに経験いたしました。ＡＤＨＤの子供が１人おりました。参

観に行ったんですよ。そしたら、授業があって、30人学級、嬉野市ではございません、隣な

んですけど、30人学級で授業があっているんです、参観日に。１人ぐるぐるぐるぐる回るん

ですよ。そしたら、もう一人ぐるぐるぐるぐる回るんです。そして、またもう一人来て、こ

こでぞうぐいをするんですよ。でも、先生は注意しただけで、個々の子供たちは一生懸命先

生の話を聞いてますから、この子供たちにかかわるだけで、こっちは。そしたら、５人ぐら

いにふえるんです。それで、お孫さんの参観日に来たおじいちゃんがびっくりして言われた

んです。「おまえたち何しよっか」と言いんさったです。「先生の言うことば聞かんば」。

それでその場は平静になりましたけど、やはり１年間はそういう状態でした。先生がかわら

れたらそういうことはなくなりましたけど。だから、ほかの子供の授業に物すごく弊害があ

るんです。そして、この子たちは直らないから小学校ではこういう状態でした。 

 中学校では通級指導教育というのが難しいわけです。というのは、みんなと一緒に授業を

受けたいわけですよ。だから、班ごとにその子を監視じゃないですけど、気を使っているん

ですけど、先生が１人しかいられないから、班ごとに。でも、敏感にそういうのを察知する

わけですよね、そういう子たちは。そして、普通の授業ならいいんです。技術の授業のとき

ナイフを持たなければならない。このときは先生は、何かが起こってももう私たちには何も

できませんと、はらはらしながら授業をやっているという状態です。しかも、小学校には55

名おられますよね。中学校には18名です。今数名かの支援員ではほとんど対処できないと思

いますけど。ここに伊万里が10名、武雄が８名、鹿島が７名という増員を図られております

けど、18年度だったと思います。小城市は市単独で20名の子供サポーターを受け入れました、

ＬＤとかこういう子供たちのために。市単独で18年事業だったと思います。 

 今、学校の特別支援教育はここの段階まで来ているんじゃないかと思いますけど、市長は

市単独で20名の加配、いかがお考えでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 ちょっと待ってください。これ教育長だけの通告になっておりますので。 

○10番（芦塚典子君） 
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 そしたら、済みません。同じ質問なんですけど、教育長にお願いします。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 人数については幾らということで現状、需要供給の関係で十分に調査をしておりますので、

お答えできませんけれども、議員御指摘の子供たちの状況、特に小学校の段階ではそれより

も早く見つければ、対処できればそれだけ早くなると。言葉の教室もそうです。そういった

ところは現に出てきておりますし、職員研修の中でもそこは周知をしているところでござい

ます。 

 ただ、私も最後の３年間はアスペルガーの子供を３年間抱えておりました。普通学級でと

いう親さんがおっしゃいますので、普通学級に入れてしておりますけれども、ある日突然理

由はなしに大声を上げて、それこそ学校の玄関のところで暴れまくるというんでしょうか、

そういう状況もしばしばありまして、そういったことで、どちらというと教師の中にもすべ

てじゃないんですけれども、この先生だとその子にとってはいいという、いわゆる特定の先

生というんでしょうか、があるんです。心が開く、つながっているというんでしょうかね、

そういう先生をその子の担任に充てて３年間やって、そして何かあったときには、とにかく

全職員逆に寄っていきますとまたパニックになりますので、子供たち自身にも驚かんように

話をして、そして静かになったところで話をしていくというふうなことで、親さんもただ普

通学級でぜひという話をされますけれども、子供がそういう状況にあるというのは御存じじ

ゃないですから、あるときにはやっぱり親さんにも見ていただきたいということで来ていた

だいたこともあります。そういったことで、特に安定しているときにいろいろな指導をやっ

て、そして情緒的にハイのときにはやはり冷静になるように少人数で個別に当たってきたと

いうようなことでございます。 

 そういったことで、学校としては本当にそういう状況でございますので、この支援員あた

りが幾らぐらい必要なのか、そこら辺あたりを十分検討しながら次のときあたりにお願いを

してみたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 芦塚議員。 

○10番（芦塚典子君） 

 おっしゃるように、本当にちょっとしたことで子供たちの心が開かれますし、不登校児の

子供もそういうケースがありました。１人の先生だけに本当に心を開いて、その子は学校に

は行かなかったんですけど、高校に上がって今現在、看護師さんを目指しております。しか

し、多くの不登校児の子供たちが学校に行けなくて、教育も受けなくて自宅でじいっと過ご
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して今大人になっております。たくさん塩田町にもそういう例があります。本当に少しの支

援で一人一人の子供の一生が変わるんです。これは本当に大切な問題だと思いますので、で

きるだけ10名とか８名とかこういう他市町村がありますけど、小城市は本当に思い切って20

名子どもサポーターという形で配置されておりますので、こういう子供たちの教育の支援は

本当にその子供の一生の人生形成になるんじゃないかと思いますので、ぜひ重要な課題とし

て受けとめていただきたいと思います。 

 以上、５項目にわたって質問いたしましたけど、これで私の一般質問を終わります。 

○議長（山口 要君） 

 これで芦塚典子議員の質問を終わります。 

 引き続き、一般質問の議事を続けます。 

 18番西村信夫議員の発言を許します。 

○18番（西村信夫君） 

 通告に従いまして、一般質問を行います。 

 今回の質問については、４項目質問を通告いたしております。まず、環境対策事業につい

て、新幹線西九州ルートについて、それから新教育長の教育行政について、４番目に集落排

水事業について、順次質問をしていきたいと思います。時間の制約もございますので、簡潔

に質問いたしますので、答弁も簡潔にお願いしたいと思います。 

 それではまず、環境対策事業についてお伺いをいたします。 

 今日の環境問題は、産業公害、大気汚染、水質汚染及びごみ問題など、従来からの課題の

ほかにダイオキシンの発生など、私たちを取り巻く環境はより深刻化しつつあります。環境

の世紀と言われる21世紀は、人々が清潔で健康的な生活環境を次の世代に引き継ぐため、自

治体における目指すべき環境対策は極めて重要な政策の課題でもあります。よって、以下４

項目を簡潔に質問いたします。 

 合併してはや１年、本市の環境基本計画策定はどうなっているのだろうか、進捗状況をお

尋ねいたします。 

 次、２項目め、18年度環境保全に関して講じた施策と19年度環境基本計画を具体的に説明

していただきたいと思います。 

 それから、三つ目、本市の環境公害、いわゆる悪臭、水質汚染、騒音、振動などの公害防

止対策について、市長の基本的な考え方を示していただきたいと思います。 

 次、４点目、私は新たに提案をしたいと考えておりますが、市民の健康を保護するととも

に生活環境を保全する目的で公害防止の条例制定をすべきと思うが、市長の認識はいかがな

ものか、お答えをいただきたいと思います。 

 次に、新幹線西九州ルートについてお尋ねをいたします。 

 今もなお議論が続く九州新幹線西九州ルートの建設問題、長崎、佐賀県両県推進派と反対
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派が主張を述べ合い決着の見通しは立っておりません。新幹線建設を推進する佐賀県と建設

反対の立場を貫くお隣の鹿島市、江北町などの協議は依然と途絶えております。よって、着

工のめどは至っておりません。九州新幹線西九州ルートは佐賀県広域プロジェクトとして県

の事業であり、長崎、佐賀県では大きな政治的課題となっております。建設推進の嬉野市市

長としてどのようにお考えなのか、４点具体的に質問をいたします。 

 まず一つ、新幹線建設にかかわる現状の分析と今後の見通し、市長はどのようにお考えな

のか、わかりやすく説明をしていただきたいと思います。 

 次、２点目、新幹線整備後の嬉野市の中長期、短期まちづくり計画、いわゆる将来展望を

市民にしっかり示していただきたいと思います。 

 それから３点目、知ろう、語ろう西九州新幹線を市民レベルで議論をすべきと思うけれど

も、市長はどのようにお考えなのか、お尋ねしたいと思います。 

 ４点目、新幹線嬉野温泉駅建設で嬉野市の財政負担はどのように負担をしなければならな

いのか、これは市民の関心深いところでありますので、しっかり示していただきたいと思い

ます。 

 それから次、新教育長の教育行政についてお尋ねをいたします。 

 新教育長杉﨑士郎様、就任改めておめでとうございます。37年間の教育知識豊富な経験を

生かし、嬉野市の教育行政に御尽力いただきますよう心からお願いを申し上げます。 

 今議会でも教育行政にかかわるさまざまな議論が行われておりますが、教育に関する教育

長の執行権限は大きく、これからの嬉野市の教育に大きな影響を及ぼす地位でもあります。

そこで、就任間もない時期でありますけれども、新教育長のお考えを３点お尋ねいたします。 

 まず一つ、新教育長として嬉野市教育行政の姿勢を伺うということで、おととい、きのう

とこの問題については議論されましたけれども、準備をしておりましたので、答弁をいただ

きたいと思います。 

 それから２項目、本市学校教育現場の課題を具体的にいただきたい。学校の施設の問題、

あるいは設備の問題含めておわかりやったら示していただきたいと思います。 

 それから３点目、小学校、中学校と隣のうれしの特別支援学校の連携、４月開校になりま

すけれども、交流を図るべきと思いますけれども、教育長の考えはどうなのか、あわせてう

れしの特別支援学校の施設の概要までお尋ねしたいと思います。 

 それから最後、集落排水事業についてお尋ねをいたします。 

 五町田・谷所地区農業集落排水事業も管路工事に着手、19年度計画は建設用地の取得、地

質調査、コンポスト循環型施設の基本計画のようでありますけれども、19年度事業計画を具

体的に市民にわかるように示していただきたいと思います。 

 それから２番目、美野、馬場下、上久間地区の供用開始が行われておりますけれども、汚

泥を五町田、谷所地区でコンポスト化する計画中であるようだが、その事実関係をお伺いし
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たいと思います。当初計画ではそういったことについては推進協議会でも伺っていなかった

けれども、１月15日、地元地区別説明会で初めてそういう提案がなされました。よって、私

は異論があるということで改めてここで質問させていただきたいと思います。 

 壇上からはこれで終わります。 

○議長（山口 要君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 18番西村信夫議員のお尋ねについて、お答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、大きく４点でございます。１点目が環境対策事業について、２点

目が九州新幹線西九州ルートについて、３点目が新教育長の教育行政について、４点目が農

業集落排水事業についてということでございます。 

 ３点目の新教育長の教育行政につきましては、教育長からお答えを申し上げます。 

 それでは、環境対策事業からお答えを申し上げたいと思います。 

 京都議定書の発効により、国際的にも環境問題に真摯に対応する責任が生じてまいりまし

た。私たちも地域と家庭で環境保全に努力しなければなりません。以前は嬉野町において環

境基本計画をつくり努力をしてまいりました。嬉野市におきましても制定すべく努力をいた

します。現在、環境審議会での検討を進めておりまして、平成20年にはまとめたいと考えて

おるところでございます。実質的な協議は平成19年度に行っていただくということで、今計

画をしておるところでございます。 

 お尋ねの18年度の対応についてでございますが、嬉野市になりましてからは通常の水質検

査、騒音測定に加えまして農村集落排水事業への新規の取り組み、公共下水道事業の推進、

ごみ収集体制の整備、廃プラの分別収集、不法投棄の回収などを行いました。19年度につき

ましては、今回の議会でお願いいたしておりますように、農業集落排水事業の推進、下水道

事業の推進、汚水処理計画の整備などで生活環境の改善を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、佐賀県西部広域環境組合でのごみ処理対策への対応、森林整備などに取り組むこと

を計画いたしております。また、学校では環境教育などの継続、地域でのクリーン活動の推

進などを計画しておるところでございます。また、不法投棄などへの対応につきましては、

地域の御協力をいただきながら取り組みを行ってまいります。 

 次に、公害防止につきましては、県とともに連携をとりながら対策を行ってまいります。

騒音・振動測定、水質検査なども定期的に実施をしてまいります。地域における公害防止対

策につきましては、市民の御協力が必要でありますので、引き続き広報等も行ってまいりた

いと思います。 

 次に、条例制定の御意見でございますが、現在は法律と県条例により適切に対応を行って
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おります。今後、嬉野市独自の条例制定については検討を行ってまいります。 

 次に、九州新幹線西九州ルートについてのお答えを申し上げます。 

 新幹線整備につきましては、実現に向け努力をしてまいりました。国の予算につきまして

も３年連続して10億円をつけていただいております。江北、鹿島の２自治体の同意が得られ

ず着工できずにおります。今後も県とともに運動を展開いたします。先日開催いたしました

大会には多くの市民の御参加をいただき、決意を新たにいたしたところでございます。県内

でも各種の推進組織が合同で活動するようになりましたので、以前より多くの活動ができる

と考えております。 

 今後の見通しにつきましては、早期に同意をいただけるよう県民の御理解を求める活動、

国に対しまして私たちの着工への熱意を示すことであります。引き続き県と歩調を合わせて

実現への努力をいたします。 

 整備新幹線開通後における嬉野市の展望でございますが、佐賀県では唯一の新設の新幹線

駅として整備されるわけでございますので、嬉野市の発展への効果は当然でございますが、

佐賀県西部の発展、また、長崎県の東彼杵地域への発展の駅とならなければなりません。駅

から歩いていける温泉地としてのメリットを打ち出し、関西地方、中国地方へのＰＲを拡大

し、交流人口を拡大させていきたいと考えております。 

 また、西九州新幹線の開通により鹿児島新幹線との連携ができ、九州管内での観光の連携

ができると考えております。また、福岡とは１時間以内で結ばれる新幹線ですので、通勤、

通学圏内に入りますので、定住人口の拡大と保養地としての住宅地として取り上げられるも

のと期待しております。 

 次に、知ろう、語ろう新幹線としての説明会については、開催いたしたいと考えておりま

す。以前から大会や説明会なども団体の皆様によって組織されました新幹線嬉野温泉駅整備

促進期成会で説明をしてきたところでございます。新嬉野市になりましたので、全市民の皆

様への御説明を行っていくことが大切であると考えております。報道などでは御理解いただ

いておりますが、直接職員が説明することにより推進への御支援をお願いしたいと考えます。 

 次に、新幹線嬉野温泉駅につきましての負担についてでございますが、以前の議会でもお

答え申しておりますように、おおむね10億円程度と考えております。 

 次に、教育長の教育行政については、教育長の方からお答え申し上げます。 

 次に、農業集落排水事業についてお答え申し上げます。 

 五町田、谷所地区の排水事業につきましては、地域の皆様の御理解をいただき順調に進ん

でおるところでございます。谷所地区の測量並びに一部工事が進んでおります。平成19年度

事業につきましては、管渠の敷設及び処理施設の全体設計などを予定しておるところでござ

います。また、谷所地区の工事も継続して行いたいと思います。 

 次に、美野、馬場下、上久間地区の汚泥処理につきましては、国、県との協議により、ほ
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かの施設の汚泥処理を当処理場で行われるようになりました。施設整備を行い、１カ所で集

中して処理することによりまして効率化を目指してまいりたいと考えております。当初から

施設内での処理を目指しておりましたので、基本的に変更したことはございません。今後、

地元の皆さん方に御説明を申し上げ、御理解をいただきたいと考えているところでございま

す。 

 以上で西村信夫議員のお尋ねについて、お答えとさせていただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 ３番、新教育長の教育行政についてということでございますが、初めに新教育長としての

教育行政の姿勢について、お答えをいたします。 

 昨日も田中議員の方から御質問がありましたけれども、再度同じような形でさせていただ

ければと思います。 

 今日、連れ去り事件や声かけ事件、児童虐待、またいじめ問題等、子供たちを取り巻く環

境は大きく変化し、しかも深刻な状況にあります。これらの諸問題への対応は学校、家庭だ

けでは解決の難しい問題も多く、今改めて地域の力が見直されているとともに必要とされて

いるところでございます。また、平成19年４月、本年でございますが、お隣に県立中学校が

完成して開校いたします。そういったことでいきますと学校選択制の動きが加速し、今後も

その動きが加速傾向にあることが予想されます。したがって、今後は学校と地域とが協働化

していくことが不可欠であり、行きたい学校を選ぶのではなくて、行きたい学校を地域みん

なでつくるという理念のもとに地域参加型の学校、地域密着型の学校をつくり、すなわち学

校のコミュニティースクール化を推進してまいりたいと考えております。 

 さらにまた、これからますます重要になるのは地域と学校を太いパイプでつなぐことであ

り、地域の子供は地域で育てるといった体制、機運の高揚を図ってまいりたいと考えており

ます。これらのことから保護者や地域住民の意向を適切に反映させ、地域ぐるみで子供たち

を育てるための効果的な実施体制のあり方も研究して取り組みたいと考えております。将来、

まちづくりを担う子供たちの健全育成も目標にしたいという姿勢を持っているところでござ

います。 

 次に、学校現場の課題についてお答え申し上げます。 

 国では、平成19年２月に国づくりの根幹である人づくりにさらにさらに力を入れるために、

また、これまで掲げてきた理念を継承しながら教育基本法の改正がなされました。今後の流

れとしては、この法律の具体化により、さまざまな施策や事業が展開されることになるので

はないかと考えております。本市では、これらと並行して安全な学校施設の整備、効果的な

教育環境の整備、そして、学校に求められる機能や体制の充実が図られたと考えております。 
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 また、学校現場の課題といたしましては、各学校が抱え解決しなければならない教育課題

はさまざまありまして、それぞれの学校が課題をテーマにして全教育課程の中で取り組んで

いるところでございます。その主な課題といたしましては、学力向上対策、特色ある学校づ

くり、不登校生徒への対応等が主なものではないかと思っております。 

 三つ目でございますが、小・中学校と県立うれしの特別支援学校との連携及び交流につい

てでございます。 

 うれしの特別支援学校は県立でございますので、そこら辺を前提に置きながら話をさせて

いただきたいと思いますけれども、議員御存じのとおり、五町田にありまして、その周辺に

は五町田小学校、塩田中学校、県立でいいますと県立塩田工業高校などの文化施設、その向

こうの方には養護老人ホーム済昭園、知的障害者更生施設たちばな学園などの福祉施設があ

ります。また、すぐそばには緑に囲まれた自然豊かな和泉式部公園があり、教育環境に恵ま

れた文教地区を形づくっているのではないかというふうに思っております。 

 このすばらしい教育環境を十分に活用し、校種間の連携や交流を図り、有機的なつながり

を深め、思いやりの心を持った心豊かな子供の育成に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 また、うれしの特別支援学校の概要につきまして、先般、こういう進学校、養護学校の案

内という部分がございまして、こういうものを参考にして申し上げますと、学校所在地は大

字五町田甲の2877番地、設置学部は小学部、中学部、高等学部で、知的障害の方や肢体不自

由のある児童・生徒さんを受け入れる併設校であるということでございます。したがって、

知的障害や肢体不自由のある児童・生徒がともに学ぶ学校であると。それから、社会参加や

職業的自立を目指す学校、さらに小・中・高一貫した教育目標、あるいは教育内容であると。

複数の教育課程の類型を設け、児童・生徒の多様化に対応する学校。児童・生徒に優しい施

設設備である学校。それから、交流関係で年間計画の行事等を見てまいりますと、小学部で

は10月ぐらいに学校間交流ということを予定されております。中等部では６月と10月でござ

います。高等部は10月というふうな年間の計画を見せていただいた中には書いてあります。

したがいまして、そういうのを参考にしながら、いわゆる連携交流を図っていけたらという

ふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 一般質問の議事の途中ですが、お諮りいたします。本日の会議時間につきましては、議事

進行の都合により17時50分まで時間延長をしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、本日の会議時間を17時50分まで延長することに決定を

いたしました。 
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 それでは、一般質問の議事を続けます。西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 再質問を行いたいと思いますが、合併してはや１年になりまして、私も嬉野市会議員とし

て初心新たに市民の声を市政に反映、市民本位のまちづくりという観点のもとでしっかりし

た質問をさせていただきたいと思います。 

 先ほど、市長の答弁を受けましたけれども、執行部は管理一体の原則というとともに、新

幹線の問題に限らず盤石な体制の中で取り組んでおられることと思います。質問の順序が異

なりますけれども、よって、県の大型プロジェクト、西九州新幹線ルートについて、まず再

質問をしていきたいと思います。 

 先ほど市長の現状の分析ということで第１項目めに質問しておりましたけれども、現状は

３年連続して着工のめどが立たない。原因は、鹿島と江北の二つの自治体の同意が得られて

いないというようなことです。これは、もうすべての方々が御承知かと思いますけれども、

それでは、なぜ鹿島市と江北町が新長崎ルートに同意を得られないのかということをまず質

問していきたいと思いますが、これについては管理一体の原則という観点に立ちまして、鹿

島市に一番近い助役、４月から副市長になりますけれども、助役としての見解を伺えたら幸

いかと思います。 

○議長（山口 要君） 

 助役。 

○助役（古賀一也君） 

 新幹線の九州新幹線西九州ルートの件についてのお尋ねでございますが、以前、旧塩田町

におきましても長崎本線の存続期成会に入っとったわけでございます。16年ですかね、の時

点で県の現在の古川知事が参られまして、新幹線の件についての同意の要請があったわけで

ございます。当然、当時旧嬉野町との合併の協議がされ始めるときでございまして、今後の

やはり県の南西部の振興、発展を条件といたしまして同意をしたわけでございまして、そう

いういきさつがございます。そのようなことで、私自身そのようなことを直接知事にお願い

したわけでございまして、そういう立場から私は新幹線の早期着工に同意するものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 私の質問にはちょっと具体的な答弁じゃなかったけれども、私はなぜ鹿島と江北町が反対

をしているだろうかということを質問していましたけれども、ちょっと答弁が違っておりま

して、市民のいろんな、塩田地区においても関心深いわけですけれども、これは、１月５日
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の佐賀新聞に新幹線問題が長崎ルートを考える会ということで載っておりまして、さまざま

な角度から質問をしていきたいと思いますが、反対の立場をとっている原因は何であろうか

と。鹿島市長ははっきり言っておられます。まず、県民の合意がないと。佐賀、長崎両県の

マスコミの世論調査では新幹線は不要という回答が必要を上回っていると。県などが言う経

済効果、波及効果は全国を対象にしても長崎、佐賀では一部しか効果が見られないと。我々

が犠牲になってまで協力する大事業なのかと言われております。また、あわせて鳥栖市長が

言われておりますけれども、新幹線については、新幹線を生かしたまちづくり、これがまず

最前提であり、まず効果を見込めないとありますけれども、まずまちづくり計画をつくるべ

きであるというふうなことで言われております。そういうことで、さまざまな議論がなされ

ておりますけれども、市長この件について現状の分析はどうお考えなのか、お尋ねしたいと

思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 この二つの自治体が御賛同をいただけない理由ということをいろいろ今は言われておりま

すけれども、やっぱり原点は、いわゆる長崎本線の存続に関する十分な御理解がいただけて

いないということであろうと思っております。 

 以前から私どもも新幹線の、いわゆる開通に伴いまして影響が出ている地区は当然あると

いうふうに思いますけれども、そこにつきましては、県が責任を持って対処をするというこ

とで説明をいただいておりますので、私どもとしては、ぜひその説明によって御理解をいた

だきたいというふうに思っておるところでございます。 

 また、今いろんな議論が出ておりますが、地域の振興策ということにつきましては、当然

考えていかなければならないと思っておるところでございまして、私どもも当初長崎新幹線

について、嬉野温泉駅の設置促進というお願いをしたときにも、いわゆる総合的なまちづく

りの計画をつくりまして要望をし、決定をさせていただいたところでございます。そういう

ことでございますので、私どもも決定していただいた以上は地域振興に努力する責務はある

と当然思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 市長の姿勢については、本当に努力をしていただいたということは評価をいたします。あ

わせて、今後の見通しについてお尋ねしたいと思いますが、市長は答弁の中においては、県
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民の理解をいただけるように努力をしていくというふうなことで言われましたけれども、県

民のそれはさることながら、この間の新聞を私拝見させていただきましたけれども、３月１

日の佐賀新聞ですよ。西九州ルートについては県の事業でありますけれども、３月１日の佐

賀新聞で、こう書いてありました。新幹線西九州ルート問題で公明党の冬柴鐵三国土交通大

臣は、２月28日、衆議院予算委員会で自民党内から見直し論が出ている着工条件について、

これまで並行在来線の自治体の同意が必要であると確固として守っていきたいというふうな

ことで大臣の発言をなさっております。変えるつもりはないと言われておりますけれども、

これは市長どのように認識されておるのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 冬柴大臣もそのようにお答えをしておられますし、以前の大臣もお答えをされたわけでご

ざいますので、私は情勢としては変わっておらないというふうに思っております。そういう

ことで、県も知事を中心に今、自治体の理解をいただくように努力をしておられるわけでご

ざいますので、私どももそういう方向で懸命に努力をしたいと思っておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 この問題については、佐賀県２区選出の民主党の大串博志議員が国会で質問をいたしてお

ります。私も調査をしましたら前の北側大臣、この方もこういった発言をなさっておるとい

うふうなことですので、そこのあたりはしっかりとどういうような方向に結論づけていくの

か、県と並行在来線の自治体である鹿島市と江北町の間では協議を重ねながら、双方の意見

を十分話し合いながら着工の可否を示していただきたいと私は思っております。 

 次に、順序を追いますけれども、新幹線整備後の嬉野市の中長期まちづくり、将来展望で

すけれども、嬉野市においては新幹線の駅が新設されるというふうなことで、大きな浮揚策

になるというふうな判断でございますけれども、具体的にどういった施策を組んでいかれる

のか、この際、市長にお尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 着工となりますと、やっぱり早急に整備が進んでいくわけでございますので、まず、駅周

辺の整備につきまして計画をちゃんとつくり上げていきたいと思っておるところでございま

す。いわゆる理論的には嬉野温泉駅の誘致活動のときにまとめましたものが平成８年だった

と思いますけれども、あるわけでございまして、それをもとに今度は具体的に動きをしてい

きたいということでございます。 

 それともう一つは、やはり地域連携ということもございますので、私どもと鹿島、太良地

区とか、私どもと長崎県の地域とか、そういうものの連携が十分できるような、まず協議を

していきたいと思いますし、また、整備が必要であるならば、そこら辺についての整備もや

はりお願いをしていきたいというふうに思っておるところでございます。 

 それと、冒頭もお答えしておりますように、温泉地まで歩いていける新幹線駅というのは

数少ないわけでございますので、観光的なメリットというものを十分打ち出していきたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 私たち総務委員会はですね、２月15日、新八代駅の八代市に調査に行ってまいりました。

そういうことで、その調査内容については、新幹線の開業効果とか、あるいは新八代駅のま

ちづくり、こういうことを視点にとらえて行ってまいりましたところが、新幹線効果はどう

なのかと、どれくらいの財政負担が伴うかということでいろいろ質問いたしましたところが、

率直な御意見をいただきまして、まず、冒頭に申し上げますと、結論から申し上げますと、

新幹線の開業効果は見えていないという率直なお返事をいただきました。新幹線開通で経済

効果が望めないというのはなぜかというと、以前より新幹線に向けての取り組みが、あるい

はＰＲが遅かったということで、ここを反省している部分が行政としても見受けましたけれ

ども、そういった新幹線を推進するに当たって、駅を設置するに当たってどれくらいの経費

と、そしてまた効果があるのかということをやっぱり検証すべきと思って、総務委員会は日

帰りで行ってまいりまして、そういう状況です。 

 八代の新駅そばには温泉地があります。これは日奈久温泉ということですけれども、総務

委員長が総務委員会の報告の中でも言われましたように、散策をしながら現状調査をいたし

まして、なかなか新幹線効果が読めないだろうと私は判断しておりますけれども、非常に厳

しい局面かなと思っておりました。あわせて私は個人で、八代の次に水俣駅があります。あ

そこも新幹線の駅が設置をされておりまして、水俣駅から15分程度で湯の児温泉とあります

ね、仕事関係で私も何回か行っておりましたけれども、湯の児温泉に３軒ほど問い合わせま

した。新幹線効果はどうですかと。嬉野市として、温泉まちとして、我々議会としてもしっ
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かり検証すべきであるし、これを生かしていかにゃいかんだろうということで質問いたしま

したところが、なかなか至っていないというのが現状であります。そういうことをはっきり

言われましたけれども、これから新幹線が着工という位置づけされるならば10年後に、ある

いは12年後に駅が設置されるわけですけれども、そういったまちづくりが早急に行われる必

要があると私は思います。どたばたしてこういう計画をしよったら、さっき言いよったよう

に新幹線効果は望めないと言われておりましたので、そこのあたり含めてこの問題について

はしっかり取り組んでいかなければならないだろうと私は思っております。 

 それから、新幹線の問題で三つ目ですけど、語ろう、知ろう西九州新幹線を市民レベルで

議論とあわせて学習会をしようじゃないかというのを提案していましたけれども、市長の答

弁では、計画をして前向きに取り組もうというふうなことで答弁をいただきました。先ほど

助役の方からも説明がありましたように、嬉野と塩田地区においては新幹線の関係について

は、まだまだ温度差はあると私は認識をしております。そういう状況の中で、嬉野市の一体

的な新幹線促進に向けての取り組みは、温度差は多々あると思いますけれども、これをどう

解消していくのかというのを市長にお尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今、ちょうど非常に合併いたしましてから１年ということで、なかなか具体的には新規の

政策がとりにくい状況にあるわけでございますけれども、この新幹線の説明につきましては、

お話ししましたとおり開催をしていきたいというふうに考えております。 

 それで、新しくなりました市内におきましても理解の度合いといいますか、そこら辺につ

いては当然違っておるわけでございますので、同じやはり御理解をいただいて、私どもが一

丸となって新幹線推進に邁進できるように努力をしてまいりたいと思っておるところでござ

います。 

 また、私どもがこのことを実施することによりまして、先ほど議員がおっしゃいました、

いわゆる新幹線の開通に向けた地域づくりということについても本格的に取り組むことがで

きるんではないかなというふうに思っておりますので、市民の方の御理解をいただかなけれ

ば、いわゆるまちづくり自体も当然あり得ないわけでございますので、そういう点ではしっ

かりやってまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 
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 しっかり地域、嬉野市民の新幹線に対する理解度を高めていくためにも早急に取り組むべ

きであると私は思っております。既にお隣の武雄市においては、市民にパンフレットを配り

ながら、こういった「新幹線語ろう武雄子供のために」と出されているというふうなことで

耳にいたしております。そういうことをあわせて、語ろう、知ろう西九州新幹線の学習会を

開いていただければと思っております。 

 それから、四つ目ですけれども、予算の関係につきまして、先ほど嬉野市の財政負担は10

億円ぐらいかかるだろうというふうなことでありましたけれども、私たち調査に行きました

八代市においては、すべて予算30億円ということで言われました。と同時に効果は見えない

という状況ですけれども、嬉野市の予算10億円と。周辺整備含めての10億円なのか、周辺整

備は別に考えられるのか、その点お尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 詳細を詰めてお話しているわけでございませんので、お尋ねに対しましては、おおむねと

いうことでお答えしたところでございます。 

 周辺整備をどの程度までやっていくのかということでございますけれども、一応10億円と

いうのは原則、駅ができるわけでございますので、負担金が大体５億円程度かなと思います

けれども、それに付随してのあと５億円程度が要るんじゃないかなと思っております。周辺

整備につきましては、これは別でございまして、これから私たちがどのような形でやってい

くのかということでございますが、幸いにいたしまして周辺でも温泉街との間は既に区画整

理事業等も進めておりますので、あと駅周辺の整備ということでございますので、そこらに

つきましては、これから計画をつくっていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 新幹線の負担関係、駅周辺整備については、これから流動的でありますけれども、しっか

りどういうふうな形でいかれるのか、早い段階で計画性を示すべきであると私は思っており

ます。あわせて知ろう、語ろう西九州新幹線、この勉強会にもきちっと市民に示すべきであ

ると、私はこう思っております。 

 そして、次にまいります。 

 次に、農業集落排水事業についてお尋ねしたいと思います。順序が前後して大変恐縮です

けれども、お尋ねしたいと思います。 
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 先ほど、農業集落排水事業については、18年度から谷所、五町田地区の推進に向けて執行

部については、大変御苦労をいただきまして、この場をかりまして改めてお礼を申し上げた

いと思います。おかげさまで進捗率も予定どおり、今現在、谷所地区の鳥越地区についても

管の布設工事が行われておりまして、19年度については、処理施設の設計問題等々、地質調

査とか言われましたけれども、一つ問題にしていくのは３地区の汚泥、今現在供用開始して

いる馬場下、それから上久間、美野地区、この汚泥処理を一括して五町田地区、新しくでき

る施設でやるというふうなことで、１月15日初めて地区別の説明会で発言されたわけですよ。

これは、私たちは推進協議会の委員でもありまして、推進協議会ではそういうことは耳にし

ていないと。これはおかしいじゃないかということで、説明会の中でいろいろな御意見が出

ました。そういうことで、ここできっちり議会で私も市民の立場でしっかり物を言わせてい

ただきたいと思います。 

 まず、基本的にはこの問題については、３地区の汚泥処理を３地区でやるということにつ

いては、白紙に戻して再度推進協議会に提案すべきでないかと思いますけれども、市長いか

がでしょうか。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 このことにつきましては、地域の方がそのようなお話でありますとそのようにしなくては

いけないと思いますけれども、私が聞き及んでおります範囲では谷所、五町田地区の施設に

つきましては、いわゆる最終処理コンポスト、最終処理する施設につきまして建設をしてい

くということで御理解をいただいて進んできたというふうに理解をいたしております。 

 そういうことでございますので、その後、国、県との調整の中で私どもの施設で、要する

に最終処理ができるということであるならば、ほかの地区の処理についても可能であるとい

う話の了解ができまして、そして、ほかの地区のことにつきましても処理をさせていただき

たいということでございますが、汚泥というお話でございますけれども、汚泥ということで

なくてコンポスト化したものを処理させていただくということでございます。以前の説明が

どうだったかわかりませんけれども、もちろん、谷所、五町田地区について事前説明がなか

ったということにつきましては、私も後からお聞きしまして、それは今後丁寧に説明をさせ

ていただきたいというふうに考えておるところでございます。 

 しかし、承りますれば、以前の施設整備の中で、いわゆるそれぞれの地域にコンポスト化

をする施設につきましては、設置をしておるということでございますので、（333ページで

訂正）そこら辺につきましては、基本的には当初の計画の中で御理解をいただくように努力

すべきであったろうというふうに考えておるところでございます。そういうことでございま
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すので、地域の方への御説明が十分でなかったという点は、もう当然おわびをいたしますけ

れども、これから御説明をさせていただいて、コンポストによる処理がどのようなものであ

るのかというものも、ぜひ現地でもいろんなところを見ていただいて、御了解をいただけれ

ばというふうに期待をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 説明不足ということは市長も今認められていらっしゃいますけれども、現在、１月15日に

地区別説明会でそういうふうな話ありましたけれども、処理施設を建設する周辺地区に地元

説明会をやっていただきたいということで、12月の議会で私は申し上げましたところが、お

かげさまで当地区、石垣地区については１月15日やっていただきました。あと新村、そして

また三ケ崎地区、いわゆる三新地区と言われますけれども、そこはまだ説明が至っていない

わけです。執行部として計画性がないじゃないかと私は率直に思っておりますけれども、担

当課はどういうふうな計画をしているのか、はっきりここで示していただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 まず、市長の先ほどの答弁の中で、既施設に既にコンポスト施設計画がしてあるというふ

うな答弁でございましたけど、これにつきましては、美野、上久間には施設がございません。

それと、馬場下地区が脱水装置のスペースを確保してあるということで御訂正をさせていた

だきます。 

 それと、御質問者の新村、三ケ崎地区の地区説明会ということでございますけど、議会が

終わりましてから今月の26日に三ケ崎地区、27日に新村地区を、それぞれ区長さんと連絡を

とりながら説明会を開催するように計画をしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 26日、27日ですね、３月計画をされるというけれども、２日間にわたってされますけれど

も、集落についてはそう多くないわけですよね、新村、三ケ崎、合わせて70戸ぐらいしかな

いわけですので、一つを設定して１日でもおかしくないじゃないかと思いますけれども、そ

このあたりは今後検討されるべきと思いますけれども、三新間、三新地区というようなこと
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で新村、三ケ崎、区は別なんですけどね、一つに老人会はしておりますけれども、一つの集

落にあわせてしてもおかしゅうはないんじゃないかと思っております。 

 そしてあわせて、説明会をしてどういうふうな御意見等を賜るのかわかりませんけれども、

先進地の視察、これも提案はなされておりますけれども、先進地の視察はどこに行くんだろ

うかということで地元は疑問を持っておられます。その計画性はどうなのか、あわせて質問

をいたします。 

○議長（山口 要君） 

 下水道課長。 

○下水道課長（江口幸一郎君） 

 お答えをいたします。 

 先ほど御質問者のとおり、石垣地区の説明会の折にも話を聞くだけではわからないから、

ぜひひとつ現場を見せてくれというふうな貴重な御意見をいただきましたので、場所につき

ましては、まだ決定をしておりませんけど、マイクロバスで１日ぐらいで行けるような行程

を組むように計画して何カ所か候補地を絞り込んでいるというふうな状況でございまして、

いずれにいたしましても、現場を見ていただいてできるだけ皆様が納得していただきながら

計画を進めたいと思っております。 

 それと、コンポストの関係でございますけど、４月末か５月初旬に馬場下地区におきまし

て、一応ある会社のコンポストのデモを計画しておりますので、そのようなことが実現すれ

ば、実際に馬場下の処理場に区民の皆様方出向いていただいて見学をしていただくというふ

うなことになろうかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 計画としては答弁いただきましたけれども、終わったことはしようがないですけれども、

１月15日やりますよ、やりますよ、先進地をしますよというふうなことで、なかなか今まで

延び延びになって、初めて今議会で答弁をいただいたわけですけれども、しっかり地区民と

の協議を含めて、やはりこの問題については理解をいただけるような形の中で説明責任を果

たすべきだと私は思っております。そういうことで地区民の意見を十分反映しながら、この

施設については進めるべきと私は思っております。よろしくお願いしたいと思います。これ

から大変な御苦労と思いますけれども、執行部の方に対しては心から御努力をお願いさせて

いただきたいと思います。 

 次に、環境問題についてお尋ねをいたします。 

 環境問題については、嬉野市、合併をして環境の条例は制定されたにしてでも基本計画が



- 335 - 

まだ制定はされていないということで、20年度策定と言われておりましたけれども、今の状

況をお尋ねしたいと思います。審議会の委員の選任とか、あるいは審議の今後の日程とか、

そういうことをあわせて具体的に答弁をいただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 環境審議会のことでお答えをいたします。 

 まず、第１回の環境審議会を平成18年の10月に開催をいたしております。その中で環境基

本計画策定についての概要、あるいはスケジュール等の説明を行っております。委員さんは

公募によるとか、それぞれ先生たちを入れて10名で組織をいたしております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 この問題については、嬉野、塩田の合併協議会の中でも環境基本条例を制定するに当たっ

ては、環境保全と循環型社会づくりを推進するという基本理念のもとで進めていくというふ

うなことでうたわれております。先ほど説明の中については、基本計画はこれから審議され

るわけですけれども、嬉野市の環境条例を見ましたら公害問題は一切明記されていない。こ

れはどういうことなのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 ちょっと待ってください。市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 公害にはいろいろ種類がございまして、例えば、悪臭については悪臭防止法とか、騒音に

ついては騒音規制法とか上位の法がございまして、その中にそれぞれの市町村の責務がうた

われているという関係で条例にはうたっておりません。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 条例に明記されていないですので、嬉野市は公害がなかったのかどうかなと。よその市町

村の条例を拝見させていただきますと、公害問題はきっちり載っておりまして、新たに19年

度策定の公害問題については明記されるだろうと思いますけれども、現状ですね、嬉野市に

おいて18年度公害発生についてどういう状況があったのか、おわかりやったら示していただ
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きたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 

 公害の苦情の件数ですけれども、合併以後、18年の１月からいろいろ悪臭とか騒音とか、

水質の汚濁とかございますけれども、現在まで24件の苦情が寄せられております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 24件と言えば悪臭が何件なのか、あるいは騒音が何件なのか、担当課長おわかりやったら

示していただきたいと思いますけれども。 

○議長（山口 要君） 

 支所保健環境課長。 

○保健環境課長（支所）（池田博幸君） 

 お答えをいたします。 

 環境公害苦情につきましては、平成18年１月から現在まで市全体で悪臭関係が10件、水質

汚濁関係が７件、油漏れ関係が４件、害虫関係が２件、それと騒音関係が１件で、合計24件

の苦情があっております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 公害件数は担当課長が今示していただきましたけれども、18年度については24件のうち悪

臭が10件と言われております。42％になっですね。水質汚染が７件、29％になりますけれど

も、悪臭についての苦情が出た場合、苦情処理はどのように対処したのか、その点まであわ

せてお尋ねします。と同時に水質汚染まであわせて。水質については、11月２日、五町田地

区において汚染によりまして魚が死んだとか、そういうことでいろいろと言われておりまし

たけれども、この実態についてどうされたのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 
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 まず、悪臭の苦情というか、通報があった場合は、その悪臭防止法に基づきまして杵藤保

健福祉事務所などの協力を得ながら関係する課とその悪臭原因物の特定、あるいは立入検査、

そして改善勧告等、個々の事業者の指導を行うようにいたしております。 

 水質汚染があった場合も同じようなことですけれども、杵藤保健福祉事務所などの協力を

得ながら関係する課と一緒に原因究明に当たっております。水質の検査を要するようなとき

には保健所とか、あるいは環境センターの方に検査、あるいは指導を受けております。 

 それから、11月２日の水質の汚濁というか、水路に魚が大量に死んでいるというふうな通

報がございました。それで、杵藤保健福祉事務所とか農林課、あるいは警察、あるいは大牟

田と福富の区長さん等に連絡をとりまして現地確認を行いながら打ち合わせを行ったところ

です。それで、水質検査も行いましたけれども、もう時間が相当経過していた関係で、その

原因は特定できなかったものでございます。大体、フナとかコイを中心に大きいもの、小さ

いもの、小さいのが多かったようですけれども、約200匹程度死んで浮いていた状態でござ

いました。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 魚が汚染されたということですけれども、公害問題は、非常に全国的な問題も以前あって

おります。水俣病については、過去ちょうど50年に当たるというふうなことで、水質汚染に

よって、水俣病のいろいろな障害が出て国の認定まで受けたというふうなことで、あれから

50年というふうなことに言われております。水俣病については日本の窒素肥料の工場から排

出をされて、それでどういう障害があったかと言えば、感覚障害、運動失調、それから聴力

障害というふうなことで、非常に公害被害が出たわけでございます。とあわせて、最近のこ

とですけど、2005年６月29日、衝撃的な記事が報道されました。社会問題になりましたけれ

ども、アスベスト問題、これは建材メーカー大手クボタ、兵庫県尼崎にあった工場の周辺住

民からアスベストによる物量的な疾患で患者が５名発見され、２名がお亡くなりになったと

いうことですが、公害問題は非常にこれから先の環境問題に重要視を示すと私は思っており

ます。 

 先ほど、河川の魚が汚染されたということで、その因果関係は何やったのか調査されたか、

お尋ねしたいと思いますが、わからなかったらわからなかったでもよろしいです。 

○議長（山口 要君） 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（中山逸男君） 

 お答えをいたします。 
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 先ほどお答えをいたしましたように、杵藤保健福祉事務所とか、警察の方まで現場に来て

いただいて調査、検査をしたわけですけれども、薬物の特定はできなかったということで最

終的な報告を受けております。 

 以上です。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 薬物の特定はできなかったということで調査を継続されるものと思いますけれども、そこ

のあたりは執行部の環境に対する意識の問題であると私は思っております。 

 悪臭汚染、水質汚染、そして騒音、振動、それぞれの公害問題が多々あると思いますけれ

ども、悪臭はですね、いろいろな関係の中で以前も質問いたしましたけれども、当地区にお

いては畜産経営に対する悪臭公害、これが非常に苦慮している箇所、地区があるわけです。

よって、私たちは16年の４月23日、佐賀県西部家畜保健所所長あてに畜産経営の悪臭公害対

策要望書ということで参りました。杉光町長時代も参りましたけれども、その後、行政とし

ては放置されておるというのが現状と私は思います。どういう公害が出たかといえば、当地

区においてはもう窓があけられないと、夏に快適な環境のもとで過ごせないという状況の中

で畜産の経営者と住民とのいろいろなトラブルが発生をいたしております。この状況につい

て、畜産経営におけるカラスも農産物の被害が発生をいたしております。そして汚水、この

問題も発生しております。これは多々、塩田地区、塩田町の時代からもそういった要望書が

あったと思いますけれども、だれか受けた担当者がいらっしゃいましたら示していただきた

いと思います。 

○議長（山口 要君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（井上新一郎君） 

 お答えをいたします。 

 ただいまの養豚農家に係る臭気について御質問でございますので、恐らく議員御質問の箇

所は五町田地区の養豚農家の件だと思っております。 

 この件につきましては、実際要望書等を見た記憶はございませんが、そういうふうな今議

員御発言のように、西部家畜保健衛生所の方にいろいろと要望をされたということは控えの

書類等で若干は知っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 
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 そういう経過はしっかり行政としてつないでおられると思っておりますけれども、これが

現在野放しになって、まだ改善がなかなか至っていないという状況ですので、改めて嬉野市

になって公害防止条例の制定をすべきであると私は強く求めていきたいと思いますが、この

悪臭に対して公害が今現在あっているかどうか、人的公害があるかどうか、その点示すと私

思いますけれども、においがするところに長く１年も２年も３年もそこにおれば、もうにお

いが敏感にわからなくなる。そして、振動がしたり雑音がしたりするところに長くおれば聴

力に障害が発生する。これは現に感覚障害というものが出ているわけですから、そういうこ

とを含めてしっかりと嬉野市としては公害防止条例を制定すべきと思いますけれども、再度

市長の見解をお尋ねします。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 冒頭お答えしたとおりでございまして、現在は法と、それから県の条例等で取り締まりを

行っておるところでございます。公害の防止条例につきましても検討するということで御返

答をしたわけでございますので、取り組みをいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 前向きな検討をされたと思いますけれども、検討も検討によって官僚的な答弁と私も思っ

て過去ありますけれども、市長はしっかりした答弁をいただいたということで、あわせて公

害防止条例、これを制定していただきたいと私は思っております。 

 この公害防止条例を制定したところは、岩手県の花巻市、これは先進事例がされておりま

す。悪臭については、市民の生活環境を損なうおそれのある不快なにおいをいうと。悪臭公

害については、事業活動に伴って生じる生活環境の侵害に当たって、悪臭によって人的被害

をこうむるということが悪臭公害なんです。現状さっき言いましたけれども、長くおったら

においがわからないということにおいては、もう既に感覚障害というのが出ておりますので、

そこのあたりはしっかり受けとめながら、公害対策については、嬉野市としてしっかり策定

をし、市民の意見を聞きながら、アンケートを徴取しながらやっていただきたいと思います。

まず、モデル地区をつくるべきと私は思いますけれども、市長いかがでしょう。 

○議長（山口 要君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 条例等についてもこれから研究をする段階でございますので、実行の段階につきましても

まだ検討しておりませんので、今のところ答弁はできないということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 この関係については、先進地の事例を参考にしながら公害防止条例というのはどういうも

のかということで、市長の責務とか、事業の責務等は十分御承知と思いますけれども、そこ

のあたりをしっかり議論をしてやっていただきたいと思っております。 

 それから最後に、教育問題をお尋ねしたいと思います。 

 先ほど、教育長に何回となくこの問題について所信を述べていただきまして、本当に恐縮

と思いますけれども、新しく教育長が就任をされまして、私も以前から教育長とは仕事を通

じて親しくおつき合いをさせていただきました。感心するのは、毎朝嬉野の中学校の正門前

で子供たちのお顔をうかがいながら迎え入れていただいた教育長であると私は鮮明に記憶い

たしております。そういうことで、嬉野市の教育行政に対してしっかり地に足をつけて将来

担える子供づくりをしていただきたいと思いますけれども、きのう新聞に載っておりました

けれども、今回の新たな地域と一体となった子供づくり、嬉野市を担える子供づくりという

ふうなことでモデル地区、嬉野中学校を指定しておりますけれども、具体的にもう一回お尋

ねしたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 具体的にということでございますので、少し頭にあるものを話をさせていただきたいと思

いますが、予算をお願いしております、いわゆるコミュニティースクールの方でございます

が、学校運営協議会という組織を立ち上げたいというふうに思っております。いわゆる嬉野

市学校運営協議会規則というのをまず教育委員会で決めまして、それに基づいて運営をして

いくということになります。そして、全市とはいきませんので、まずこれまで経験がある嬉

野中学校をキーポイントにして、そして、学校、家庭、地域の代表者に来ていただいてとい

うふうなことを思っております。 

 既にここの議員の中にも、例えば、田中議員あたりはクラブ88あたりで、いわゆるボラン

ティアあたりのことで中学生を受け入れていただいておりますので、いわゆる学校に地域の

方が来られると同時に子供たちも今度は地域に出ていくと。そして体験活動、子供とともに

汗をかくと、汗して働くと、そういった部分でございます。したがいまして、地域の教育力
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をそういった形で高めていくと。同時に保護者の方も来ていただくわけでございますので、

いわゆる保護者の教育力も向上をすると。さらにねらっているところは学校力といいましょ

うか、そういうものを高めていくというふうなことで、そこの一番ポイントになるところは

学校運営協議会なるものでございます。 

 したがいまして、本年度まで文科省の委嘱を受けて県のモデル地区として嬉野中がしてお

りますので、これをこれまでは推進委員会でございましたので、正式な運営協議会に切りか

えて推進をしていくというふうなことでございます。そして、将来的には嬉野中だけでなく

て中学校校区の嬉野小学校、轟、ひいては大草野小学校あたりまで含めた形で持っていって、

さらには幼・保までつなげる形のものをイメージしております。年齢でいくとゼロ歳から15

歳までというふうな形で持っていけたら、いわゆるいろんな意味での今の問題等、地域安全

にかかわる、孫を守りたいというふうな安心・安全のまちづくりもできていくんではないか

というふうなことを模索しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 これから先、いろいろな教育関係におきましては、制度の改正、法改正等々、今非常に議

論深まって、これから先の教育行政についての焦点になってくると私は思っておりますので、

しっかり37年間の経験豊富な杉﨑教育長が頑張っていただきたいと思っております。 

 それから、もう少し時間があります。最後になります。養護学校の関係につきまして、二、

三質問していきたいと思いますけれども、県の事業ということで具体的答弁は差し控えられ

ると思いますが、この養護学校については、平成11年11月９日に嬉野市の養護学校、五町田

地区に決定をしたわけです。私は、平成９年の６月議会で養護学校は杵藤地区の中心に誘致

すべきであるということで初めて質問に立ちまして、前杉光町長、それから先輩の諸君の議

員含めて嬉野、塩田地区の皆様方の一体となった取り組みの効果をいただきながら、現在４

月１日開校ということになっております。これまた非常に御苦労していただきました五町田

地区の地権者の皆様方、あわせてこの開校に向けての御苦労はひとしおではなかったかと私

は思っております。 

 そういうことで、福祉のまちづくりということで杉光町長元来言われておりましたけれど

も、大枠のゾーンができてきております。またあわせて、この辺どう答弁いただけるかどう

かわかりませんけれども、養護学校は大体18名新年度入学と言われておりますけれども、周

辺地区の養護学校の有効活用という施設の活用について運動場を使用するとか、あるいは校

内はどうかわかりませんけれど、体育施設の運動場とか、そういった地区については利用で

きないものだろうかというような周辺地区の要望があっておりますけれども、教育長どのよ
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うな見解をお持ちなのか、これは県が示すべきと思いますけれども、お尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 議員前提でおっしゃいましたけれども、県立の養護施設でございますので、本来、県の分

野でございますけれども、先刻、養護学校の校長さんと接する機会がありましたので、いろ

いろな形で塩田地区、嬉野地区は非常にスポーツが盛んなところでございますので、例えば

具体的な例でいきますと、この図で見ていきますと、グラウンドあたりがどういう状況であ

るのかと聞きました。そうしますと、説明がそこであったのは、例えば、塩田中学校のよう

なクレーの全部泥のグラウンドじゃないと、周囲は芝生で固めて、そしてトラックの中だけ

砂を入れて、その外側は陸上競技風のグラウンドをつくるんだということでございましたの

で、普通の義務制の学校のグラウンドとつくり方が違いますよという話を聞きました。 

 その折に、もし土日等に学校が閉校になっている部分で、例えば、義務制であるとか、地

域の方がお借りをするということは可能でしょうかねというふうなことを話したところ、地

域の要望等を聞きながら柔軟に対応してみたいと。ただ、一定のルールを持っておりますか

らということでございましたので、もう少し具体的な部分は行って話を詰めないといけませ

んけれども、そういう返事をいただいております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 地域の方々の理解をいただいて開校になったわけですので、県の施設であってもやはり地

域に還元をしていただきたい。地域があってこそ学校も繁栄するだろうと思っておりますの

で、そこのあたりは含めてお考えいただきたいと思っております。あわせてプールの活用と

かそういった部分もありますので、よろしくお願いしたいと思っております。 

 それから、開校に伴いまして教職員の配置の問題とか、あるいは町内の失業者、雇用対策

の一環ということで、いろんな仕事が地元からありゃせんのかというふうなことで問い合わ

せがあっておりますけれども、地元優先志向を含めてやはり県の方にも要望していただけば

と思っております。県職員の教育関係におきましては、配置の関係については県の教育部局

でやりますけれども、雑務的な仕事、そこの点あわせて申し上げておきたいと思いますが、

もう一回、その件について教育長の答弁をいただきます。 

○議長（山口 要君） 

 教育長。 
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○教育長（杉﨑士郎君） 

 今の問い合わせについてでございますが、本来、教職員の人事等については、現在、真っ

ただ中でありますので、いわゆる地元の教職員が幾ら、出入りが幾らというのは私どもが把

握することが現在できません。ただ、今おっしゃいましたような地域の方でお手伝いできる

ような内容等がある場合には、いわゆるここの用地を利用していただいている関係で、そう

いう申し入れはぜひ校長あたりにも、県の方にも申し入れはいたしたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（山口 要君） 

 西村議員。 

○18番（西村信夫君） 

 あと７分ぐらいありますけど。ただ、長時間にわたって４項目質問等をして明快な回答も

一部いただいたというふうなことで終わっていきたいと思いますけれども、養護学校の開校

を前にして五町田地区の周辺整備もあわせて、しっかりして市の受け入れ態勢を示していた

だきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（山口 要君） 

 これで西村信夫議員の質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれで散会いたします。（「議長」と

呼ぶ者あり）ちょっと待ってください。済みません。 

 助役から先ほどの答弁に対しての発言の申し出がありましたので、受け付けます。助役。 

○助役（古賀一也君） 

 先ほど、西村議員の御質問に対して新幹線の件で答弁をいたしました。 

 私自身が県の古川知事に会って、県の南西部の振興策と引きかえに同意したというふうな

ことをお話しましたけれども、その中でちょっと言葉足らずのところがございまして、当時

の杉光町長が入院中でございまして、助役として私、古川知事にお会いをしたわけでござい

まして、当然、旧塩田町長の杉光町長の意向を確認した上で古川知事にその旨伝えたことで

ございまして、その部分をつけ加えさせていただきたいと思います。 

○議長（山口 要君） 

 それでは、本日は大変お疲れさまでございました。傍聴者の皆さん方も大変お疲れさまで

ございました。 

午後５時43分 散会 

 


